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はじめに 

 

アジアの急速な経済成長・工業化に伴う環境問題と資源消費等は、世界の持続可能性に大きな

影響を与えており、喫緊の対応が求められている。このような問題に対応するとともに、長期的

な視点で低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の実現による持続可能な社会づくりを推進する

ためには、社会経済システムや国土・土地利用構造等の変革が必要である。このような持続可能

な社会づくりには、現在の経済社会を変革し、環境保全を内在化させていく人材が必要不可欠で

ある。 
 
平成19 年6 月に閣議決定された21 世紀環境立国戦略やイノベーション 25 においては、持続

可能な社会の実現を担う環境人材を育成していくことの必要性が示され、また平成19年11 月に

開催された東アジア首脳会議（EAS）、12月の日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）等において、

アジアにおける環境人材の育成の必要性、そのためにアジア各国が協力していくことの重要性が

合意された。 
 
これらを踏まえて、環境省の委嘱を受けた「持続可能なアジアに向けた大学における環境人材

育成ビジョン検討会」では、アジアの持続可能な発展の実現に向けた社会経済の変革を担う人材

育成の考え方や方策を検討し、環境人材育成ビジョンとしてとりまとめた。このビジョンのとり

まとめに当たっては、現場の声を反映するため、大学、企業、NGO/NPO、行政等で持続可能な

社会の実現に取り組む200名以上の方々や、全国の大学関係者に協力をいただいた。感謝申し上

げる。 
 
本ビジョンが、今後、持続可能なアジアを実現していくための、大学等における環境人材の育

成の指針として活用されていくことを期待する。 
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第1章 環境人材ビジョン 持続可能なアジアの実現に必要不可欠な次世代型人材像  

1 持続可能な社会の構築への展望 

(1) 日本における環境・社会・経済の情勢 

 

（日本における環境問題の現状） 
わが国では、1950年代から70年代にかけての高度成長期に工場等から排出される有害物質等

による水質汚濁、大気汚染等の劇甚な公害問題が深刻化した。このような公害を防止するための

各種の規制の導入に伴い、企業における対策が進み、著しい健康影響を及ぼす公害は概ね克服さ

れたが、80 年代からは、国民一人一人の生活に伴う廃棄物の増大等の都市生活型の環境問題が

深刻化した。90 年代以降は、地球温暖化問題に代表される地球環境問題が顕在化するようにな

った。これらに対応するため、企業に対する規制等の取り組みに加え、国民の環境負荷の少ない

ライフスタイルを促すための施策が講じられているところである。その結果、企業においては環

境負荷の少ない製品の製造やサービスの提供が進み、また、国民の環境保全に対する意識も高ま

ってきているが、地域及び地球規模での環境悪化は十分に改善されておらず、地域及び地球環境

規模での環境保全に向けた一層の取り組みが求められている状況にある。 
 

（持続可能な社会像の提示） 
平成19年（2007年）6月に「21世紀環境立国戦略」が閣議決定され、持続可能な社会を実現

していくために日本が国際的なリーダーシップを発揮していくための方向性が示された。また、

環境省は 2050 年の将来ビジョンを示す「超長期ビジョン」の策定を進め、中間的にとりまとめ

た。それらによると、持続可能な社会を実現していくために、低炭素社会、循環型社会、自然共

生社会の 3 つの社会を統合的に実現していくことの必要性が指摘され、2050 年には温室効果ガ

スを現状比で 50％削減す

るという長期目標が示さ

れている。 
このような持続可能な

社会を達成し得る2050 年
の日本国内の産業構造は、

農林業等の第一次産業が

復権し、第二次、第三次産

業では、環境効率性の高い

分野の事業が進展するよ

うな構造であることが、こ

れまでの研究から指摘さ

れている。 
さらには持続可能な社

会の実現のために必要な

新しい事業を切り開く社

会起業家やNGO/NPOが重要な役割を担うこと、また、あらゆる分野・職種で社会的・技術的イ

ノベーションが創出・推進され、環境の負荷の少ない、さらに環境保全に積極的に寄与する産業

への転換が顕著になることが求められている。 

ビジョンA: 活力、ドラえもんの社会 ビジョン B: ゆとり、サツキとメイの家

都市型/個人を大事に 分散型/コミュニティ重視

集中生産・リサイクル
技術によるブレイクスルー

地産地消、必要な分の生産・消費
もったいない

より便利で快適な社会を目指す 社会・文化的価値を尊ぶ

絵：今川朱美

一人当たりGDP成長率 2％/年 一人当たりGDP成長率 2％/年

第一次産業：シェア低減・輸入依存率増加
第二次産業：高付加価値化・海外生産拠点
第三次産業：シェア増大・生産性向上

第一次産業：シェア回復・農林水産業復権
第二次産業：地域ブランド・多品種少量生産
第三次産業：シェアやや増大・ボランティア普及

出所：西岡秀三 (2007) 中央環境審議会21世紀環境立国戦略特別部会（第5回）提出資料に加筆

2050年における脱温暖化社会の描写例
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コラム：21世紀環境立国戦略 
2007年6月1日に閣議決定された我が国の今後の環境政策の方向性を示す戦略。「環境立国日本」

に向けた戦略的取り組みとして、自然共生の智慧や伝統、優れた環境・エネルギー技術、公害克服

の経験、豊かな人材といった日本の強みを、環境から拓く経済成長・地域活性化の原動力とするこ

とによって、持続可能な社会の「日本モデル」を構築し、アジア、そして世界の発展と繁栄に貢献

するため発信する、としている。この中で、「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」を統

合的に実現することにより「持続可能な社会」を構築していくことが目標とされている。 

 

(2) アジアにおける環境・社会・経済の情勢1 

 

（アジアにおける環境問題の背景） 
アジアの発展途上国には、経済発展の

レベルが異なる国々が存在し、また自

然環境が多様なため、経済の発展段階

や自然環境の特性に応じて、直面して

いる環境問題等が持続可能性に及ぼす

リスクが異なっている。そのため、ア

ジアの発展途上国は、経済の発展段階

が比較的高い国と、経済の発展段階が

依然として低い国という、少なくとも

2つに区分することが可能である。 
 またアジアにおいて、環境問題の範

囲は一国内におさまるものではなく、

国際河川における水質汚濁や越境大気

汚染等、数カ国にまたがって生じる問

題が発生している。その一方で、たと

えひとつの国ではあっても国内におけ

る農村部と都市域の状況や多数の島嶼

国の島々の間で経済社会面、環境面で

の状況が大きく異なる場合がある。つ

まり、アジアで起きている環境問題の

背景から考えると、必要に応じてアジ

アを地域のまとまりとして見ることと、

同一国内でも地域ごとに個々の問題を

見ていくことの両方が重要となる。 
さらにはアジアの途上国に共通して

いえることは、国内の身近な環境問題に対する取り組みは進められてきているものの、地球環境

問題に対応する取り組みは十分に進められていない。 

                                                 
1 本ビジョンで「アジア」と称する場合には、北東アジア、東南アジア、南アジア、西アジア諸国のほか、

南太平洋諸国も含めるものとする。 

 

環
境
の
質
の
低
下

経済の発展

CO2 排出

3

2

4

1

0

資源・エネルギー

災害による影響
工業汚染

埋立地・破壊的な土地利用

森林破壊

段階

出所：安井至 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会（第5回）提出資料を仮訳

経済の発展段階別の持続可能性に係るリスク

• 自然採取経済

• 農業経済

• 軽工業経済

• 重工業経済

• 精密工業経済

• 設計工業経済

• サービス経済

個々人の
生命・健康

リスク

種としてのヒ
トの持続性

リスク

生態系
過剰利用
リスク

発展段階の高い途上国

発展段階の低い途上国

日本などの先進国

出所：安井至 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会（第5回）提出資料に加筆
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（経済的な発展段階の高いアジアの国・地域2の環境問題の現状） 
経済的な発展段階の高いア

ジアの国・地域においては、急

激な都市化や工業化に対する

インフラの未整備等に起因す

る大気、水資源、土地利用など

の分野で問題が顕在化してい

る。またアジアを覆うグローバ

ル経済の拡大の中で、都市部を

中心に先進国のライフスタイ

ルが浸透するようになってき

ており、そのことからエネルギ

ー消費の急増や廃棄物の増大

などといった環境問題が深刻

化してきている。さらに地球温

暖化の原因である二酸化炭素の排出は、特に急速な工業化と経済発展をすすめている国で顕著に

増大している。 
 

（経済的な発展段階の低いアジアの国・地域の環境問題の現状） 
経済的な発展段階の低いア

ジアの国・地域においては、自

然資源の乱獲、森林の減少、野

放図な開発に伴う淡水資源の

質の劣化、過放牧や過耕作、他

国からの公害による被害、など

といった環境問題の発生が見

られる。その中でも特に資源の

枯渇が重大な問題となってき

ている。これらの問題は、貧困

や不均衡な貿易に起因するも

のが多い。また、太平洋の島嶼

国といった、規模が小さく発展

段階の低いような地域では、脆

弱性や気候変動への適応の課題などといったグローバルな問題に対処する必要が生じているほ

か、経済の規模の小ささから、経済発展が進まず、その結果、貧困が解決できず自然資源への搾

取が深刻化するといった問題が顕在化してきている。 
 

（アジアの現状に基づく今後の予測） 
以上のとおり、アジアの環境問題は、貧困、都市化、工業生産と消費の急激な伸び、ガバナン

スの欠如などに起因しており、これらの問題はいずれも、持続可能な開発を追求するうえでの直

                                                 
2 ここで「地域」とは、同じレベルの経済的発展段階としてとらえることのできる一つの国の中の地域及び

国を超えた地域の両方を含めることとする。 

0 100000 200000 300000 400000 500000

ベトナム

タイ

フィリピン

パプアニューギニア

パキスタン

ネパール

モンゴル

日本

インドネシア

インド

中国

カンボジア

バングラデッシュ 産業廃棄物（1000 ton)

一般廃棄物（1000 ton)

アジアにおける廃棄物の現状（2000年）

出所：吉澤佐江子・田中勝・Ashok V. Shekdar (2006) 世界の廃棄物発生量の推定と将来予測に関する研究に基づき
IGES作成

年間0.5%以上の減少

年間0.5%以上の増加

年間0.5%以内の増減

出所：Food and Agriculture Organization (2005) World Resources 2000-2001

アジアの森林地帯純変動（2000～2005年）

インドネシア、カンボ
ジア、ミャンマー、北
朝鮮、モンゴルなど発
展段階の特に低い国
で森林減少が顕著
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接的な障壁となっている。 
今日まで「アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）3」や「アジア太平洋環境イノベーシ

ョン戦略プロジェクト（APEIS）4」などにおいて、アジアの環境の変化や動態の予測を行った

さまざまな社会像が提示されているが、それらによると、地球全体の人口の2分の1を抱え、急

速な経済成長・工業化を続けるアジアでは、大気や水の汚染、森林破壊、温室効果ガスの排出の

増加や生物多様性の減少など、急激な環境破壊等が進行し、その結果として、甚大な社会経済面

での被害や地球規模での持続可能性への影響が危惧されている。また、アジアの人々を貧困から

脱却させるために高い経済成長率の維持が希求される一方で、工業中心のエネルギー集約型経済

の拡大が人口増加、所得格差の拡大、都市への人口移動、自然資源の枯渇などの拡大をもたらす

ことが懸念されている。 
 また、「IPCC 第4次評価報告書（2007年）統合報告書」では、2050 年までのアジアの環境変

化を予測する中で、アジアの大規模河川の流域における、淡水の利用可能性の低減、沿岸域、特

に人口が集中するメガデルタ地域における浸水リスクの増大、急速な都市化、工業化、経済発展

に起因する天然資源や環境負荷の増加、洪水と干ばつに関連して発生する感染症への罹患率およ

び死亡率の上昇、などといった持続不可能な社会像が提示されており、今後はアジアで気候変動

に対応する適応が重要な課題となってくることが予想される。 
 

(3) アジアの現状と政策・教育上の優先課題とのギャップ 

 
 アジアに共通するのは、たとえ環境や持続可能な社会の形成が重要であると認識されていたと

しても、政策や教育上の優先課題は、依然として「貧困の克服」もしくは「経済発展」であり、

現実には環境問題や持続可能性の課題への大きさに比較し、取り組みのための予算や資源等の配

分が十分なされていない、ということがある。日本を含むアジアの環境の現状と将来の持続可能

な社会のあり方を踏まえれば、政策や教育の中で環境や持続可能性の優先度を上げていくように

し、ここで指摘している課題と現実の取り組みのギャップを小さくしていくことが重要である。 

                                                 
3 アジア太平洋地域に相応しいより衡平で持続可能な発展のモデルを提示することを目的とした、アジア太

平洋地域を中心とした有識者をメンバーとしたフォーラム。2004年に最終報告書が採択され、その後各種

支援プログラムが実施されている。 
4 アジア太平洋地域の持続可能な発展に向けた意思決定を支援するために、環境と開発に関する科学的基

盤を整備し、これに基づく革新的な戦略政策オプションを提供することを目的に実施されたプロジェクト

研究。 
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2 持続可能な社会構築に携わる人材が担うべき役割 

(1) 持続可能な社会の実現に向けたパラダイムシフトに向けた行動 

 

2050 年に温室効果ガス半減を実現していくためには、これまでの社会構造や産業構造を転換

し、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を具体的に希求していく社会や産業のあり方を早急

に構築することが必要である。 
そのためには、人々の豊かな社会生活やそれを支える経済活動を維持しながら、資源やエネル

ギーの利用を極力抑えることのできる社会経済システムを構築していくことが求められる。たと

えば、枯渇性資源の利用を抑制し、再生可能資源の利用促進による自然生態系の維持、モノの所

有から、サービスの享受への転換等による資源やエネルギー利用の抑制などをすすめていくこと

が必要である。 
これらを実現するためには、自然資源を適切に活用しながら、生物多様性の維持・保全をはか

っていく農林水産業の営みを活性化させていくことや、使用した資源の循環的な利用、自然エネ

ルギーの導入促進等が重要である。さらに、これらにより自国内で生産された再生可能資源を用

いた、生産、流通、消費・利用、分解・再生、処分の各段階の営みが連携して取り組まれるよう

な産業構造や国土利用に転換していくことが必要である。このような観点から従来の事業活動を

転換する、または、新しく必要とされる事業を起業し、持続可能な社会にむけたパラダイムシフ

トを牽引していくことのできる人材及びそのような事業を推進する金融やビジネス等の仕組み

づくりを行うことのできる人材を今後増加していくことが求められる。また、従来の第一次産業、

第二次産業、第三次産業といったそれぞれの産業の中で持続可能性を追求する人材だけではなく、

業種の壁を超えて、それぞれの産業が担ってきた機能の有機的連携を通じた持続可能な経済活動

を構築する人材が必須となる。 
 

コラム：NOxの排出を極力削減した社会の実現に向けたパラダイムシフトの例 

持続可能な社会の実現に向けたパラダ

イムシフトの例として、交通システムを見

た場合、まず現時点では、低燃費車やエコ

カーの開発による NOx・CO2 排出の規

制・普及が求められ、次の段階で再生可能

エネルギー・資源の積極的な利用と化石燃

料に依存しないエネルギーシステムへの

転換、そして最終的には、車への依存を極

力抑えた交通システムへの転換が求めら

れることになる。このような観点から企

業、行政、NGO/NPO等の活動を展開する

ことのできる人材が求められる。 
 

 

 

環境負荷

現在

工鉱業生産
の改善によ
るエネル

ギー利用の
効率化

化石燃料
に依存しな
い新しいエ
ネルギーへ
の転換

変革

カーボン
ニュートラル
な社会シス
テムの構築

2030年頃 2050年頃

低燃費車・
エコカーの
開発・普及
によるNOx
やCO2の
排出削減

再生可能
エネル

ギー・資源
の積極的な

利用

車への依
存を抑えた
新型交通
システムへ
の転換

変革

時間
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(2) アジアの伝統的な知見の活用と普及 

 

(1)で論じたパラダイムシフトを実現していく際に、先進国が開発を進めてきた最先端の技術

やシステム等に着目するだけでなく、アジアが持つ独自かつ多様な伝統文化・ライフスタイルや

価値観の中に持続可能な社会を実現する知恵を見いだし、社会変革に活用していくことのできる

人材の活躍が求められる。 
アジアでは、人間は自然の一部であり、自然によって生かされているといった世界観や環境倫

理の思想、「足るを知る」文化等の伝統的かつ持続的な知恵や倫理観、技術などが各地で用いら

れ、伝承されてきた。そういった知恵や倫理観、技術を発掘し、それを現代的な文脈で再構築し

て世界で活用していくことは、持続可能な社会を実現するための取り組みを行っていくにあたっ

て重要である。 
 

コラム：タイでの「足るを知るの経済学（充足経済）」の取組 
充足経済とは、タイのプミポン国王が 1997 年の経済危機後に提唱した概念で、「経済開発・成

長の適度さを重視し、自立的・持続的な経済成長をめざす」ものであり、タイ社会がより持続的

で柔軟性のある社会になるために、「経済がほどよく持ち、ほどよく食する様であり、それらが自

己の維持となり、自身にとり十分と考えられる」よう、持続可能な経済成長を維持する政策をさ

す。充足経済の理論の下では、企業はコスト削減、リスク管理、人材育成を達成できる上、地方

社会に対してノウハウの提供などで製品の価値や品質を向上させ、地域社会に貢献することがで

きると考えている。 

 

(3) 将来に向けたグローバルな視点での行動 

 

持続可能な社会を実現するには、長期

的な視野にたって、持続可能性を実現す

る経済社会へと変革していく行動をグ

ローバルなレベルで展開していく必要

がある。特に重要なのは、世界の各地域

内で持続可能性を追求する環境保全等

の知恵及び技術の発展や制度構築に取

り組むとともに、地域での取り組みを他

地域に発信、共有し、普及させることが

重要である。 
このように、各地域で持続可能な社会

の形成にとって有効となる価値観、知恵

及び技能を見いだし、それを用いた実践

を行い、その成果をグローバルなレベル

で普及させることを通じて経済社会を

変革していく人材の活躍も重要となる。 
 

地球温暖化

公害・健康被害の発生

資源・食糧・水需要の拡大

生物多様性の減少 等

急速な発展を急速な発展を
遂げるアジア遂げるアジア

急激な環境負荷増大のおそれ急激な環境負荷増大のおそれ

短期：短期： 公害等による甚大な社会・経済面の被害公害等による甚大な社会・経済面の被害

持続可能な地球にはアジアの対応が欠かせない

中長期：中長期： 地球規模の持続可能性への影響（気候変動等）地球規模の持続可能性への影響（気候変動等）

【持続可能なアジアを実現するために求められる視点】

1. 低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を希求する社会構造
や産業構造へのパラダイムシフト

2. 自然共生の思想等、多様かつ独自なアジアの伝統的な知恵の
活用と普及

3. あらゆる分野・産業で、長期的かつグローバルな視点での具体
的な行動

経済成長

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化

人口増加
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3 本ビジョンにおける人材育成のターゲット 

 
持続可能な社会づくりには、制度、技術、ビジネス等様々な取り組みが必要であるが、それら

を実現するのは人材である。そのため、わが国は、2002年のヨハネスブルグサミットにおいて、

「国連持続可能な開発のための教育（ESD）の10年」を提案した。ここではまず、ESDにより

育成していくべき持続可能な社会づくりに求められる「環境人材」について論じたい。 
 

(1) 持続可能なアジアに必要な人づくり 

 

持続可能なアジアを実現していく上で必要な人材は、大きく以下の2つに分類される。 
まず、消費者や生活者として、環境保全に対する高い意識を持ち、環境負荷の少ない商品やサ

ービスを選択し、持続可能なライフスタイルを実践する市民である。このような市民を、ここで

は「環境配慮型市民」と呼ぶ。これまでの環境教育では、環境配慮型市民を育成することに重点

が置かれており、今後もより一層の取り組みを進めていく必要がある。 
ただし、持続可能な社会づくりに迅速かつ長期的な対応が求められている今、環境配慮型市民

を育成することに加えて、彼らが自発的に選択しうる、社会的、経済的に優れた商品やサービス

を提供することもまた必要である。そのためには、環境負荷が小さく、かつ社会経済的にもメリ

ットのあるような商品・サービス開発を後押しする制度・政策も必要である。このような、ビジ

ネス、技術、政策等を含む、環境配慮・持続可能性を統合した包括的な社会経済システムを構築

する人材が必要不可欠である。 
そこで、本ビジョンにおいては、自己の体験や倫理感を基盤とし、環境問題の重要性・緊急性

について自ら考え、各人の専門性を活かした職業、市民活動等を通じて、環境、社会、経済の

統合的向上を実現する持続可能な社会づくりに取り組む強い意思を持ち、リーダーシップを発

揮して社会変革を担っていく人材を、「環境人材」と定義する。 
 

環境を統合した社会経済システム環境負荷の少ないライフスタイル 好循環好循環

支持支持

影響影響

現在現在

20502050年年

実践実践 構築構築

あらゆる分野・職種で必要あらゆる分野・職種で必要

環境人材環境人材

環境配慮型市民環境配慮型市民

全市民・職業人・全市民・職業人・
地域人地域人環境・経済・社会を統合する社会・地域デザイン等の

全体戦略を描き行動・実践していく環境人材

従来型環境専門家（自然保護、公害防止、環境アセス等）

環境以外の専門を有する各分野のリーダー

既存の組織において
ビジネス・技術・社会等の
グリーン化に取り組む人材

新しい組織を立ち上げ
ビジネス・技術・社会等の
グリーン化に取り組む人材

本ビジョンにおける人材育成のターゲット
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持続可能な社会は、「環境配慮型市民」と「環境人材」のいずれかが欠けても実現することが

できない。環境配慮型市民という支持者がいてこそ、環境人材は環境負荷の小さいビジネスモデ

ル、技術開発、政策立案に取り組むことが可能であり、他方で環境人材によって提供される商品、

サービスやそれを支える政策等があってこそ、環境配慮型市民は環境負荷の少ないライフスタイ

ルを無理なく実践することができる。現時点では、環境配慮型市民も環境人材も、全市民・全職

業人に占める割合は限られたものであるが、2050年の低炭素社会に向けて、この両者の育成の

好循環をさらに促進していくことが不可欠である。 
 

(2) 環境人材の類型 

 

持続可能な社会を実現するた

めには、あらゆる分野において、

環境保全や社会経済の向上の視

点を統合的に実現できるような、

社会的・技術的なイノベーショ

ンの創出・推進を行う環境人材

を輩出していくことが必要不可

欠である。 
環境人材は、その専門性に着

目して、大きく以下の 3 つに分

類することができる。 

○環境・経済・社会を統合する

社会・地域デザイン等の全体戦

略を描き行動・実践していく環

境人材 

○自然保護や公害防止及び環境

管理、環境アセスメント等の技

術者としての環境専門家 

○環境以外の専門を有する各分

野のリーダー（既存の組織にお

いて又は新しい組織を立ち上げ

ビジネス・技術・社会構造等の

グリーン化に取り組む人材） 

 

このような環境人材は、環境

を専門とする行政や企業の特定

の部署だけでなく、例えば、行

政であれば、環境保全を主目的

にする省庁や自治体の部局だけ

でなく、その他の省庁や自治体の部局の行政の目的の追求にあたって環境保全・持続可能性を追

求していくことが求められ、企業の場合（例えば製造業）は、設計、製造、営業等、各部局に環

境人材が配置され、環境配慮が事業活動に統合されていくことが望ましい。 
 

環境人材の範囲

従来型の環境専門家
（自然保護、公害防止技術、環境アセス等）

環境・経済・社会を統合する社会・地域デザイン等
の全体戦略を描き行動・実践していく環境人材

環境以外の専門を有する各分野のリーダー

既存の組織において
ビジネス・技術・社会構
造等のグリーン化に取り

組む人材

新しい組織を立ち上げ
ビジネス・技術・社会構
造等のグリーン化に取り

組む人材

環
境
配
慮
型
市
民

本ビジョン
がターゲット
とする環境

人材

行政 企業等 市民社会

大学

環境
人材

中央行政
自治体

中央行政
自治体

環境
人材

製造業（例）

その他の業種

設計部局
製造部局
営業部局

等
環境
人材

NGO/NPO

学校

市民団体

多様な分野で社会経済のグリーン化に取り組む環境人材

環境関連部局

その他の部局

環境関連部局
その他の部局

環境専門
その他

幼・小・中・高

人材の輩出
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業種（例） 特に重点的な素養（例） 共通の素養

ものづくり

の分野

農業・林業
有機農法等の環境保全型農業の実践と経営・

営業能力

基礎的知識

環境保全に対
する動機づけ

環境価値を経
済・社会活動
に内在化する
意欲・行動力

水産業 環境保全型水産業の実践と経営・営業能力

建設業
長期耐用型環境保全建設を推し進める企画

力・実践力

製造業
モノからサービスへ等新しいビジネスモデルの企

画力・実践力

食品・飲食
持続可能な第一次産業を推進する形での事業

展開の構想力

ひとづくり・

しくみづくり

の分野

教育
将来必要とされる素養を指導できる洞察力・実

践力

観光 新しい観光ビジネスの形態の企画立案能力

行政
持続可能な社会に必要なシステムの構想力・施

策立案能力

金融・保険
環境産業に投融資する事業への洞察力、判断
力、新しい金融・保険商品への企画立案能力

市民社会

NGO等
持続可能な社会づくりに向けた行動の構想力・

行動力、事業活動に結びつける経営力

環境人材に求められる業種ごとの素養
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4 環境人材に求められる 3 大要素 

 
職業等を通じて持続可能な社会づくりのために具体的にプロジェクト等を企画し、実行してい

くために、環境人材は、「持続可能な社会づくりに主体的に取り組む強い意欲」、「専門性」、そし

て「リーダーシップ」を有することが求められる。 
 

• 経済社会活動に環境保全を統合する企画構想力
• 関係者を説得・合意形成し、組織を動かす力
• ビジネス、政策、技術等を環境、経済、社会の観点

から多面的にとらえる俯瞰的な視野

• 環境以外の分野（法律、経営、技術等）の専門性
• 専門性と環境・社会との関係を理解し、環境保全のために専

門性を発揮する力

• 持続可能な社会づくりの複雑さ・多面性を理解しつつ、それに取り組む
強い意欲

環境人材に求められる３大要素

 

 

(1)  持続可能な社会づくりに主体的に取り組む強い意欲 

 

「持続可能な社会づくりに主体的に取り組む強い意欲」とは、経済、社会、そして環境の３つ

の側面から利害関係が複雑に交錯する現実社会における環境問題の解決の複雑さ、多面性を十分

に理解した上で、自らの職業や市民活動等を通じて、主体的に持続可能な社会づくりに取り組む

ためのものである。 
アジアの開発途上国においては言うに及ばず、日本においても、環境の価値は現在の社会経済

システムの中で認められているとは言い難い。企業や地域において、環境人材が環境保全を統合

する新しい仕組みやプロジェクトを提案し、実施する際には、組織内外の反対や無理解があるこ

とが現時点では珍しいことではない。そのような逆風に屈せず粘り強く取り組むために、非常に

強い意欲が求められる。 
 具体的には、以下のような要素に分類できる。 
 

 持続可能性の現状と対策の緊急性についての理解と持続可能な社会の実現への動機付

け・倫理観 

 自らの職業・市民生活を通じて環境保全や持続可能な社会づくりに参加する強い意欲 
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(2) 持続可能な社会づくりに具体的に貢献しうる専門性 

 

次に「持続可能な社会づくりに具体的に貢献しうる専門性」とは、法律、経営、技術等の専門

を持ちつつ、その専門分野と環境・社会との関係を理解し、環境保全のために専門性を発揮しう

る力である。なおここでいう専門性とは、学術的な専門性に限定するものではなく、会計等の実

務的な専門分野をも含むものである。 
環境保全を組織の主目的としない企業や行政、地域社会等においては、それらの組織が求める

専門性を有することは必要最低条件である。たとえば技術系の企業の場合、求められているのは

良い技術者であり、環境に関する知識や技能が求められることはまれである。他方、環境人材の

活躍が特に期待されるのは、これらのこれまでに環境保全の価値が認められていない組織の活動

に環境の視点を統合することである。環境人材がそれらの組織の中で、組織の目的と環境保全と

を統合するようなプロジェクト等を提案、実施していくためには、各人の専門分野が環境保全と

どのように関係するかを理解し、かつ環境保全のためにその専門性を発揮する力が求められる。

具体的には、以下のような素養にまとめられる。 
 

 専門性（環境以外の分野（法律、経営、技術等）を含む） 

 専門性と環境・経済・社会との関係を理解し、環境保全のために専門性を発揮する力 

 将来起こりうる環境変化により、現在のある地域・産業等が受ける可能性のある

影響を推測ないし判断し、それに向けた対応策を立案する能力等 

 相反する環境要件とコスト制約の要件を解決できる課題解決能力や戦略的思考能

力 

 対処が必要なさまざまな環境問題について、リスクの概念等を用いて優先順位な

どを算出・決定できる能力等 

 自らの持つ専門性をベースとして、批判的にものごとをとらえる能力 

 環境倫理を有した上での専門性の発揮 

 

(3) 組織を動かすリーダーシップ 

 

最後に、環境、経済、社会を統合的に向上させるプロジェクトを提案し、関係者を説得して合

意形成を行い、組織を動かしてプロジェクトを実施するリーダーシップが不可欠である。既存の

仕組みを転換させたり、新しいビジネスモデルを提案したりするためには、このようなリーダー

シップが欠かせない。 
(2)で述べたとおり、環境は経済的価値・社会的価値と異なり、その価値を十分に認識されて

おらず、あるいはそれらと相反する（トレードオフの）関係にあると考えられていることが多い。

他方、ビジネス、技術開発、政策立案・実施等のいかなるプロジェクトを行うとしても、個人単

独で実施することは不可能であることから、組織内外の関係者が合意できるような具体的な環境

保全の視点を統合するプロジェクトを構想・企画し、関係者を説得するなど幅広い、協力を得て

実施する必要がある。具体的には、以下のような素養にまとめられる。 
 

 環境保全の視点を統合した経済社会活動を具体的に構想・企画する能力 

 環境、経済、社会の多面的にとらえる俯瞰的な視野・分析能力 

 関係者の意見を聞き、対立する利害を調整する合意形成能力・交渉力・集団内での意
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志決定能力 

 関係者を説得し、組織を動かす力・組織間調整能力（コーディネーション力） 

 障害者・貧困層等、経済社会から排除されがちな人々の意見・立場も考慮し、必要な

意志決定を行っていく力 

 国際的に通用する異文化コミュニケーション能力・言語操作能力 

 

環境人材が持つべき素養を、ものづくりの分野、ひとづくり・しくみづくりの各分野で求めら

れる素養として具体的に整理すると、以下の図となる。 

基礎的な素養 ものづくりの分野 ひとづくり・しくみづくりの分野

合意形成能力

コミュニケーション力

実行力

効率的で環境負荷の少ない
ものづくり、ものからサービ
ス（所有から共有）へとビジ
ネス活動を転換していける
リーダーシップを持った人材

持続可能な行動様式や活動
を促す仕組みやルールづくり
を主導できるリーダーシップを

持った人材

課題発見能力

創造力

企画力

動機

倫理観

意欲

効率的で環境負荷の少ない
ものづくりへ、ものからサー
ビスへとビジネスモデルを転
換していくための技術等の

専門性を持った人材

持続可能な行動様式や活動
を構想し提案できる専門性を

持った人材

持続可能な行動様式や活動
を支持し、協力・参加するこ

とができる人材

効率的で環境負荷の
少ないものづくり、ものから
サービスへとビジネスモデル
への転換を支持し、協力・参
加することができる人材

環境人材が持つべき素養の例示

マネジメント力

リーダーシップを備えた人材

環境に関する専門性を備えた人材

強い意欲を備えた人材

 
 

また、市民社会、行政、企業の各セクターに求められる環境人材像と素養という視点からは、

以下のように整理できよう。 

 

環
境
の
価
値
を
経
済
・社
会
活
動
に
内
在
化
で
き
る
人
材

環境発信・草の根
活動を行う人材

環境配慮型の市民社会構築に向けて
社会的企業家として環境の価値を実
現するため公益的な活動を経済的に自
立した事業として推進していける人材

市民社会

社会変革と求められる環境人材・素養

分野別政策の中
で環境配慮を行え
る人材

環境配慮型製品・
サービス開発・販
売を行う人材

関係省庁にまたがる分野横断型または
統合的な政策立案・実施を行う経営・
推進能力のある人材

ビジネス活動そのものを環境保全に積
極的に資する活動携帯に発展させる、
または持続可能な経済システムに変革
していく人材

行政・政府

企業

現在 今後  
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5 アジアの途上国で求められる環境人材 

 
4では、日本を含むアジア全体で長期的に求められる環境人材像を論じたが、ここでは日本以

外のアジアにおいて経済的な発展段階別に求められる人材像を詳細に見ていきたい。 
 

 (1) 経済的な発展段階別にアジアで求められる環境人材 

 

アジアの途上国で環境問題の改善が進まない理由は、貧困、都市化、工業生産と消費の伸び、

ガバナンスの欠如などの問題の解決にあたる環境人材が決定的に不足していることである。その

ため、アジアで顕在化している環境問題の解決に寄与することができる環境人材の育成が急務の

課題である。つまり、問題の根源を改善するために、アジアの途上国特有の課題にアプローチし、

行動することができる人材の育成と活用が求められる。 
アジアの途上国に共通して求められる人材には、まず、環境についての倫理観を持った上で、

短期的ニーズと長期的ニーズを俯瞰的に評価・判断し、意思決定できる能力や、環境に係る知識・

情報・技術などを各国内で普及していける指導者、教育者としての能力が求められる。 
その一方で、アジアの国々の経済的な発展段階、地域ごとの状況に応じて、必要な環境人材は

異なってくるため、以下に、経済的な発展段階に応じて求められる環境人材像について示す。 
 

（経済的な発展段階の高いアジアの国・地域で求められる環境人材） 
経済的な発展段階の高いアジアの途上国では、環境保全の内在化を意識した経済システムを構

築することができる人材が必要となる。特にこれらの国では環境規制などは導入されつつあるも

のの、その執行が十分に図られていないという問題が見られる。そのため、規制等への政府の政

策を遵守できるインセンティブを導入し、効果的な経済活動を展開できる能力を持った人材が求

められる。また、環境分析や環境管理といった経済活動の環境配慮を徹底させるために必要な技

術者の数が不足していることから、これらの分野の専門家が必要となる。 
またこれらの国の社会においては、何が最大の問題であるかを見抜く人材や、企業や政府の方

針や行動などをチェックし、環境保全・持続可能性の観点から望ましい行動を促す実行力を持っ

た人材が必要となる。 
 

（経済的な発展段階の低いアジアの国・地域で求められる環境人材） 
経済的な発展段階の低いアジアの途上国では、持続可能な社会を実現するために、何よりもま

ず貧困等の環境問題の原因を解決し、開発と環境の統合に取り組む人材が不可欠となってくる。

すなわち、貧困の解決と環境問題の解決を統合的に実現するために必要な解決策を立案し、かつ

立案した解決策の実行を促進することができる適切なインセンティブを付与し、それらを効果的

かつ効率的に実施することができる人材が不可欠となる。特に中央政府や地方政府の行政官に、

こうした人材が必要となる。さらに環境計測を正確に実施できるような技術的な能力を持った人

材を育成するとともに、それらの人材が有する能力や技術を他者に指導・移転できるような教育

者的な人材の育成も必要となる。 
 また、開発を進めるにあたって、先進国と同じ道をたどるのではなく、先進国等で導入されて

いる環境効率性の高い技術やシステムを導入することにより、深刻な公害を経験せずに持続可能

な社会に移行させる取り組みを進める人材も求められる。 
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(2) 短期・長期別にアジアで求められる環境人材 

 

持続可能な社会を構築するために、アジアで緊急・短期的に必要となる人材の活躍の場として

は、行政や政府、企業、市民社会や消費者などの分野が想定される。また、アジアの環境改善を

長期的に展望した場合、行政や政府、企業、市民社会や消費者など、分野別に求められる人材が

異なってくる。そこでアジアの途上国で求められる環境人材の素養を、現在の深刻な環境問題に

対処するために、緊急・短期的に必要な人材と、長期的に必要となる人材、すなわち今後継続し

て必要になってくる人材とに分けて整理すると、以下のとおりとなる。 
 

長期的・短期的にアジアで求められる環境人材

●途上国の環境保全の歴史と経済発展の歴史や文化、社会制度に関する理解や環境法制度についての知識に基
づき、途上国の社会構造の実態を分析できる能力

●途上国の特殊性や状況に基づく効果的な環境対策やさまざまなインセンティブのしくみを企画・構築できる能力

●先進国等が経験してきたが途上国ではまだ顕在化・重大化していない環境問題についての予防的な措置を検討し
導入できる政策立案力・企画力

●先進国等が経験した環境保全への配慮が不十分な形での経済発展を回避しながら、経済発展と環境保全との統
合を図る方策を検討し、実践する能力

行政

政府
長
期
的
に
必
要
と
な
る
人
材

●短期的ニーズと長期的ニーズを俯瞰的に評価・判断し、意思決定できる能力

●環境に係る知識・情報・技術などを各国内で普及していける指導者、教育者としての能力

●環境についての倫理観
共通

●持続可能なアジアの実現に必要な知恵や技術を発掘し継承していける能力

●さまざまな解決しなければならない問題の優先度を統合的な観点から判断できる能力

●環境負荷の低減に配慮したシステムや商品・サービス等を選択できる判断力

市民
社会

●中央政府や自治体による環境規制なとの施策を遵守する倫理観や実行力

●生産や製造等のプロセスをグリーン化していける技術力・開発力

●発展段階に応じて環境負荷を低減する新しいシステムや商品・サービス等を導入する実行力
企業

●国の実情に即した技術で、環境計測などで活用していけ
る技術を確実に習得・維持していける能力

●環境影響の大きさや緊急性から優先項目を適格に見極
める判断力と、行動に移す実行力

●貧困等社会経済面を充足しながら環境保全について取り
組むことのできる能力

●環境規制などの施策を遵守する倫理観や実行力

●現在すでに顕在化している環境問題の状況や影響
について分析・モニタリングを実施できる技術

●環境負荷を低減できるグリーンな技術開発を行える
能力

段階別

短
期
的
に
必
要
と
な
る
人
材

発展段階の低いアジアの国で

求められる環境人材

発展段階の高いアジアの国で

求められる環境人材

 

 

(3) 他地域で求められる環境人材 

 
経済発展が進みつつあるアジアのほか、アフリカ、ラテンアメリカ、島嶼地域等の他地域にお

いても、気候変動の緩和や適応等をはじめ、持続可能な社会を実現するために、経済的な発展段

階に応じた環境人材が求められている。本節で論じた、アジアにおける持続可能な社会の構築の

ために必要な環境人材の資質や能力は、アフリカ、ラテンアメリカ、島嶼地域等の他地域におい

て持続可能な社会の構築に取り組む人材にも求められるものであり、そうした人材の育成という

共通の課題があると考えられる。 
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第2章 アジアの環境人材育成・活用の望ましい方向性 

 

1 日本の大学における環境人材育成の現状 

 (1) 大学における環境教育・持続可能な開発のための教育（ESD）の取り組みの経緯 

 

（特定の学部・学科における取り組み） 
1970 年代半ば頃までは、工学部の衛生工学の分野における、水・大気環境保全、廃棄物対策

等、環境の分析・管理に係る技術の習得、農学部における景観・緑地管理等、理工系における特

定の分野における専門に分化した公害・自然環境保全に係る教育が中心であった。 
公害対策への学術的な対応がこれらの専門分野を中心に求められたことが、この時点での特徴

である。例えば文部省(当時)は、1977年に科学研究費補助金の枠内で「環境科学特別研究」を開

始し、1986年まで継続して大学での環境研究を支援していった。 
 

（各学部・学科における環境教育の強化） 
1970 年代半ば以降、理工系学部、特に工学部や農学部などにおいて、これまでの専門分野に

おける環境の視点を強化し、「環境」の名称を付した学部や学科等が増加している。 
また、1990 年頃から社会科学関係の学部にも環境関係の学科を新設する大学や、環境関係の

科目を導入する大学も増大して

いる。 
学部・学科・研究科において環

境教育が強化されるようになっ

た背景には、1992 年の地球サミ

ットの前後に環境についての学

習ニーズが高まり、大学が積極的

に環境の要素を取り入れる対応

をしたこと、また 1991 年に大学

設置基準の大綱化が行われ、教養

学部の解体等に伴う学部や学科

等の改組が進んだことが挙げら

れる。 
 経済学部や経営学部等の伝統

的な学部では、環境関連課題はゼミでまず任意に導入され、その後正式の単位取得授業科目とし

て導入されていった。一般科目で横断的な授業が導入されたほか、専門科目においても、環境経

済学等、伝統的な学問領域を環境問題に適用した科目の導入が行われた。 
 

（横断的な環境関係学部・学科の設置） 
環境問題の解決には分野横断的な対応が必要不可欠であるが、既存の大学教育が特定の専門領

域に特化していて、知識の深化や精緻化を図ることが中心となっていたため、その対応は十分で

はなかった。そこで 1990 年頃から、統合的視点に基づいた環境・持続可能性についての知識等

の習得を目指し、文理融合型の横断的な科目を設置した学部・学科・研究科の創設が進められる

ようになった。 

環境系の専攻・学科

一般の大学
全756大学

（Ｈ19）

環境系大学院
139研究科

（Ｈ19）

環境系大学
195大学
（Ｈ19）

一般の大学院
全598研究科

（Ｈ19）

非環境系の専攻・学科

日本の高等教育機関

日本の環境系の大学・大学院の実数

「環境」の語を含む学部・
学科・研究科・コースを持

つ大学・大学院

「環境」の語を含まない
すべての大学・大学院
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文部科学省による現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム（現代GP）の開始（2004年）や、

科学技術振興調整費によるサステイナビリティ学連携研究機構の設置（2005 年）などにより、

環境人材の育成につながる大学での横断的なカリキュラム開発が進み、また持続可能性を高度な

教育・研究の場面で扱う大学間連携の組織化がすすんできている。現在、学部・学科の名称に「環

境」を含む大学は、「平成19年度全国大学一覧」によると、195大学（全体の26.1%）、研究科、

専攻でその名称に「環境」を含んでいる大学は139大学となっている。 
 

コラム：サステイナビリティ学連携研究機構 
Integrated Research System for Sustainability Science（IR3S） 

2005年度科学技術振興調整費採択プロジェクトで、東京大学・京都大学・大阪大学・北海道大学・

茨城大学の5大学と東洋大学、国立環境研究所、東北大学、千葉大学、早稲田大学、立命館大学の

6 大学・研究機関が協力機関として加わっている。地球の温暖化、異常気象の頻発、オゾンホール

の拡大、生態系の攪乱、絶滅種の増大、土壌・河川・海等の汚染、食糧の安全性の問題、エネルギ

ー資源の枯渇、人口の増加と食糧供給の不足等々といった危機に対して、幅広い学際的な領域から

総合的に取り組み、地球持続戦略研究に関する世界最高水準のネットワーク型研究拠点の形成を目

指し、持続可能性という観点から分野横断型の研究と教育を志向している。 

 

大学における環境教育・ＥＳＤの取組の経緯

1977

1984

1988

1991

1999

2003
2004

2005

1960年代中盤～70年代中盤

環境系学部の設置が工学部、農学部
等で始まる

◆1968年 大阪大学工学部に

環境工学科新設

◆1973年 東京農工大学農学部に

環境保護学科新設

• 公害対策への学術的な対応が求めら
れたことから

1980年代後半以降

環境・国際・情報といった学部の設置
が急増

従来の理系だけでなく、文系としての
設置がすすむ
◆1990年 慶応大学環境情報学部新設

• 教養部の改組、人文・社会系の学部・
学科の改組・改変がすすんだ

• 新設されたものも多くみられる

1997～2007年までの10年間

年平均で3.1の環境関連学部・学科が
設置されている

◆2001年 鳥取環境大学 新設

• 環境系学部・学科を設置する意欲が
継続している

大学に対する政策・支援 環境の重要事項

■文部省「環境科学」特別研究
開始（科研費の枠内で～1986年
まで）

■臨時教育審議会（～1987年）
「教育の自由化」の提案
（第一部会）

■「環境教育懇談会」報告
（環境庁）公表

■中央環境審議会「これからの
環境教育・環境学習」答申

●国連持続可能な開発のための
教育(ESD)の10年開始
(～2014年まで)

■現代GP（現代的教育ニーズ
取組支援プログラム）開始

■大学設置基準の大網化

→以降大学の「自由化」が拡大

1967

1971
1972

1987

1992

2002

2005

大学の動向

■環境教育推進法制定

■サステイナビリティ学連携研究
機構(IR3S)発足

●公害対策基本法制定

●環境庁発足
●国連人間環境会議開催

●「我ら共有の未来」の理念を
報告(ﾌﾞﾙﾝﾄﾗﾝﾄ報告)

●地球サミット開催

●ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞサミット開催
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(2) 現在の環境教育・ESD の取り組み状況 

 

アンケート調査（2007年 IGES実施）の結果によれば、60％程度の大学の教養教育（共通教育）

において、環境に関する講義が設置されるようになっている。教養段階の教育で環境を取り扱っ

ている大学は多いが、講義科目や演習科目の提供がほとんどであり、またそれらを必修科目とし

ているものは極めて少なく、多くが選択科目となっている。聞き取り調査では、教養段階におい

ては、対象学生の多さなどから、大規模教室での授業により知識の提供を行うような講義を中心

に展開されている場合が多く、そのためたとえ環境や持続可能性を多くの大学が教育で取り扱っ

ているとしても、環境人材に求められる強い意欲やリーダーシップの育成まで発展・統合されて

はいないことが指摘されている。 
 

必修
8%

選択
41%講義に

よって
7%

無回答
44%

19%

23% 58%

取り組んでいる
今後取組を検討

したい

取組を検討
しない

教養教育(共通教育)での環境の取り扱いについて

0 20 40 60

その他

寄附講座による環境特別講義

海外提携大学への留学支援

環境系資格取得のための講座

図書館・情報センター等の
情報集積充実

企業等へのインターンシップ派遣

環境に関する単発系の
セミナー・ワークショップ

環境系サークル活動の奨励

ディスカッション・ディベート等

環境ボランティアの奨励

グループワーク

実習・フィールドワーク等

講義・演習

%

出所：IGESによる大学アンケート調査（2007）より

 

一方の専門教育に関しては、半数以上の大学が、専門教育の中でも環境系の科目を設置するよ

うになっている。現場実習や現場研修などのフィールドワークの中での環境の取扱いが多くなっ

ており、さらに講義や演習、グループワークやディスカッション・ディベートなどでも扱われて

いる。専門性の習得には実体験や現場体験が効果的であるため、これらの履修を通じて、各分野

と環境や持続可能性に関する専門性の獲得が期待される。 
 
これら以外にも、副専攻制度などを設けて専門性を補完したりすることで、環境系以外の学

部・専攻でも環境について学べるよう充実を図っている大学が見られる。また、通年もしくは半

期の科目としてではなく、講演会やセミナーなどによって自主的・主体的に環境についての学び

を深める機会も、いくつかの大学で提供されるようになっている。 
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取り組んでいる

54%

取り組みを
検討したい

15%

取り組みを
検討しない

25%

無回答
6%

専門教育での環境の取り扱いについて

0 20 40 60 80 100

その他

寄附講座による環境特別講義

海外提携大学への留学支援

図書館・情報センター等の
情報集積充実

環境系資格取得のための講座

環境系サークル活動の奨励

企業等へのインターンシップ派遣

環境に関する単発系の
セミナー・ワークショップ

環境ボランティアの奨励

ディスカッション・ディベート等

グループワーク

講義・演習

実習・フィールドワーク等

%

出所：IGESによる大学アンケート調査（2007）より

 

(3) 環境教育・ESDの手法の現状 

 

環境教育・ESD の手法として、教養教育では、知識習得を目的とした教育手法が主として採

用されている。他方、一部の大学では、環境保全や持続可能性に向けた動機付けや訓練として、

体験を重視したプログラムの導入も試みられている。 
それらの体験的なプログラムには、講義や演習の中で、知識伝達型の講義による授業のほか、

グループでの事例研究（ケーススタディ）、仮説的な事例に基づいた討論（ディベート）、仮想演

習（ロールプレイ）など主体的に参加する工夫を取り入れているもののほか、現場を訪問して事

物や現象を直接観察したり体験したりできる機会を提供する現場実習や現場研修などのフィー

ルドワーク、職場での就業体験を積むインターンシップなどの実施が挙げられる。また、全学を

挙げて環境の取り組みを行っている大学も複数見られ、それらの大学での先駆的な事例は、環境

人材の育成に他の大学が取り組む際のモデルとなりうるものといえる。 
ただし、大学への聞き取り調査からは、フィールドスタディ等は必須ではなく、教官の自主性

に任されていることが多く、また大学・学部等が組織的に体制を整備して大学外での参加型学習

を支援しているところは多くはないという結果が得られた。また、企業へのヒアリング調査から

は、企業等もインターンに関する学生の受け入れ経験に乏しく、かつ組織的な対応がとられてい

ないという指摘があった。 
 
コラム：大学におけるESDの取り組み：岩手大学「学びの銀河」プロジェクトの事例 
岩手大学では「学びの銀河」というコンセプトを基に、宮澤賢治の思想の展開、地域との相互

交流、教養と専門の調和、21 世紀型市民育成を目指すプログラムの総合性、実践性の可視化など

の独自の取り組みを、現代 GP のスキームを活用して実施している。特に、「地域防災」、「環境再

生」、「流域連携」などをテーマに、現実の社会との関係性を視座に据えた総合的・横断的な知識、

能力を持った学生を社会に輩出する教育モデルとなることを期待し、また教養教育と専門教育を

横断して持続可能な社会づくりに主体的に参画する人材を養成する ESD 副専攻を立ち上げるな

ど、全学挙げての教育改革の取り組みを推進している。 
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2 アジアの大学における環境人材育成の現状 

 (1) 大学における環境教育・ESD の取り組みの経緯 

 

（高等教育全般） 
アジア諸国における高等教育就学率は、世界銀行（2007）によると 2004 年段階で、高い順に

韓国 89％、日本 54％、シンガポール 39％、タイ 35％、フィリピン 31％、マレーシア 28％、ブ

ルネイ15％、インドネシア15％、ミャンマー12％、ベトナム10％、カンボジア3％、ラオス3％
となっている。また、太平洋地域の先進国であるオーストラリアは 72％、ニュージーランドは

86％となっている。 
 
（特定の学部・学科における取り組み） 
北東・東南アジアの大学においては、1970 年代に自然科学分野に専門教育として環境の要素

が導入されるようになり、その後1980年代を通じて環境関連の科目や学科数が増加していった。

ただし南アジアでは、1990 年代になってようやく自然科学分野の専門教育に環境の要素が取り

入れられるようになってきている。 
 

（各学部・学科における環境教育の強化） 
1990 年代には、人文・社会科学分野のプログラムにも環境の要素が取り入れられるようにな

り、1990 年代後半以降は、大学院レベルでの教員養成のプログラムにも環境が位置づけられる

ようになった。 
近年になって、各国の主たる総合大学に、環境についての学問を追及した学部やコースなどが

設置されるようになった。特に教員養成系での環境や持続可能性の取り扱いが積極的である。ま

た、環境の要素を取り入れた文理融合型の大学院教育は、1990年代後半以降ようやく設置され、

開始されるようになった。 
 

(2) 現在の環境教育・ESD の取り組み状況 

 

発展段階の高いアジアの国・地域の大学における環境教育や ESD は、環境系の教育科目を主

として専門教育の中で取り上げている。特に環境系の専門教育の中では、人文科学・自然科学の

両方で、環境やESDについての科目が設置されている。 
地域により、重視される科目は様々で、北東アジアでは公害防止などの問題が天然資源管理よ

りも重視される傾向があるのに対し、南太平洋地域では、公害問題よりも天然資源の保全に力が

注がれている。南・東南アジア地域では、公害防止・天然資源管理ともに焦点があてられている。

また、北東アジアでは、主に高等教育機関や政府機関が国際的な研修プログラムを提供している

のに対し、南・東南アジア並びに南太平洋地域では、海外援助機関や国際NGOもそういった機

会提供の一端を担っている。 
発展段階にかかわらず、アジアに共通していることは、教養教育（共通教育）での持続可能性

の導入の試みが開始されているが、その事例は極めて少ないこと、その一方で、大学院の修士・

博士課程、特に持続可能性を取り扱う専門コースを持った大学において、環境教育や ESD への

取り組みが多く見られるようになっていることである。 
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(3) 環境教育・ESDの手法の現状 

 

アジアの大学では、特に知識の獲得に重点が置かれているため、講義・演習による知識伝達型

の教育手法が一般的に採用されている。その反面、体験的なプログラムやインターンシップが提

供されているのはごく少数の大学となっている。 
地域開発における課題解決との関連で、地域社会密着型・社会貢献型の教授法や学習法がアジ

アの大学教育に取り入れられるようになってきている。 
また、高等教育の発展レベルと環境教育の手法や重点分野との間に関連性が見られる。フィジ

ー、パプアニューギニア、インドや中国などの高等教育就学率の比較的低い（15％以下）国にお

いては、環境教育が自然科学分野を中心としたカリキュラムに専門教育として組まれる傾向があ

る。さらに高等教育機関以外での国際NPO や援助機関等との連携による環境教育が発展し、先

進国における海外研修プログラムなども導入されている。 
それに対し、高等教育就学率が 15％以上の国々では自然・人文社会両分野において環境教育

が専門教育と一般教育のカリキュラムに組み込まれている。いずれも学際的・分野横断的なプロ

グラムが導入され、公開大学・遠隔教育といった場面において通信・PC 等の利用も盛んに行わ

れている。学内に環境センター（環境教育センター・環境情報センター等）が設置されるケース

も多く、学生に向けての情報提供の場として機能している。さらに、就学率の高い（50％以上）

地域では、産学協同教育や経験学習にも重点が置かれていることが特徴的である。 
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3 欧米の大学における環境人材育成の現状 

(1) 大学における環境・ESD教育の取り組みの経緯 

 

（高等教育全般） 
欧米諸国の大学における環境教育・ESD の取り組みは、1970 年代から開始され、その当初か

ら各国とも積極的な取り組みを行っている。例えば、イギリスでは、1970 年代から、環境研究

所などが拠点となり、環境に関する修士課程が設置されている。欧米の大学では、環境の学習内

容や教育手法は大学や学部ごとに多様なものが提供されていることが特徴的である。また、大学

間での連携が進んでいるため、他大学で開講されている科目の履修が容易となっている。 

 

（各学部・学科における環境教育の強化） 
 欧米では、比較的早い段階から、経済学、政治学、法律学などの社会・人文科学分野で、環境・

持続可能性関連の科目が導入されている。例えば、スウェーデンでは、1972 年の国連環境人間

会議以降、環境を国策の中核と位置づけ、全ての大学教育において環境問題を取り扱うことを義

務づける立法措置を2006年に導入し、環境・持続可能性教育の強化に取り組んでいる。 
 
（横断的な環境・ESD関係学部・学科の設置） 

1990 年代以降、環境の要素を取り入れた学際的な修士課程の設置が進んでいる。例えば、環

境科学・政策・管理修士プログラム（Masters of Environmental Science, Policy and Management: 
MESPOM）は、先端的な高等教育の実施を支援する「エラスムス・ムンドゥス（Erasmus Mundus）」
という欧州委員会からの助成を受けて設置された、欧州4大学（Central European University、Lund 
University、The University of Manchester、University of the Aegean）による修士プログラムである。

プログラムの特徴として、参加学生は3つ以上の大学で講座を受講することが義務づけられてお

り、この修士プログラムを助成するエラスムス・ムンドゥスの下では、各大学では課題特化型の

分野横断的な環境・持続可能性関連の講座が提供されている。そのほか、各大学内に環境研究所

やセンターが設置され、大学院レベルのプログラムの実施や分野横断的な科目の提供が行われて

いる。 
 

(2) 現在の環境教育・ESD の取り組み状況 

 

 ビジョン検討の過程で調査を行った欧米の大学では、環境や持続可能性を冠する課程・科目が

数多く設置されており、その内容は、環境や持続可能性の要素を取り入れた学際的なものが多い。

また、既存科目の中に環境や持続可能性の視点を取り入れることを強化しており、その取り組み

は多くの大学で成功している。たとえば、スウェーデンのヨーテボリ大学では、学部の全ての科

目について、持続可能性の取り扱いを①実質的、②部分的、③特になし、の3つに類型し、履修

案内に標記している。近年では、ビジネススクールにおいても、環境や持続可能性を前面に出す

コースや科目を設けているところがある。 
米国では、カリフォルニア州サンフランシスコ湾地域において、環境インターンシップが、1970

年代の後半から増えてきている。また、1990 年全米環境教育法には「環境教育インターンシッ

プ及びフェローシップ」という条項が組み込まれている。それは、大学生及び現職教員に対し、

環境教育に関わる連邦機関の専門職員とともに研究する機会を提供し、環境教育の問題に関する
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理解と認識、さらにはこうした職業にふさわしい技能と能力を身につけさせることを目的として

いる。またインターン及びフェローは連邦政府諸機関で働くものとし、それには環境保護庁、魚

類野生生物局、海洋大気庁、環境諮問委員会、連邦天然資源管理機関、農務省、全米科学財団が

含まれるが、それに限るものではないとされている。このように米国では、国家的に環境人材を

育成する土台が整ってきており、学内での教育だけに留まらず、学生が学外で経験的に ESD を

学ぶ環境が広まっている。 
インターンシップの業務内容においては、管理や運営に関わる業務・資源管理・教育・技術支

援など様々で、参加学生の専門領域も社会学・生物学・経営学・工学・法学・自然資源学・自然

科学・建築学など分野横断的な人材が確保されている。業務と学生の専攻の組み合わせ傾向とし

ては、生物学と教育、法学と管理・制御、天然資源と資源管理、経済学と公共政策、建築学と保

全などが多く見られる。 
 

(3) 環境教育・ESD手法の現状 

 

 ビジョン検討の過程で調査を行った欧米の大学では、知識伝達型の講義による授業のほか、ケ

ーススタディ、ディベート、ロールプレイなどの参加型の教育手法が取り入れられている。フィ

ールドスタディ等の体験的なプログラムが必須化されている場合もあり、講義で学んだ知識を実

際に応用する学習や問題解決型学習が重視されている。そのほか、特に大学院においては、国内

外の企業等でインターンの実施、多くの政府関係者や企業環境担当者、NGO・国連機関スタッ

フ等の外部専門家のプログラムへの協力が進められている。 
 以上に述べたような大学の学外との連携は、組織的な体制が用意されていることにより可能と

なることに着目すべきである。たとえば、インターンを大学院の正規課程に組み込む場合には、

大学とインターン先（企業等）が契約を結び、大学院全体での組織的な実施体制（資金的、人的、

制度的）が整備されている。 
また、インターンへの取り組みという面において、米国では環境インターンシップの橋渡し役

となるコーディネート機関が大きな役割を果たしている。コーディネート機関は、受入機関の紹

介に加えて、大学でのセミナー開催、事前トレーニング、プログラムの実施、事後評価などを請

け負っている。受入機関はコーディネート機関を通ずることにより、幅広いインターンの募集を

行い、適材適所の人材配置が可能となっている。 
 

コラム：スウェーデンのヨーテボリ大学・チャルマーズ工科大学の事例 
スウェーデンは 2006 年に大学法を改正し、持続可能な開発の推進、国際協力と国際理解、男女

平等の推進を義務付けた。各大学は法改正に伴いESDの推進に力を入れている。ヨーテボリ大学(総
合大学)は、全教育プログラム及びコースへの持続可能な開発の視点の導入を目指し、導入に応じ

た評価を行っている。2007年からは、各コースの履修案内にこの評価に基づくラベル表示を始めた。

この取り組みにより、自然科学や社会科学だけでなく、医学部、教育学部の学生に対しても持続可

能な開発について学ぶ機会を増やしている。またチャルマーズ工科大学では、2006年から2009 年

の3年間、9つの具体的方針に沿った学内ESD推進プロジェクトを実施している。教育事業として、

①全ての学部プログラムに「持続可能な開発に関する基礎コース」を義務付ける、②持続可能な開

発の視点を取り入れた修士プログラムを増設する、③その他コースに持続可能な開発の視点を導入

する、などの取り組みが進められている。 
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4 効果的な大学での環境人材育成に向けて 

 
第1章4で述べたような環境人材に求められる要素を身につけるためには、生涯にわたる取り

組みが必要である。まず、幼児段階から自然体験活動などにより生命を尊び、自然を大切にし、

環境の保全に寄与する態度を養うことがすべての基盤である。また専門性やリーダーシップの能

力は、職業生活や市民活動等を通じて高めていくことが求められる。 
大学は、幅広い教養及び専門性を習得する場であり、各人の卒業後の職業や生活の方向付けを

行い、経済社会で活躍する人材を輩出している。そうした学習過程を通じて、強い意欲、専門性、

リーダーシップの環境人材の3要素を統合的に学ぶことが可能な期間であることから、環境人材

育成において、極めて重要な役割を果たしうる。 
各大学においては、それぞれの人材育成上の目的を踏まえた上で、大学において経済社会のグ

リーン化に挑む環境人材を育成するという観点からは、以下のような視点を参考にしつつ、主体

的な取り組みを進めることが期待される。なお、環境人材育成のためには、大学入学以前の過程

から、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うことがその前提といえる。 
 

(1) Ｔ字型・π字型の能力を有する人材の育成の必要性 

 
環境人材が備えるべき素養を育むためには、各人が、縦軸

に法学や工学等の特定の専門性を高めると同時に、横軸とし

て環境保全に係る分野横断的な知見を獲得し、鳥瞰的な視点

あるいは俯瞰力を持って、自らの専門分野に環境の視点を内

在・統合させていくことができるような、いわばＴ字型の人

材育成が効果的であると考えられる。同様の考え方として、

二つの専門領域（理系と文系など）の双方を備えつつ横断的

な知見を備えた、いわゆるπ字型の能力開発がある。 
このような環境人材の育成のためには、環境保全に係る横

断的な知見を学ぶことができる教育及びそれを各自の専門

性に統合させていく教育が有効である。教養教育や副専攻な

どは、横断型の学問としての環境教育の実施及び専門分野に

おける環境の視点の統合化のための教育に資するものとし

て、それらの活用が大いに期待される。 
 

(2) 環境問題解決への強い意欲とリーダーシップ能力の育成 

 
環境人材には、環境問題解決に向けた強い意欲や環境問題解決に向けた企画力・構想力や交渉

力、合意形成能力といったリーダーシップ能力が必要不可欠である。また、持続可能な社会づく

りにつながる事業や活動を自ら企画・実行していけるようなリーダーシップを持った、社会起業

家的な人材を育成することが望まれる。 

内容： T字型の知識体系

法、経営、技
術等の専門性
の深さ、専門
分野での強さ

一定程度の
持続可能性に
関する視点か
らの俯瞰力

自らの専門性と環境の
関係と、活用方法の理解

•アジアの企業、開発の現場で真に必要
とされる内容の明確化

•副専攻等の活用
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一部の大学では環境問題解決に向けた事例を素材とする思

考力の養成やリーダーシップ能力の体得といった素養育成を

主眼とする教授法の導入が行われている。大学によっては現場

実習やインターンシップを取り入れているところもすでにあ

るが、それらの手法を多くの大学に普及し、より効果的、効率

的に実施していくためには、単位が取得できる正規の教育課程

として採用することや、大学・学部としての組織的な支援体制

の構築が効果的である。 
今日、多くの人々は環境を保全することに賛意を示す一方、

現実の社会生活における利害関係のもとでは、環境保全の価値

が優先されているとは言い難い。この課題を克服するためには、

環境、経済、社会の統合的向上を実現する事業等を企画構想し、

反対意見を受けつつも利害関係者を説得して合意形成をでき

る環境問題解決への強い意欲とリーダーシップ能力の強化が

必要である。これらの能力の強化を図るために、ディベートやロールプレイ、プレゼンテーショ

ンなど、学生同士での協同作業を通じた能動的な学びの場、現実の環境問題を素材にした現場実

習や現場研修などフィールドワークや、インターンシップ等の実践的な学びの場を提供すること

が非常に効果的である。日本を含むアジアの環境問題を解決していく環境人材育成の観点からは、

アジア等の大学や地域における実習等、異文化との交流を通じて、グローバルな視点や価値観を

拡大させるような学びも重要である。さらに、学生団体等への参加を通じて、現実の社会を具体

的に環境保全型にしていくための行動を行うなど、学んだことを実践・反復するための活動への

参加も重要である。 
 

(3) 環境人材の素養育成のための教育・学びの手法の開発 

 

ESD の分野における講義方式以外の能動的・主体的な学び、または社会の現場での問題解決

への参加を通じた学びといった実践的な教育・学びの手法は、なお開発途上であり、新しい教育

手法についての教員の研修、教員へのインセンティブの付与、学内外連携・経験共有のためのイ

ンフラの整備などをもってその開発・普及を促進していくことが重要である。 
アジアで活躍する環境人材の育成にあたっては、アジア諸国の現場の実態、取り組み状況につ

いて、タイムリーに体験的な形で学んでいくことが重要である。そのため、アジアの大学間での

教員や学生の交流を進めることにより、アジアの知見の共有を図るとともに、学生に国際的経験

を与えていくことが有効である。ただし、このような形の学びには予算上の限界があるため、情

報通信技術を活用してアジアの大学間の授業の内容を共有化するなどの方策が模索されても良

いであろう。そうした情報通信基盤を利用した取り組みは、学生が一つの大学に所属していても、

日本やその他のアジアの大学などが有する知見を手軽に学ぶことを可能にすることから、普及を

目指していくことが重要である。 
 

(4) 実践的環境教育・ESD の教材・指導者の確保 

 
現時点では、環境保全に係る理念的・概念的な知見についての教育は進んでいるが、過去の公

害経験を将来の教訓とした多様な角度からの分析を通じた学習、環境問題解決の現場で求められ

時期：大学・大学院は３大要素を

統合して学ぶことが可能

小
中
学
校
・

高
校

大
学
・

大
学
院

社
会
人

強
い
意
欲

専
門
性

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
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る実践的な知見や技術の習得、また理念・概念の現実社会での適用やそれを踏まえて再構築され

た理論にまで踏み込んで教育されている事例は少ない。 
大学は、将来の産業構造、技術・組織の変化を予知して、その変化に対応した人材を育成し、

社会変革を引き起こす拠点となる大きな潜在能力を有する。また、環境人材の育成に当たっては、

最先端の科学に基づく環境課題の解釈と、社会経済の構造及び個々の人間の心が抱える矛盾など

赤裸々な現実、この両方を冷徹に描き出しながら、過去の失敗、解決を難しくしてきた理由や、

科学の不完全性や技術の役割などを伝えることのできる教材と指導者が必要である。そのために

は、環境問題に取り組む現場である企業、行政、NGO/NPO等と連携しながら環境人材育成のた

めに必要な教材を開発し、指導者を確保または養成していくことが必要である。 
具体的には、企業 5、行政、NPO等社会の現場で環境問題解決にあたっている人材を講師とし

て招いたり、e-ラーニングによるオンライン学習の整備やインターネットを活用して大学間での

授業を共有したりするなど、大学及び外部機関が持つ既存の人的・物的リソースの相互利用や機

会の共有を進めていくことが効果的である。また、過去の公害等の環境問題解決の歴史を客観的

に分析し、その経験を踏まえた今後の教訓を学ぶことのできる教材を、行政、企業、NGO/NPO
等関係者の参加を得て開発することも有効である。さらに、大学は、環境の教育及び研究に関す

る幅広い人材を備えていることから、どの教員がどのような教育や研究を行っているかを整理・

公表することが、指導者を効果的・効率的に選択する上で重要となる。 
またアジアで活躍する環境人材の育成という観点からは、アジアの大学間のネットワークの形

成やインターネット等の情報通信技術の活用等を通じ、アジア地域が歴史的・文化的に有するア

ジア的価値（自然との共生、多様性の受容、調和の心、社会全体への奉仕、倫理・感性の重要性、

物質文明に対する精神文明の優越性等）を活かしつつ、アジア諸国が有する環境保全に係る知見、

経験の共有化を図ること等により、効果的・効率的なプログラムを構築していくことが期待される。 
 

(5) アジアで活躍するアジアの途上国の人材の育成 

 

 持続可能なアジアを実現する人材の数を増やしその能力を強化するには、アジアで活躍する日

本人だけでなく、アジアで活躍するアジアの人材を環境人材として大学で育成することが重要で

ある。 
アジアの開発の現場で必要とされる人材を育成するためには、アジアの生活・開発の現場に近

い場所で人材育成を図ることが望ましい。また、モニタリング等の技術関連の人材育成に当たっ

ても、自前で技術開発、メンテナンスを行うことができるよう、大学の研究者の能力を高めてい

くことが重要である。そのため、アジアの各国に所在する大学を環境人材育成の拠点とし、アジ

アの大学において環境人材の育成と輩出を図れるような仕組みを構築することが望まれる。 
一方、アジアの途上国で活躍する環境人材の育成を日本で行う場合、特に注意すべきなのは、

アジアの開発の現場で必要とされる技術や能力は、先進国のそれとは大きく異なるということで

ある。そのため、アジアからの留学生向けに教育体制を整備すること、具体的にはアジアの現場

で有用となる知識や体験に基づいた教育カリキュラムを、各国の環境政策の現状などを配慮した

形で構築することが課題となる。またその際には、日本において開発したモデルをアジアの大学

にそのまま導入することはできない。アジアの開発の現場で必要とされる人材を育成するには、

できるだけ現場に近い大学と共同で開発し、その効果を慎重に検討することが重要である。 

                                                 
5 ここで「企業」には、第一次産業を含むものとする。以下同じ。 
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5 大学で育成された環境人材の社会への受け入れの現状 

 
環境人材が大学卒業後、その素養を生かして、経済社会で活躍していけるようになることが持

続可能な社会作りのために必要不可欠である。大学で環境関連科目を学んだ学生の社会への受け

入れについては、次のような傾向や期待があることが認められた。 
 

(1) 環境を専門に学んだ人材を受け入れる職場・求人が限定的 

 

（専門的な知見を持った人材の受け入れ） 
各分野の専門性を有し、かつ環境や持続可能性についての横断的な知見を備えたＴ字型もしく

はπ字型の人材に対する企業のニーズは高い。そのほか、衛生工学等の理工学系の卒業生の場合

でシンクタンクや環境事業を行っている会社に就職する場合は、大学で学んだ環境の知見を活か

した形での就職がなされている場合が多い。一方、横断的な形で環境について学ぶ環境専門の学

部を卒業した学生で、環境の知見を活かした形で就職できている割合は極めて低い。また、環境

保全を主目的とした企業においては、環境人材の募集を行っているが、企業の業種や規模によっ

ては優秀な環境人材がどうしても集まらないという現状も見られる。 
企業では学生の社会性、企画力・構想力、マネジメント能力といった社会人として必要な能力

が形成されているかということが重視されるが、知識重視型の大学教育の現状の下、それらの能

力の形成の可否はサークルや学生活動の経験の有無を通じて評価される場合が多い。そのため、

環境系シンクタンクや環境ビジネスといった環境保全を主目的とした事業以外の通常の企業に

おいては、環境を専門として学んだことが考慮されて採用されるケースはほとんどない。 
 

（企業における採用の慣行） 
企業では、法学や経済学、工学などといった専門分野の知識や技能をどれだけ修得しているか

について評価した大学側の成績を重視しており、それに企業独自の試験や面接を組み合わせ、総

合的に人材を判断して企業に受け入れている。すなわち、当該企業の業種や企業内での部門の業

務を遂行する観点から特に関係の深い専門分野に着目して行われている（たとえば、建設会社の

場合は、建築や土木といった専門性に着目）。 
また企業における環境人材のニーズは増大しているが、現在のところ必要とされている人材は、

環境分析や環境アセスメントの実施など企業活動の環境配慮を実施するにあたっての実績・経験

のある専門家・実務家であり、大学の新卒者ではなかなか対応できないのが現状である。 
 

（行政・NGO/NPO等における採用の慣行） 
行政における採用は、行政官として必要な知識の有無を試験によって評価し、学生の社会性、

企画力・構想力といった社会人に求められる基礎力や行政官としての適性を面接で評価するのが

一般的で、技術系の一部の職種を除いて環境の知見の有無は重視されていない。 
またNGO/NPOにおいては、新卒者の採用は少なく、社会で経験・実績を積んだ環境の専門家

を採用する傾向が強く、一般的に人材の募集も不定期である。また、適正な額の給与を支払って、

環境人材を雇用できる環境NGO/NPOの数は非常に限られている。 

 

（アジアにおける環境人材の受け入れの現状） 
 アジアにおいては、環境管理などについて学んだ人材は、企業ではなく行政などの公共部門に
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職を求める傾向がある。研究職や環境の技術者、地方政府の職員など、指導者層となる職種での

受け入れが一般的である。この傾向は、高等教育への進学率が低い国で顕著であり、それらの国

ではNGO/NPOで受け入れられる人材はエリート層であると目されている。 
 ただし、一部のアジアの国では、高等教育を修了した人材の就職自体が慢性的に不足している

一方で、経済開発を進めながら持続可能な社会づくりを担うことができる人材のニーズは拡大し

ている。 
 

(2) 持続可能な社会構築に向けた環境人材の必要性の高まり 

 
地球温暖化の影響が顕在化しつつある現状の下、持続可能な社会を構築していくために、企業、

行政、NGO/NPO等の各セクターにおける環境人材の必要性は年々高まっている。すなわち、今

後、各セクターにおける環境保全の取り組みが強化されていく中、現在の環境問題の解決に向け

た強い動機付けを持ちつつ、各人の専門分野に加えて環境・持続可能性に係る知識及び能力を備

え、社会変革を行っていくための構想力・企画力やマネジメント能力の素養を有する環境人材の

活躍の場は拡大していくことが予想される。 
例えば企業にとっては、環境や企業の社会的責任を果たす取り組みは、単なるイメージ戦略や

広報としてだけではなく、環境や企業の社会的責任に十分に取り組まなければ企業活動が成り立

たなくなるという現実に迫られている。このような企業活動にとっては、今後ますます環境人材

の必要性と重要性が高まるであろう。 
そのため、現実には多くの企業自身が社内の従業員に対する環境教育に取り組むようになって

きており、大学での環境人材の育成に加え、社内での環境人材育成を効果的に行っていくという

観点から、大学との連携の必要性も生じてきている。 
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6 環境人材の社会への受け入れに向けた課題 

 
持続可能な社会を担う環境人材を育成し、社会への受入を促進するためには、具体的には以下

の点について検討し、幅広い取り組みを開始することが必要である。 
 

(1) 受け入れ側の社会が求める環境人材の素養の明確化、育成側と受け入れ側の連携 

 

日本においては、大学内での研究者として必要な技能だけでなく、第1章の3にまとめた、持

続可能な社会を実現するうえで企業・NGO/NPO・行政にとって必要な環境人材の素養の育成を

重視していくことも重要である。それには人材育成側である大学の育成方針と人材活用側である

企業・NGO/NPO・行政等のニーズを合致させることが必要である。そのためには、人材活用側

である企業・NGO/NPO・行政側において、必要とする環境人材の素養を明確化していくことが

必要である。 
また、環境人材に必要な素養を育成していくために必要な指導者及びフィールドを確保すると

いう観点から、人材活用側と大学との連携を図り、環境人材育成に取り組んでいくことが重要で

あり、社会の人材受入側のニーズに応えることにもつながる。すなわち、大学と人材受け入れ側

とが、環境人材育成のために具体的に協力していける仕組みを確立することが必要である。 
これには、受け入れ側の社会が求めている人材の技能を明らかにし、当該技能を大学等のカリ

キュラムを通じて育成する手法及びこれらに基づき環境人材を育成する大学のプログラム等に

ついての情報を共有し、提供できる仕組みが必要となる。 
アジアにおいては、主として指導的な立場となるエリート層に環境人材が輩出されるため、そ

れらの職種において即戦力となるような、高い専門性や技能を持った環境人材の育成を目指すこ

とが課題となる。しかし求められる専門性や技能は、国の発展段階に応じて異なることが予想さ

れるため、各国の社会経済の状況に鑑みて、社会で必要な人材の育成に各国の大学が取り組むこ

とが求められる。 
 

(2) 環境人材の適切なマッチング 

 

日本においては、環境人材は、大企業だけでなく中小企業やNPO 等あらゆるレベルのセクタ

ーで求められるが、優良企業や大企業に集中しがちな学生の求職希望を、それ以外にも向けられ

るような支援が必要である。そのためには、環境人材育成にあたって、能力・技能に加え、持続

可能な社会実現という観点から必要な倫理観を身につけさせていくことが重要となる。これは、

アジアにおける環境人材にも当然に求められるものである。 
また、人材受け入れ側についての情報が入手しやすい仕組みを構築し、人材を輩出する大学が

その仕組みを利用することが必要である。国際的な観点から有意義な政策提言や研究を行ってい

る環境NGO/NPO、研究機関等が、優秀な人材を継続して雇用することが可能となるよう、脆弱

な財政基盤を克服して高い専門性と信頼を持った組織へと成長し、環境人材の受け入れの一翼を

担えるように発展できるような支援も必要である。 
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(3)  環境人材としての能力・技能が明確化されるしくみの導入とインセンティブの付与 

 

環境人材としての能力・技能が、採用側にとって評価・判断しやすくなるよう、資格・認定制

度の充実等を図ることが有効である。 
持続可能な開発に寄与する環境人材であることに対しての何らかの優遇措置となる仕組みが

有効である。アジアの途上国などでは、高度な教育を受けた人材が海外に流出してしまう傾向が

あることから、環境人材が給与や待遇などの面で、ある程度の満足を得られるよう、特にインセ

ンティブが与えられるよう配慮することは必須の課題である。 
また、環境保全への動機を持ち、知識や問題解決能力を備えた環境人材が、プロジェクトへの

関与を高め、もしくはそれらのプロジェクトに実際に従事できるようにするためには、環境人材

をプールする仕組みを確立することにより、能力を持った人材を確保し、人材の流動的な活用が

できるようにしていくことが重要である。 
 

(4)  持続可能な経済システムの構築に向けた取り組みの展開 

 

持続可能な社会の構築に向け、低炭素型の産業構造、国土利用の転換を促していくことが、結

果として環境人材の活躍の場を増大させることにつながっていく。したがって、このような経済

社会システムの構築のためには、企業と大学との連携によりグリーン化を支援する仕組みが構築

されることが望まれる。 
持続可能な地域づくりを考えた場合、地域はまさしく持続可能な経済システムを構築する実践

的な場であることから、例えば地域における企業の社会的責任の実践に熱心に取り組んでいる企

業と大学等とをつなぐしくみ作りおよび環境人材の育成を通じて、地域における ESD の取り組

みを進める人材が地域に輩出されるような連携を具体的に確保することが重要となる。 
また持続可能なアジアという視点に立てば、アジアに進出する日本の企業活動における環境配

慮の具体化を大学との共同研究といった形で支援していくことも重要である。 
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第３章 産学官民の協同によるアジアの環境人材育成イニシアティブ 

“ELIAS (Environmental Leadership Initiatives for Asian Sustainability)”

の展開 

 

1 環境人材の育成に向けた大学における取組 

 
大学は、将来社会人として活躍するために必要な素養を育み、卒業後の職業の方向性に大きな

影響を与える場であることから、環境人材の育成を行う場として、大きな役割を果たすことが求

められている。また、すでに述べたとおり、強い意欲・専門性・リーダーシップの環境人材の 3
要素を統合的に学ぶことが可能な期間であることから、環境人材育成において、極めて重要な役

割を果たしうる。 
持続可能な社会の構築を担う環境人材を育成するという観点から、大学に期待される取り組み

として、環境・持続可能性に係る講義・演習科目および参加型活動の導入、環境問題に取り組む

現場でのフィールドワーク・環境インターンシップの拡充があげられる。また社会人教育・リカ

レント教育での環境教育・ESDの促進なども重要である。 
 

卒
業
・修
了
／
就
職

教養教育

教養教育
専門教育
／大学院
教育

「環境」と専門分野の
関係性やつながり

についての理解・把握

環
境
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な

理
解
・認
識
を
深
め
る
機
会

各
専
門
分
野
に
つ
い
て
の
学
習

各専門が持続可能な
開発にどのように貢献
するかについての認識

大
学
へ
入
学

専門教育の導入科目

一部の専門教育

大学における環境人材育成の流れ

重
層
的
な
経
験

多
角
的
な
理
解

寄附講座の受講（教育型）・参加（研究型）

現場での実習・研修体験

インターンシップへの参加

ボランティア体験・サークル活動への参加

教養教育の講義・演習 専門教育の講義・演習大
学
教
育
で
の

様
々
な
選
択
肢

新入生研修

小
・中
・高
で
の
教
育
／
入
学
試
験 社会人教

育・リカレ
ント教育

 

 

(1) 環境人材育成のためのプログラム・カリキュラムの導入 

 

本検討会での議論、意見公募及び、大学、企業、NPO、行政関係者の参加により行われた環境

人材育成ワークショップで出された意見を踏まえて、環境人材育成プログラム・カリキュラムに
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含まれることが期待される要素は、以下のようにまとめられる。 
 

① 環境人材の素養を育む教育手法について 

第1章4で整理した環境人材が備えるべき素養の習得という観点から、環境人材育成のための

プログラムに重要な視点は、以下のように整理できる。 
 

（「環境保全や持続可能な社会形成の強い動機付け」のための学び） 
環境保全や持続可能な社会形成に向けた強い動機付けを促すためには、まず、公害による環境

悪化の現場の見学や公害に苦しむ患者等との意見交換などを通じて環境問題の実態や社会や人

に与える影響の深刻さを体感することが必要である。また、例えば、廃棄物処理場の見学といっ

た経済社会の静脈部分の実態を直視する現場実習や、豊かな水と多様な命を育む源流の森林域で

の森林管理体験といった人間の生命の原点に触れるような学びの場を持つことも考えられる。 
各人のモティベーションを高めていく観点からは「現地見学」や「現場実習」を踏まえた学生

の間でのロールプレイや現場の関係者とのディスカッションといった双方向のコミュニケーシ

ョンを通じた学びの場が有効であろう。 
また、現段階で甚大な影響が身近なレベルで生じていない地球環境問題においては、その問題

のメカニズムや予想される影響等に係る理解が不可欠である。このため、メカニズムを理解する

ために必要な物理や化学といった理系の知識を習得するための講義やグループワークが重要で

ある。 
 
（「環境保全についての分野横断的な知識や環境保全に関する技能等」のための学び） 
環境保全についての分野横断的な知識や環境保全に関する技能等の習得に関しては、環境問題

を理解し、各自の専門性の観点から環境保全に対処する方策を企画構想するのに必要な知識及び

技能を講義、実験、演習等で習得していくとともに、社会経済の向上との統合という観点から容

易な解が出にくい環境問題に対して立ち向かう技能を育むために、ロールプレイ、現実の環境問

題を素材としたケーススタディ、ディベート等といったアクティブな学びの場が有効である。そ

の際に、異なる専門分野を有する学生間やアジアと日本の学生といった社会的バックグラウンド

の異なる学生間における協同の学びは、鳥瞰力・俯瞰力を養う観点から高い効果が期待される。 
国内外での現場実習や現場研修などのフィールドワークは、体験的な知識の獲得の機会を提供

するものであり、また横断的な知識や物事の観察眼を養う上でも重要であると考えられる。例え

ば、森林の上流地域から都市域の下流地域までの自然の地形が作り出す流域空間における、自然

環境と人間の経済活動や営みに係る調査・分析を行う等、自然と人間の共生のトータルシステム

を学びうるフィールドワークは、専門性を高めつつ分野横断的な環境保全の観点から俯瞰力を養

うために有効であろう。 
また、大学内に環境マネジメントシステム、環境監査・会計、持続可能性報告書を導入し、大

学の学生の参加により取り組みを進めていくこと、すなわち大学での学究生活を通じて環境・持

続可能性を志向する設備利用や大学内活動を目指すことは、大学内で環境人材育成のための実践

フィールドを提供することになり非常に有効である。エコキャンパスの形成とマネジメントには、

講義・演習や現場実習と組み合わせることが可能であり、エコキャンパスそれ自体が環境や持続

可能性についての教育のリソースとなりうる。 
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コラム：横浜国立大学におけるエコキャンパス白書 
横浜国立大学では、環境省『環境報告書ガイドライン2003年度版』を参考にして、『横浜国立大

学エコキャンパス白書』を 2006 年度から作成・発行している。各種エネルギーに関して削減目標

値を設定し、目標に向けた省エネ対策を学内の教員・学生が実践していくことによって、2007年度

は省エネ5％削減、実験系排水のリサイクル利用、コピー用紙2％削減、温室効果ガス排出量8.4％
削減などに成功している。横浜国立大学は、生態・環境分野でも論文引用数を示す ISI 大学ランキ

ングにおいて日本の大学として1位を獲得しており、これらの取り組みが環境関連の研究を促進し

ていると考えられる。 

 

（「社会変革に臨むリーダーシップの発揮」のための学び） 
学生間でのグループワークやディベート、さらに企業でのインターンシップを通じた商品・サ

ービス開発等への参加や現場の関係者と協同して行う問題解決型のフィールドワーク等、環境問

題の現場を一定期間体験することなどを通じてコミュニケーション能力やマネジメント力や合

意形成能力を養っていくことが有効であろう。 
インターンシップや問題解決型のフィールドワークは、環境保全活動や、環境配慮型の商品の

開発等の環境保全を主目的とした活動の現場だけでなく、各種の経済社会活動の中において環境

保全を内在化させていく現場での実施に意義がある。 
社会変革に臨むリーダーシップ能力の習得という観点からのインターンシップやフィールド

ワークの実現のためには、受け入れ先となる企業や地域がボランティアとしてではなく、本業活

動を環境保全も統合した形で戦略的に展開するプロセスにおいて、学生が研究・学びを進めるこ

とができるよう企画することが重要である。そのためには、現場の実践活動に対応できるレベル

の知識や技能の事前学習をおこなった上でインターンシップやフィールドワークに臨み、また、

現場での実践活動を通じた知識・技能の活用ならびに反省的学習を、大学に戻って講義・演習等

を通じて確認できるよう、カリキュラムを体系的に構築することが効果的である。 
また持続可能な社会の構築に向けた行動の構想力、企画力、実行力等の向上のためには、学生

活動を通じた社会活動への参加、行政や企業等との協同、国際会議の参加などの経験も有意義で

ある。 

手法・場所：参加型、問題解決型、現場活用型

講義

実地研修
（深刻な環境問題の現場等）

インターンシップ

ディベート・ケース等の
参加型学習

各分野、職種で持続可能な社会づくりに必要と
される専門性

持続可能性の現状と対策の緊急性の理解

持続可能な社会の実現に向けた強い意欲

各人の専門分野と環境保全との関係の理解

持続可能な社会づくりに向けた各人の
職業を通じたコミットメントの重要性の認識

新しいシステムを生み出す構想力

対立する利害を調整する合意形成能力

アントレプレナーシップ（起業家精神）

教
室
内

教
室
外

学生環境団体等による
実社会での活動
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② 学部から大学院までの環境人材育成プログラムの構成要素 

①を踏まえ、大学の各教育段階で提供することが望ましいと考えられる人材育成プログラムの

内容として、以下のように整理することができる。 

 

《インターンシップ》

• 企業の本業活動を環境保全を統合した形で展開するプロセスに数ヶ月間参加
• 新たな商品・サービス開発の段階での参加、学生が持つ専門性、視点のインプット

《現場実習・研修等のフィールドワーク》

• 現地の環境・社会・経済状況の調査を行い、持続可能性追求の観点からの課題
解決の方策を検討

• 地域で環境保全・持続可能性追求の活動を展開している企業、行政、NPOと意
見交換、協働で課題解決の方策を検討

専
門

性

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

動
機

づ
け

環境人材育成のための大学における取組 育成できる環境人材の素養

《現場訪問》
• 公害による環境悪化の現場の見学・公害に苦しむ被害者等との意見交換など環
境問題の実態や社会や人に与える影響の甚大さの体感

• 廃棄物処理場見学等経済社会の静脈部分の実態の理解
• 自然と共生する人間の生命の原点に触れるような学びの場

環境人材育成のための実践的教育例

 

（教養科目における位置づけ ～環境保全や持続可能な社会形成への強い動機付け～） 
教養科目は、幅広い観点からの知見を高め、個人の社会課題に対する関心を高め、各人が生き

がいを感じられる分野を見いだすことで学びたい専門分野を明らかにしていくという意味で、重

要である。このような科目において、環境保全や持続可能な社会形成のための強い動機付けを行

っていくことが特に重要であろう。そのため、各学部共通の必修または選択の教養科目として、

環境保全についての感性、倫理観を醸成し、環境保全に取り組む意欲をかき立てるようなカリキ

ュラムを提供することが有効である。同時に、環境問題の原理や環境管理に係る基礎的な理解を

促進する学びの場を提供することが重要である。環境問題の原理や直接的な解決策は科学的なア

プローチが必要なことから、特に文科系の学生に対して、この段階で、環境問題の原理等の理解

に必要な科学的知識を習得することが有効と考えられる。 
具体的なカリキュラム例としては、例えば、 
（Ⅰ）環境問題に係る基礎的な理解（相互依存関係等）を促す講義・演習 
（Ⅱ）環境問題が生じている現場や環境管理・環境配慮等を行っている現場の訪問・実習 
（Ⅲ）（Ⅰ）（Ⅱ）を踏まえた、学生間での環境問題の解決方策やビジョン構築等に係るディス

カッションやディベート等の事後教育 
の組み合わせが考えられる。このような知識の習得と現場体験及び体験を踏まえた能動的な学

びの場の提供により、環境倫理及び環境保全・持続可能な社会づくりに自らが関わることへの動

機が醸成されることが期待される。このようなカリキュラムの実施にあたっては、大学の教員が

提供する授業に加え、企業、行政、NGO/NPO等社会の一線で環境問題に取り組む人を外部講師

として迎えた授業を組み込むことも有効であろう。 
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コラム：高知大学におけるCBI （Collaboration based Internship） 
高知大学では、CBI （Collaboration based Internship） という主に1年生を対象とした選択科目の

中で、最長 6 ヶ月の長期実践型インターンシップを取り入れており、この科目を履修すると 14 単

位が与えられる。2005年度から毎年20名程度が受講、インターンシップの受け入れ先は15社程度

にのぼる。週 5 日の高知県内の NPO での広報インターン、環境ベンチャー等での営業インターン

シップや東京・岐阜・大阪などのインターンシップコーディネート機関を活用して、経営者の傍で

新規事業の立ち上げインターン等学生の興味により幅広い選択ができるようになっている。同プロ

グラム担当教授は「インターンシップでは、人間的素養や志を育むことができると考えています。

これは、真剣勝負の人間同士の間でしか生まれません。これまで大学内で完結していた教育を、社

会のリソースを活かして学外をもキャンパスとして教育を行うことによって、学生は人間的素養や

志を育むチャンスが広がる、と思いました。学生はこれまでの学校生活で知識を持っています。で

も、その使い方がわからない。社会と接してみて、知識が知恵に変わる体験をしてほしいと思って

います。」と述べている。 

 

（専門科目における位置づけ ～専門性を身につけながら、環境保全についての分野横断的な

知識や環境保全に関する能力とリーダーシップの基本の習得～） 
 学部段階における専門科目は、大学院に進まない学生にとっては、社会の現場で活躍するため

に必要な専門性を身につけ、卒業後の進路を絞り込んでいくため重要である。このような科目に

おいては、法学、経済学、工学等の各自が選択した専門性を高めるための学習の機会を提供する

際に、その専門性の追求にあたって環境保全の視点を統合することができるような横断的・融合

的な学びが求められる。 
このためには、例えば、学部初期段階での環境に係る学びをベースとして、各自の専門分野を

社会に適用する際に配慮すべき環境保全の視点を学び、課題発見能力を高めていくとともに、行

動するために必要な企画力、創造力といった「能力」を習得できるような機会の提供が有効であ

ろう。例えば、工学部等の理系の学問は、これまである特殊な分野の高度な専門性を高めること

に主眼が置かれてきたが、そうした専門的知見が現実社会に導入された場合の環境や社会への影

響について考察する等により、技術の環境影響の評価を学ぶ場が創出できる。また、法学や経済

学等においては、例えば、現実社会に学んだ法律や経済理論を適用する際に、短期的な人間社会

の福祉だけではなく、資源の有限性や経済活動がもたらす長期的な環境への外部性も考慮にいれ

て行動できるような学びが有効であろう。このような学びを実現するためには、教師が「教える・

与える」だけでなく「質問を投げかける」、または「答えは学生自らが見出す」ような教育手法

も導入し、学生の問題意識や探求意欲を高めることが有効である。 
具体的な教育手法としては、専門分野の知見を高めた上で、環境問題との関連を討議するディ

ベートや解決策を構想する学生間でのグループワークが有効である。さらに、より実践的なマネ

ジメント力等を習得していくためには、これらの学びを経たうえで、企業のインターンシップを

通じた商品・サービス開発等への参加や現場のNPO や行政等の関係者と協同して行う問題解決

型のフィールドワーク等、環境問題の現場を数ヶ月程度の間体験することが有効であろう。 
このような教育手法を実践するにあたっては、異なる専門性を有する複数の教員が一つの単位

を系統的に教えていく、あるいは、社会の現場を経験している外部講師を組み込む等、経済社会

活動の中で環境保全に挑む関係主体の行動そのものを教師・教材として位置づけていくことが重

要である。 
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（大学院レベルを対象とした位置づけ ～専門性を高めながら、社会変革に臨むリーダーシッ

プを発揮できる人材へ 「環境リーダーシッププログラム構想」～） 
将来的に企業の経営者や行政の施策企画立案者などの形で環境リーダーとして活躍しうる人

材を育成するという観点からは、大学院レベルでの学習を通じて、各自の専門性を一層高め、ま

た、環境保全・持続可能性の視点から追求される専門性を習得していくことにより、社会に生か

せる「技能」を習得していくことが望まれる。これに加え、鳥瞰的・俯瞰的な視点から環境保全・

持続可能性への理解を一層深めることで T 字型の能力を一層高めていくことが期待される。同

時に、社会で活躍するために必要なコミュニケーション能力や合意形成能力等の「社会性」や新

しい取り組みに挑戦する「起業家的精神」や「リーダーシップ」を醸成させていくことも重要である。 
具体的なプログラム例としては、各専門分野の大学院において専門性を高める課程で、例えば

法学であれば、環境法の分野を追求するなど、環境保全・持続可能性の視点から追求される高度

な専門性を習得していくと共に、副専攻的な位置づけで環境保全・持続可能性について俯瞰力、

鳥瞰力を身につけることを通じ、各自の専門性と環境保全、持続可能性との関係を分析し、具体

的な行動指針を編み出して行く能力を養っていくことが考えられる。後者においては、同一学部

の学生だけでなく、多様な学部、学科の学生が同じ場で、フィールドワーク等課題解決型中心の

学びを進めていくことが有効である。 
また、長期的に温室効果ガスを削減していく低炭素社会の実現のためには、持続可能な社会づ

くりに向けた新たなビジネス活動を立ち上げる社会的起業家の活躍が重要になってくることか

ら、長期的な視野を持ち社会に必要な新たなビジネスを立ち上げていく社会起業家を育むような

プログラムの開発も重要になってくると考えられる。社会起業家については、経営学部に所属す

る学生だけではなく、あらゆる学生がそれぞれの専門性を生かしながら追求しうるものであるこ

とから、どの学部の学生も選択できる副専攻的な位置づけで、社会起業家に必要なアントレプレ

ナーシップ、事業構築力、経営能力等を学ぶことのできる実践的なカリキュラムを開発、実証し

ていくことが有効である。カリキュラムの開発、実証にあたっては、現場で活躍する社会起業家

又はNGO/NPO と企業といった、公益性を追求する主体と営利性を追及する主体が関わる形で、

進められることが有効である。 
上記を踏まえ、環境リーダーシップを育むカリキュラムが大学院レベルで導入される場合にお

いては、各自の専門分野の追求と持続可能性の俯瞰力を高めるカリキュラムや社会起業家育成に

係るカリキュラムを体系的に組み合わせることで、将来的に企業、NGO/NPO、行政で活用でき

る環境保全・持続可能性の追求に取り組む高い意欲、技能の習得ができるプログラムの体系化を

行うことが有効であろう。 
例えば、経営学や経済学の専門性を高める学生に対しては、 
・持続可能性に資する事業経営に必要な能力 
法学や経済学、教育学等の専門性を高める学生に対しては 
・行政官に求められるバランス感覚を有しながら持続可能な社会の枠組み作りを行うために必

要な能力 
・持続可能性を教育のカリキュラムの中に体系化して教えることのできる教員としての能力 
工学、理学、農学等の専門性を高める学生に対しては、 
・持続可能性追求に資する専門性を高める技術者として必要な能力 

を高めつつ、持続可能性の俯瞰力を高めるカリキュラムや社会的起業家育成に係るカリキュラム

を選択的に履修できる環境リーダーシップの育成プログラムを構築することが考えられる。 
持続可能性に資する事業経営に必要な能力に関して、欧米及びオーストラリアにおいても、

MBA（経営大学院）のコースの中に環境保全や持続可能性の視点を導入するグリーン MBA の

取り組みが進んでいる。 
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 環境省においては、環境と経済を統合する観点から、環境 ISO、エコアクション 21 等の環境

マネジメント、企業における環境報告書や環境会計のガイドラインの策定、環境投資の促進等の

各種の施策を構築してきた。例えば、このような環境と経済を統合する手法を含めて、アジアの

特性を踏まえて持続可能性を追求する企業活動を展開していくために必要な技能を学ぶことの

できる実践的なグリーンMBAのカリキュラムを、本業における戦略的な環境事業を展開してい

る企業と大学との協同により開発、実証していくことは、非常に有益ではないかと考えられる。 
 一方、このような体系的なプログラムの構築には多岐にわたる専門家が必要となってくるた

め、単一の大学のみで提供することは困難であると想定される。その場合には、当面は、各大学

において、それぞれの強みをいかしたカリキュラムのパーツを担当し、例えば本章2で掲げるコ

ンソーシアム等を通じて、複数の大学のリソースを共有・統合することで実現される体系的な共

通の環境リーダーシッププログラムの開発を将来的に進めていくという方向性もある。 
 

【俯瞰力・鳥瞰力形成】

環境問題のメカニズムの理解を促す化
学・生物学等
環境倫理
異分野の学生間での問題解決型学習

【行政官・教育者育成】

・法律・公共政策
（環境法・政策を含む）

・経済
（環境経済を含む）

・教育
（環境教育）

+ + +

各専門スキル
及び各分野に
おける持続可能
性追求の専門
性を向上

環境リーダーシッププログラムのイメージ

副
専
攻

各
専
門

【経営者育成】

・経営（グリーンMBA)

・経済
（環境経済を含む）

【社会起業家育成】

マネジメント・コミュニケー
ション論
インターンシップ
問題解決型学習

【技術者育成】

・工学
・理学
・農学

持続可能性
俯瞰力形成
プログラム

社会起業家育成
プログラム

グリーンMBA

 
 

コラム：グリーンMBA： MBAへのサステイナビリティ教育の統合とオーストラリアの取組

世界資源研究所（WRI）は1998年以降、環境の課題を扱った革新的なMBAプログラムの調査と

検証を 2 年毎に実施している。それにより、MBA 本来の目的であるビジネススキルの習得のみな

らず、社会的・環境的責任と業績向上の両立についての実践的な知識を習得・強化することを目指

したグリーンMBAと呼ばれるコースの設置が、米国を中心に世界のビジネススクールに拡大しつ

つある傾向にある。 
そうした中、オーストラリア政府環境省と主要ビジネススクールは、ビジネスのグリーン化を人

材育成により加速するため、2004 年から、MBA（経営学修士課程）へのサステイナビリティ教育

（Education about and for Sustainability）の統合を目指した取り組を進めている。 
オーストラリア政府環境省は、マコーリ大学のオーストラリア・サステナビリティ教育研究所

（ARIES）に委託し、2004年に、オーストラリア及び世界のMBAにおけるサステイナビリティ教

育の現状評価と優良事例の調査を行った。この調査に基づき、オーストラリアの主要７ビジネスス

クール（オーストラリア経営大学院（AGSM）等）と製造、観光、通信、銀行等の分野の企業が連

携して、MBA カリキュラム等へのサステイナビリティの統合や、企業とビジネススクールのパー

トナーシップ強化を目指した調査研究やコース開発等を行い、環境保全に取り組むビジネスの展開

にリーダーシップを発揮できる環境人材の育成能力の強化を図っている。 
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コラム：北米における「技術の社会的影響（Impact of Technology on Society）」科目の提供

カナダのビクトリア大学工学部では、“Impact of Technology on Society（技術の社会的影響）”

という科目が開講されており、現代の技術が社会にもたらす影響について、経済・環境・政治・社

会のあらゆる側面から議論する授業が行われている。他にも米国の大学の工学部では、この科目を

1・２年次の必修科目としていて、学生が主体的な学習を進めることができるように、学生同士の

ディスカッションを多用している。ここで扱われているディスカッシの特徴として、教員が答えを

与えるのではなく、学生自身が答えを導き出していくプロセスを重視する手法がとられている。 
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礎

知
識

•
メ

ン
タ

ル
（環

境
意

識
）

•
環

境
と

そ
の

他
の

イ
シ

ュ
ー

の
関

係
性

を
認

識
す

る
能

力

•
全

体
像

を
つ

か
む

能
力

（統
合

力
）

•
生

命
の

時
間

を
尊

重
で

き
る

意
識

•
定

量
と

定
性

や
短

期
と

長
期

な
ど

の
バ

ラ
ン

ス
感

覚

•現
場

の
問

題
と

ニ
ー

ズ
を

、
バ

ラ
ン

ス
感

覚
を

持
っ

て
把

握
す

る
力

•自
ら

の
言

葉
で

対
話

す
る

力 •あ
る

べ
き

姿
を

構
想

し
、

具
現

化
す

る
力

環
境

人
材

の
育

成
方

法

•
ｹ

ｰ
ｽ

ｽ
ﾀ
ﾃ
ﾞｨ

（ﾃ
ｰ

ﾏ
/役

割
別

ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ｶ
ｯｼ

ｮﾝ
）

•
経

験
（見

学
/講

話
）

•
大

学
で

の
取

組
（I

SO
普

及
、

レ
ジ

袋
削

減
）

•
動

機
づ

け
（
疑

問
提

議
/気

づ
き

/五
感

を
使

わ
せ

る
）

•
社

会
人

大
学

院

•
フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク

•
資

格
認

定
に

よ
る

ス
キ

ル
・知

識
の

可
視

化

•
日

本
思

想
/技

術
に

つ
い

て
の

教
育

•体
系

的
な

環
境

教
材

の
制

作
と

共
有

•一
般

教
養

で
環

境
教

育
（ボ

ト
ム

ア
ッ

プ
）

•現
場

体
験

•企
業

の
課

題
解

決
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

•現
場

体
験

•カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
効

率
化

•現
場

を
知

る
体

験
や

実
習

の
導

入

•企
画

力
・即

戦
力

を
育

て
る

教
育

（
注

）環
境

人
材

育
成

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
①

（実
施

日
：

平
成

20
年

2月
6日

及
び

2月
12

日
）：

社
会

の
現

場
で

環
境

人
材

に
求

め
ら

れ
る

素
養

や
能

力
に

つ
い

て
、

企
業

、
大

学
、

N
G

O
/N

PO
、

行
政

の
有

識
者

、
実

践
者

が
議

論
。

行
政

政
策

と
企

業
経

営
の

現
場

に
分

け
て

2回
の

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
を

開
催

（環
境

省
主

催
）
。
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工
学

部
農

学
部

教
育

学
部

法
・
経

済
・

経
営

系
学

部
教

養
課

程

各 学 部 で 必 要 と さ れ る

人 材 の 特 徴

•
技

術
や

素
材

、
シ

ス
テ

ム
等

の
各

専
門

分
野

と
社

会
と

の
つ

な
が

り
を

整
理

で
き

る
鳥

瞰
的

視
野

•
地

球
環

境
や

社
会

に
ど

う
影

響
を

及
ぼ

す
か

を
理

解
で

き
る

社
会

志
向

•
習

得
し

た
技

術
で

社
会

の
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

が
と

れ
る

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

•
農

業
、

林
業

な
ど

の
現

場
を

理
解

す
る

•
農

業
の

制
度

や
流

通
体

系
を

革
新

で
き

る
よ

う
な

ビ
ジ

ネ
ス

視
点

•
困

難
な

状
況

に
お

い
て

も
農

業
を

担
う

強
い

意
欲

、
精

神
力

•
子

ど
も

・親
・
地

域
等

と
共

に
学

び
の

共
同

体
を

形
成

で
き

る
力

•
子

ど
も

1人
1人

の
大

き
な

物
語

を
育

む
力

•
環

境
マ

イ
ン

ド

•
企

業
内

の
反

対
・
無

理
解

に
屈

せ
ず

、
事

業
に

環
境

の
視

点
を

統
合

す
る

こ
と

に
取

り
組

む
強

い
動

機

•
各

学
問

分
野

が
持

続
可

能
な

開
発

に
ど

の
よ

う
に

寄
与

す
る

か
を

知
る

分
野

横
断

的
な

視
野

•
持

続
可

能
な

開
発

の
多

面
性

の
理

解

環 境 人 材 の 育 成 方 法

・
技

術
倫

理
の

教
育

・
技

術
の

社
会

評
価

・
技

術
開

発
と

技
術

経
営

の
並

列
的

教
育

•
農

業
、

林
業

な
ど

の
各

現
場

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
と

深
く

関
わ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

現
場

体
験

、
現

場
実

習

•
生

産
だ

け
で

な
く
販

売
や

消
費

ま
で

の
仕

組
み

を
包

括
的

に
捉

え
、

現
在

の
農

林
業

等
を

確
信

で
き

る
よ

う
な

ビ
ジ

ネ
ス

視
点

を
身

に
付

け
る

プ
ロ

グ
ラ

ム

•
有

機
農

業
を

推
進

す
る

意
欲

を
増

進
す

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

•
農

家
へ

の
イ

ン
タ

ー
ン

•
社

会
の

中
で

環
境

を
学

ぶ
こ

と
の

で
き

る
仕

組
み

づ
く
り

•
体

験
学

習
に

よ
る

教
育

•
現

職
教

員
の

教
育

•
環

境
問

題
の

実
態

と
そ

れ
を

引
き

起
こ

し
た

社
会

経
済

活
動

と
の

関
係

等
へ

の
理

解
を

醸
成

さ
せ

る
観

点
か

ら
、

環
境

訴
訟

の
問

題
の

現
場

訪
問

や
環

境
関

連
の

裁
判

、
環

境
ビ

ジ
ネ

ス
の

現
場

等
の

フ
ィ

ー
ル

ド
ワ

ー
ク

の
実

施

•
環

境
を

副
専

攻
化

•
プ

ロ
グ

ラ
ム

化
さ

れ
た

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

•
大

学
理

念
と

直
結

し
た

全
学

レ
ベ

ル
で

の
環

境
教

育
の

推
進

•
ポ

ス
ト

ド
ク

タ
ー

を
研

究
助

手
と

し
て

採
用

•
学

生
が

学
生

を
教

え
る

仕
組

み

•
長

期
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
、

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

の
形

成
評

価

学
部

別
W

S（
注

）
で

指
摘

さ
れ

た
環

境
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
要

素

（
注

）
環

境
人

材
育

成
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

①
（実

施
日

：
平

成
20

年
2月

18
日

、
2月

20
日

、
2月

26
日

）
：

各
学

部
ご

と
に

、
環

境
人

材
育

成
に

効
果

的
な

方
策

を
議

論
。

工
学

部
、

農
学

部
、

教
育

学
部

、
法

・経
済

・経
営

、
一

般
教

養
の

5回
に

わ
け

、
大

学
教

員
を

中
心

に
、

企
業

や
行

政
、

N
G

O
/N

PO
等

の
有

識
者

、
実

践
者

が
参

加
（環

境
省

主
催

）。
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(2) 社会人教育・リカレント教育としての環境人材育成プログラム 

 

 社会で活躍する環境人材に必要な素養をあまねく18歳から20代前半の大学生が習得するのは

現実的ではない。また、具体的な環境人材に必要な素養は、活躍の場や本人の立場、そして時の

推移によって大きく変わってくるものである。したがって、一旦社会に出て特定の職務等に関わ

った後に、その職務をより持続可能性の観点から発展させるために、または持続可能な社会づく

りのために新しい職務を担っていくために、大学において社会人教育・リカレント教育を施して

いくことも非常に有意義である。 
 

（社会人教育・リカレント教育プログラム） 
環境人材育成を目指した社会人教育、リカレント

教育では、大学教育を地域社会に向けて開放し、社

会人教育や生涯学習の充実を図り教育機会の拡大

を進めること、時間的制約条件の厳しい社会人学生

に対し大学が短期間で集中的に学ぶ機会を開発・提

供することが求められよう。特に、社会人などが職

場などで求められる実践的な専門性を身につけ、修

了証などを得ることができるようなプログラムを

企画・開発すること、特に「職場における問題解決」

と「教育」を同時に提供するような「組織学習（ア

クションラーニング）」の機会を大学が提供するこ

とが重要である。また、早急な持続可能な社会の形

成を促すためには、社長等経営層に対する環境人材

としての学びの場を提供することも考えられる。さ

らには、定年退職者などすでに一定の知識や技能を

持った人材が、これまでとは異なる場で環境人材と

して活躍していける準備としての、学び直しのプロ

グラムを大学院等で提供していくことは、高齢者等の人材の積極的な活用を図っていく上で、特

に重要である。 
 

コラム：大学とNGOとの連携：四国・国際協力論事業の事例 
四国の各県内にある大学と JICA、四国のNGO が連携し、四国・国際協力論事業を 2005 年 4 月

から開始している。これは地域レベルと世界レベルの持続可能な社会のあり方について学び、かつ

多面的・多角的に考え行動に結び付けていくことができる人材の育成を目指したもので、大学に講

義科目「国際協力論」を設置し、そのファシリテートと運営は主としてNGO が担っている。講義

の進め方は、ワークショップ・グループディスカッションなどの参加型手法を取り入れており、四

国地域における国際協力活動、ODA や国際組織の活動などの実態に触れるような配慮がなされて

いる。JICA四国は各大学と覚書を交換し、講義を実施する四国NGOネットワークに資金提供をし

ている。 

 

生涯を通じた能力開発

環境人材は大学・大学院の期間で育成で
きるものではなく、生涯を通じたキャリア開
発が重要

卵卵

大学・大学院
卒業時

国内外で国内外で
活躍する活躍する

環境人材環境人材

リカレント教育

環境人材間の
ネットワーキング

環境キャリアの
情報

社会で求められる
スキルの明確化
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2  環境人材育成に向けて大学と企業・NGO/NPO・行政等が連携する枠組みづくり 

第3章の1で提示した実践的な環境リーダーシッププログラムを実現し、環境人材の社会での

受け入れを促進するためには、大学間での連携や、大学と企業、行政、NGO/NPOといった社会

の受け入れ側との連携が必要不可欠になってくる。 
すなわち、フィールドワークやインターン等を通じた学びの場を提供するためには、持続可能

な社会づくりに挑む社会の現場を有する企業、行政、NGO/NPO等と協同でプログラムを開発す

ることが求められる。こうした大学と社会の受け入れ側との連携を円滑化するとともに、よりす

ぐれた環境人材育成プログラムを開発していくための関係者間での情報共有を促すために、産官

学民協同で構成される、環境人材育成を目的とした連携のための枠組み（プラットフォーム）が

有益となる。本ビジョンにおいては、このような環境人材育成のための産官学民連携の枠組みを

コンソーシアムと呼び、その目的、役割、活動内容を、以下のとおり提案したい。 
 

(1) 環境人材育成コンソーシアムの目的 

 

産学官民連携による環境人材育成コンソーシアムの第１の目的は、大学における持続可能な社

会づくりを担う環境人材を育成する質の高いプログラムの導入を促進・支援することを通じて、

環境人材を育成していくことにある。すなわち、持続可能な社会の構築に求められる環境人材育

成に資する実践的教育を効果的、効率的に行うためには、人材を育成する側と社会の現場とのマ

ッチングを支援することが必要である。また、このような教育を通じて、環境人材がその技能等

を生かして活躍できるよう社会の受け入れを促進することにある。 
具体的には、大学側での実践的プログラムの実施にあたって、企業、市民社会、行政がフィー

ルドワークやインターンシップの場を提供したり、外部講師として現場の経験から得られた知識、

知恵を提供したりできる機会をコンソーシアムが仲介することである。この際に、企業において

は、これを通じて大学との共同研究を進め、環境ビジネスや環境に配慮した企業活動を促進する、

また市民社会及び行政においても大学の知見やフィールドワークを通じたインプットを得て、よ

り効果的な活動や施策を講じる契機とできるように、コーディネートすることが求められよう。

また、そうした調整機能を果たす人材を一定の素養・技能の習熟度を前提とし、社会的にコーデ

ィネーターとして認知・認定することなどが将来的に考えられる。 
このような環境人材育成プログラム支援のほか、アジアの環境人材育成という観点からは、ア

ジア諸国との窓口機能を提供することが有効であろう。すなわち、アジアの大学と日本の大学と

のコーディネート支援やアジアの学生が日本の大学に留学できるようサポートするための日本

の大学の環境人材育成プログラムの情報提供を行うような機能も有益である。 
また、環境人材のキャリアパスを支援するため、企業の環境保全活動の取り組みを促すための

大学との共同研究の促進や大学側の知見を企業活動にインプットするための研究会といった産

学連携の機能も求められよう。 
このような環境人材育成コンソーシアムの設置と運営によって、大学、企業、NGO/NPO、行

政が Win-Win の形で展開できる教育プログラムの創出を軸に、経済面、ノウハウ面で自立発展

的に環境人材育成の取り組みが広がっていく基盤の創出を目指すことができる。 
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◎大学間連携による効果的カ
リキュラムの実現（単位互換
等）

○インターンシップ・現場実習
の場の提供

◎大学との共同研究・教育に
よる問題解決、環境ビジネス・
産業活動グリーン化の促進

○大学との連携による社内教
育ツール開発

○インターンシップ、現場実習
の場の提供

◎大学からのインプットによる
効果的施策の展開

◎実践的カリキュラムの実現 ○現場実習・研修の場の提供
◎大学からのインプットによる
事業の一層の展開

産
学
官
民
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

産官学民連携コンソーシアムの意義：社会の現場と人材育成側と一体となった人
材育成事業や産官学民連携強化により、

・ 社会のニーズに対応するスキルを有する人材育成
・ 実践的教育による効果的な環境人材育成
・ 実践的教育の簡易化・マッチングの効率化
・ 環境人材の活用の促進
・ 競争力のある環境ビジネスの発展、産業活動のグリーン化の一層の促進

コンソーシアムの意義

大学

企業

行政

市民社会

環境人材の活躍の場の提供・拡大
 

 

(2) 環境人材育成コンソーシアムの役割 

 

（産官学民協同教育のコーディネート） 
 コンソーシアムの役割と

して、大学・企業・NGO/NPO
等の個別ニーズに応じたコ

ーディネート機能を持つこ

とが挙げられる。それには、

大学に対して外部の講師等

の活用や紹介を行う機能、関

係機関の有するフィールド

などを活用したフィールド

ワークや現場研修を推進す

る機能、関係機関のニーズに

対応した環境インターンシ

ップ制度の構築と拡充を進

める機能、関係機関がもつ個

別のリソースや知見を生か

した環境人材育成のカリキュラム・教材作成の支援・経験の蓄積・情報の公開を促進する機能、

そしてインターンシップなどに参加する学生への事前教育等の実施を支援する機能などが想定

される。 
 実際に事業として進める際には、コンソーシアム事務局にコーディネーターを配置し、学生を

受け入れる現場や大学・学生を繋ぐ役割を果たし、プロジェクトの設計を支援するとともに学生

の受け入れ先へのフォローを行うことなどが期待される。また学生に対しては、産官学民協同教

コンソーシアムの役割

③共通インフラ開発

②産官学民協同教育システムの構築

①産官学民協同教育コーディネート • インターン・現場実習等の実践型教
育の普及に向けた共有システムの構
築・普及

• 実践型教育の評価手法の研究・開発
• 大学間・大学、大学と企業・NGO等

の出会い・交流の場の設定

• 環境人材育成プログラムにかかる
データベース開発（学部・学科、研究
者・教職員、教材等）

• 環境省等モデル事業、文部科学省プ
ロジェクト等の経験・知見を踏まえた
共通・共有コンテンツ蓄積

• 環境リーダー育成実践教育プログラ
ムハンドブック策定

• 実践型教育のためのコーディネーター
の認定

• 大学（教員）・企業・NGO等の個別ニー

ズに応じた協同教育のコーディネート
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育に参加することの意識付け、動機付け、方向付けなどとともに、中間段階でのサポートを実施

し、大学に対しては、学生に対する事前・事後教育のサポートを行うとともに、評価へのサポー

トを行うことが期待される。 
 

（産官学民協同教育システムの構築） 
 コンソーシアムによって産官学民協同での教育をコーディネートするためには、産官学民協同

教育システムの構築が有効である。例えば大学間もしくは大学と企業、NGO/NPO等との出会い

や交流の場を設定するとともに、インターンシップやフィールドワーク等の実践型教育を普及す

るための共有システムを構築し、普及することが考えられる。また実践型の教育を評価する手法

を研究・開発することが望ましい。具体的には、大学間もしくは大学と企業・NGO/NPO等の連

携による実践型教育の実施に向けたセミナー・交流会、環境人材育成プログラム開発のための研

究会の開催や、インターンシップやフィールドワークを円滑に進めるために、損保ジャパンの

CSOラーニングシステム（CSO: Civil Society Organization:市民社会組織）のような、複数の大学

が共有して使えるようなシステムを構築し普及することが有効であろう。 
 また、実践型教育の成果は知識面だけで評価できるものではなく試験等での評価が困難であり、

社会での受け入れを促進する観点から、社会が求める技能を有しているかといった視点で新たな

評価手法を構築することも考えられる。そのため、環境人材の素養の習得に関する評価手法を開

発するための研究会を開催することなどを事業として実施することが期待される。さらには大学

での環境・持続可能性に関する価値観・視点を取り込んだプログラムの評価を実施することも有

効である。そのために、自主的な自己評価、あるいは外部・第三者評価などを実施し、得られた

評価を大学運営に反映させる体制を形成することが求められる。そうした作業は、教職員や学生

の意識改革にも繋がることが期待できる。 
  

コラム：損保ジャパンCSOラーニングによるインターンシップ支援 
インターンシップを通じて環境問題や市民社会のあり方などについて考え、より視野の広い社会

人として巣立っていくことを支援するために、大学生や大学院生に、環境分野の CSO でのインタ

ーンシップを促進する制度。受け入れ側には、学生を受け入れる CSO にとって、マンパワー支援

の一助となることを期待している。奨学金を希望する学生には１時間あたり900円を支給する。奨

学金は、損保ジャパン社員の寄付金である「ちきゅうくらぶ社会貢献ファンド」を活用しており、

社員が次代を担う世代の人材育成を支援している。 
 
（共通インフラの開発） 
コンソーシアムを効果的なものとするために、コンソーシアムに参加する大学が活用すること

のできる環境人材育成に係る共通インフラの開発と整備が必要である。例えば環境人材育成プロ

グラムにかかるデータベースの開発、行政の支援により進められる人材育成プログラムの開発事

業等の経験・知見を踏まえた共通・共有コンテンツの蓄積、環境リーダーシップ実践教育プログ

ラム・ハンドブックの作成、そして実践型教育のためのコーディネーターの認定、などが想定さ

れる。 
具体的には、環境人材育成のためのプログラム、カリキュラム事例、教材について日本を中心

に海外も含めて収集し、蓄積したデータベースの開発、環境人材育成のために必要な教材を開発

するための研究会や取り組み事例を共有するワークショップの開催、各大学での経験を踏まえた

環境人材育成プログラムとしての体系的なカリキュラムの共通コンテンツ開発などが考えられ

る。 
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また、大学における環境

人材育成をサポートするた

めの教育手法等を整理した

環境人材実践教育ハンドブ

ックの作成も有効である。 
さらに、大学における継続

的な実践型教育の実施にあ

たっては、大学内または地

域の関係者をつなげるコー

ディネーターが必要になっ

てくる。このようなコーデ

ィネーターの配置を支援す

るため、コンソーシアムに

おいてコーディネーターの

研修および認定などを行う

ことも期待されよう。 
  

コラム：環境人材育成のための教材開発の必要性 
「環境」については、その他の学問と比較して歴史も浅く、すでに確立した学問体系があるわけ

ではない。わが国の公害の歴史を振り返れば、環境以外の短期的利益を最優先する社会的風潮の中

で、取り組むべきことが明らかであっても、個人として取り組むことが個人の地位や利益を犠牲に

しかねない現実があった。このような過去の歴史をふりかえり、環境人材として理解すべき環境問

題の現場の複雑性の検証を通じた教訓を教材として整理することが求められる。 

 

(3) 持続的に発展するコンソーシアム形成に向けた視点 

 

 環境人材育成のコンソーシアムを確立し、持続的に発展する形で運営を進めていくために、留

意すべき視点が存在する。 
 
① 自立発展戦略 

サービスを交換し合うことで、大学・企業・NGO/NPO等すべての参加団体が受益者となるし

くみを構築すること、さらに関係者間で情報の共有化が促されるインフラやしくみづくりを進め

ることなどにより大学及び企業・NGO/NPO・行政等の高い当事者意識を促す仕掛けが求められ

る。これにより、財政・活動面の双方で自立発展が可能な構造にしていく必要があろう。 
そのためには、何らかの法人格を備えた事務局の設置と経営センスを有する専任のスタッフを

確保すること、NGO/NPO等が連携の担い手としての可能性を発揮できる適正な委託形態や支援

等を行うこと、プログラム内容や実施体制の修正を適宜行えるような手続きや制度的枠組みを確

立すること、特定のセクターのみに偏ることなく、かつ政府や行政に依存することのない自立し

た資金を恒常的に確保するメカニズムを確立すること、などが求められよう。 

 

② 既存のネットワーク・蓄積の最大限の活用・連携 

IR3S 等これまでの環境人材育成分野でのネットワーク組織や取り組みに加え、地域レベルで

の大学コンソーシアム等といった既存のネットワークと有機的な連携を構築し、知見や経験を共

コンソーシアム事務局

環境人材育成コンソーシアムのイメージ

企業

企業

企業

NGO

NGO

全国展開している企業・NGO環境人材育成のために連携している大学

大学 大学

大学

大学
大学

大学

連携

地域の企業 地域のNGO
自治体

NPO等

企業

大学

大学大学

企業

自治体 NPO等

大学

関連省庁

全
国
レ
ベ
ル

地
域
レ
ベ
ル

マッチング機能＜環境インターンシップ、現場
実習の受け入れ、共同研究、講師派遣等＞
その他の機能＜広報活動・イベント運営＞
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有化していくことが必要である。また、これまで実践が行われてきているESDの事例を蓄積し、

その共有を図っていくことは、効果的な実践を計画し考慮する上で重要である。 
 

③ 窓口機能・調整機能 

環境人材育成に関して国内外の窓口・調整機関としての機能を果たすことにより、産官学民の

連携を加速させることが重要である。 
 

④ 活動・ネットワークの段階的発展 

本ビジョンにおいて提案しているコンソーシアムの役割を有する組織の確立は、一朝一夕に実

現できるものではない。参加者のニーズに対応して段階的に活動を展開させていくことが望まれ

る。また、設立当初は日本の関係機関の参加を基本として体制を確立していくことが望ましいが、

数年後には、アジアの大学や国際機関等の参加や連携関係を構築していくことが期待される。 
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3 アジアにおける環境人材の育成に向けて 

(1) アジアの大学間の連携、ネットワークの構築等 

 
日本の学生が日本及びアジアにおいて、日本以

外のアジアの学生が母国及び日本の大学におい

て学び環境人材として活躍できるよう、日本とア

ジアとの連携を進めていくことが重要である。 
そのためには、第3章の1で論じたアジアの環

境人材育成プログラムの開発、実施にあたって、

日本の関係者間だけではなく、アジアの大学等も

参画し、各大学等の知見や環境問題のフィールド

を共有させながら進めていくことも有効であろ

う。その際、教材を e-ラーニング等のシステムで

共有するほか、日本及びアジアの大学の講師や学

生が、連携先の大学に一定期間移動し、環境人材

としての学びを実践するのも効果的であろう。 
また、各国の大学がこれまでの取り組みを強化

すると同時に、政府開発援助や国際機関等の資金

などを用いて、途上国支援の一環として大学間連

携の仕組みづくりを進めることも有効である。特

に、アジアの大学間での知見の共有化をしながら

環境人材を連携して育成していく取り組みを通

じて、アジアの学生が母国の大学で環境について

学ぶことを促進するスキームも必要である。 
このような大学間連携を促す仕組みとしては、アジアの大学間のネットワーク及び共同プロジ

ェクトの構築が有効であろう。これまで、LEAD6、IPoS7 等の取り組みが進められているほか、

国連大学が中心となって、ProSPER.Netの構築が進められているところである。今後は、これら

の取り組みを進展させていくとともに、第3章の2で論じた日本のコンソーシアムの活動と連携

させながら、日本とアジアの大学との協同により、持続可能なアジアに向けた環境人材の育成を

進めていくことが望まれる。 
さらには、各界との連携を促進しつつ環境人材の育成と輩出を図っていくためにはアジアにお

いても日本のコンソーシアムと同様のものを置くことも、効果的である。 

 

                                                 
6 環境と開発のためのリーダーシップ（Leadership for Environment and Development）は、1991年にロックフ

ェラー財団の支援により創設された、持続可能な開発を目指す専門家の国際的ネットワークの呼称。 
7東京大学とアジア工科大学院（AIT）が実施する、アジアと地球の持続可能性を考えるサマーワークショ

ップ（Intensive Program on Sustainability・IPoS）プログラム。2004年以来毎年、東京大学、AIT、AGSメン

バー校、IR3S連携校からの参加者により、文化的学問的背景の異なる学生と教員によるプログラム運営や

ネットワーク形成を行っている。 

現場で真に必要
とされる

環境人材の育成

アジア諸国政府の支援アジア諸国政府の支援

Ｄ国

Ｃ国

Ｂ国

環境人材育成に取り組むアジアの環境人材育成に取り組むアジアの
大学のネットワーク化大学のネットワーク化

Ｅ国

体制

機能

• 教材・プログラム等の知見の共有
• アジア的知見を活用した共同プログラム
• 学生・教官の人材交流
• 環境人材のネットワーク化 等

特徴

Ａ国

Ｆ国

等

• アジア各国の現場で活躍できる人材育成
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コラム：国連大学「Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research Network 
（ProSPER.Net）」によるアジアの大学間連携構築の試み 

国連大学高等研究所によるアジアの環境大学院ネットワーク・イニシアティブ。2007 年 11 月横

浜において、アジア太平洋地域の 11 の大学の代表者の参加を得て第一回会議を開催し、大学にお

ける ESD の取り組みについての情報交換やコンセプトペーパーについての議論が行われ、ネット

ワークに関する憲章が合意された。 
11 月の第一回会議では、大学院生の持続可能な開発に関する活動への関与の推進、大学教員養

成・学校教員養成、政府職員研修、持続可能な開発の要素をビジネススクールのカリキュラムに統

合あるいはプログラム展開、持続可能な開発に関する事例研究、高等教育機関の持続可能性に関す

る取り組みのマッピング（取り組み状況を把握するためのリサーチ）、地域・地元の人々が関わる

ことができる活動、修士・博士課程学生対象のサマースクールの開設、持続可能な開発に関する大

学教員の協同促進、という9つの共同プロジェクトが提案された。2008年3月に開催された研究・

組織会合では、このうち行政官向けマスターコース及びビジネススクールにおける環境人材育成プ

ログラムに関する共同プロジェクトを優先して実施することが合意された。 
2008年6月には、ネットワークが正式に設立され、各種プロジェクトが展開されることが予定さ

れている。 

 

(2) アジアにおける環境人材育成のためのインセンティブづくり 

 

 アジアにおける環境人材育成をすすめていくためには、アジアの大学において環境人材の育成

を促進する一方で、各人に対する環境人材として活躍することへのインセンティブを付与するこ

とが不可欠であろう。 
また、アジア等発展途上国の人材が先進国の大学に留学した場合は、母国に戻らず先進国にと

どまり、先進国で就労する場合が多い。これは、各人の幸福追求にとっては意義があることであ

っても、途上国の能力流出を引き起こす結果となる。持続可能なアジアの実現のためには、アジ

ア規模で行動できる日本人の環境人材だけでなく、母国に根を張り、母国の資源を最大限に活用

して活躍できるアジア人の環境人材を増大していくことが必要不可欠である。そのためには、（1）
を通じて母国で環境人材を育成できる大学を拡大させていくとともに、母国で環境人材として活

躍することに対して、社会的評価を与える等の各人へのインセンティブ付与等も重要である。 
そのためには、例えば政府開発援助や国際機関等の資金を活用してアジアに環境の大学院を設

置しそこで先駆的で高度な学びの場を提供することが、環境人材として活躍することを希望する

アジアの学生への直接的なインセンティブとなろう。 
さらに、日本及びアジアの環境人材間のネットワークを構築し、交流を深めることなどにより、

生涯における環境人材としてのスキルアップの仕組みを作り、環境人材であることの社会的意義

を高めていくことも求められよう。 
 

(3) 本ビジョンの他地域への活用・展開 

 

本ビジョンはアジア・太平洋諸国における持続可能な発展に取り組む人材育成を主な対象とし

て検討を行ったが、その内容にはアフリカやラテンアメリカ、島嶼地域等の他地域においても活

用できる考え方が多く含まれている。気候変動への適応策の必要性などに伴い、環境人材育成の

重要性はアフリカ等の他地域でも増してきており、本ビジョンを、アフリカ等に対する日本の国
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際協力・開発援助協力に活用することも有用であろう。アフリカ開発会議（TICAD）、アジア・

アフリカフォーラム等の場を通じて、アジアの経験をアフリカと共有する地域間協力も進められ

てきており、そうした局面においても、本ビジョンを活用されることが期待される。 
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4 大学における環境人材育成促進に向けた各主体の取組 

 
これまでの検討内容に加え、アジアにおける持続可能な社会の構築を担う人材育成を大学にお

いて進めるために、大学以外の各主体に求められる取り組みをとりまとめる。 
 

(1) 環境省等政府における取組 

 

① 大学での環境人材育成プログラムの開発・実証への支援 

大学で取り組みが始められつ

つある環境人材育成プログラム

を、第 3 章の 1 で論じた視点か

らより充実させていくという観

点から、大学における、企業、

NGO/NPO、行政等の社会の受け

入れ側と連携して進められる環

境人材育成プログラムの開発・

実証を促進し、その実施を奨励

するような支援を行っていくこ

とが求められよう。その際、特

に、日本の大学間での連携、ま

たは日本とアジアの大学間での

連携により、それぞれのリソー

スを生かしながら、持続可能な

社会構築のために必要な人材育

成が効果的に行われる取り組み

を支援していくことが望まれる。 
 

② 環境人材育成を目的とした産官学民連携コンソーシアムの立ち上げ支援 

大学間、もしくは大学と企業・NGO/NPO・行政、そして国際機関等との連携を具現化し、連

携に基づく確固とした基盤を持って環境人材の育成を促進するためには、環境人材の育成を主目

的とした産官学民連携のコンソーシアムの立ち上げが重要となる。その場合、設立当初数年間、

すなわちコンソーシアムの活動が本格開始するまでの間は、行政からの支援がなされることが必

要であろう。一方、コンソーシアムの活動が本格軌道にのってからは、自立的に活動を継続・発

展させていけるようになることが望ましい。そのためには、コンソーシアムの活動に継続して参

加する団体を確保するのと同時に、継続して資金が確保できるような会費のシステムや会員制度

を確立していくことが重要である。 
第3章の2で提案したコンソーシアムの活動を展開していくにあたって、当初は、上記の環境

人材育成プログラムの開発・実証支援と一体となって、活動基盤を構築していくことが適当であ

ろう。また、コンソーシアムの基盤が確立した後には、アジアの大学との連携関係を構築するた

めの支援や育成された環境人材のネットワーク構築支援等が行われることも有効であろう。 

モデルプログラム開発・普及モデルプログラム開発・普及

強い意欲
• 環境悪化の現場やそれに苦しむ被害者等との意見交換を通じ、環境問題の

実態や人間社会に与える影響の甚大さを体感（現地見学/ロールプレイ等）

• 地球環境問題等の科学的知識を得る講義・グループワーク

• 環境問題を理解し、各自の専門の視点から環境保全に貢献する方策を企
画構想するのに必要な技能の習得（講義、実験、演習等）

• 環境・社会・経済の統合的向上という容易な解のない問題への態度やスキ
ル習得（ロールプレイ、ケーススタディ等。アジアの学生との実施）

• 問題解決型フィールドワーク、インターンシップ

学部教養科目を想定

専門科目を想定

大学院を想定

Ｔ字型専門性

リーダーシップ

各
専

門
各

専
門

副
専

攻
副

専
攻
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大学大学

産学官民連携の環境人材育成コンソーシアム産学官民連携の環境人材育成コンソーシアム（仮称）（仮称）

企業等企業等** 行政行政

NGONGO

会費による
自立運営

体制

活動エリア

環境人材育成プログラム
開発支援

対アジア向け
プログラムの
情報集約・
発信機能

産学連携強化

（例：環境ビジネス
展開に向けた
共同研究の推進）

③共通インフラ開発
教材・プログラム共有等

②産官学民協同教育システム構築
人材ニーズ共有・プログラム共同開発等

①産官学民協同教育コーディネート
インターン・研究マッチング等

機能

国際国際
機関機関

 
     ＊注：「企業等」は民間企業のほか、第一次産業事業者を含む。 

 

③ その他の環境人材育成支援策の検討 

環境人材の育成と人材の活用促進にあたって、政府が行うことが可能な取り組み例としては、

「環境プランナー」のような企業等社会の受け入れ側が参照できる環境人材に係る資格・認定制

度の充実とその広報、大学が行う環境人材育成の取り組み等に対する表彰・推奨制度の導入等が

考えられる。これらについては、(1)および(2)の取り組みの進捗状況をみながら、取り組み方策

の検討が行われることが望ましい。 
また、環境人材の社会的受け入れを促すために、大学における環境人材育成プログラムの開

発・実証にあたって、人材受け入れ側の立場から必要な技能、ニーズを提示していくとともに、

外部講師として実践の現場から得られた知見、知恵の提供、または人材育成に必要な実践の学び

の場の提供が行われることが望まれる。 
 

(2) 企業及びNGO/NPO等における取組 

 

 環境問題等の解決に実際に取り組んでいる企業及びNGO/NPO等に関しては、環境人材育成を

目的とした産官学民連携コンソーシアムへの参加を通じて又は個別の大学との連携関係の中で、

大学における環境人材育成プログラムの開発・実証にあたって、人材受け入れ側の立場から必要

な技能、ニーズを提示していくとともに、外部講師として実践の現場から得られた知見、知恵の

提供、または人材育成に必要な実践の学びの場の提供が行われることが望まれる。このような大

学等との連携を通じて、企業の本業における持続可能性の追求及びNGO/NPOの持続可能な社会

作りに向けた活動の一層の進展につながっていくことが期待される。 
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平成19 年度「持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン」 
 

検討会委員名簿 

（五十音順・敬称略） 

 

氏  名 所 属・役 職 （委員就任時点） 

鮎川 ゆりか WWFジャパン気候変動プログラム特別顧問 
鵜野 公郎 LEADジャパンナショナルプログラムディレクター 
神保 重紀 (株)日経ＢＰ日経エコロジー編集長 
竹内 よし子 (特活)えひめグローバルネットワーク代表 
棚田 和也 東京都環境局環境政策部副参事（環境政策担当） 
谷 達雄 (株)リコー理事・技師長 社会環境本部長 
玉 真之介 岩手大学理事（学務担当）・副学長 
堤 恵美子 (株)タケエイ取締役 
中川 直洋 ワタミ㈱社長室長 
長谷川 雅世 トヨタ自動車㈱CSR・環境部CSR 室長 
浜中 裕徳 慶応大学環境情報学部教授 

◎廣野 良吉 成蹊大学名誉教授 
俣野 実 大成建設(株)土木営業本部理事・副本部長 
味埜 俊 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化

環境学専攻教授 
宮城 治男 (特活)エティック代表理事 

○安井 至 国際連合大学副学長 
◎ 座長  

○ 座長代理  

 

 

54



持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 開催経緯 
 
平成19年7月23日 第1回検討会開催 

 本検討会の開催趣旨について  
 アジア環境人材育成イニシアティブについて  
 持続可能なアジアに向けて必要な環境人材について  
 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョンの策定について 

 
8月27日 第2回検討会開催 

 大学における環境人材の育成について  
 アジアの大学間ネットワークによる環境人材育成について  
 長期的な視野を持った企業の環境経営について  
 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン骨子案について 

 
9月20日 第3回検討会開催 

 大学と企業・NGO/NPO等が連携して行う環境人材の育成について  
 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン論点整理(案)につい

て 
 
11月22日 第4回検討会開催 

 企業・NGO/NPO等が大学と連携して行う環境人材の育成について  
 大学生が行う環境活動を通じた環境人材の育成について  
 論点整理案への意見公募および実施中の調査について 

 
平成20年1月23日 第5回検討会開催 

 アジアで必要とされる環境人材像について  
 これまでの調査の結果について  
 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン一次素案について 

 
2月28日 第6回検討会開催 

 環境人材育成ワークショップの結果について 
 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン案について 

 
3月12日 第7回検討会開催 

 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョンについて 
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持続可能なアジアに向けた大学における
環境人材育成ビジョン

添付資料

第1章

• アジアの経済社会動向
• アジアにおける環境問題の現状と今後の予測
• 環境・持続可能な開発の将来ビジョン
• 環境人材育成が果たす役割・貢献

第2章

• 大学における環境人材育成の現状
• 大学における環境人材育成：事例
• 大学における環境人材育成の取組
• 学部ごとの環境関連分野の扱い
• 環境人材育成のためのさまざまな教育
• 主要国別調査
• 大学等でのESDに関する国際的動向

• 欧米の大学における取組事例
• 米国における環境インターンシップ
• 環境人材としての資格・認定制度
• 海外における大学ネットワークの事例

第3章

• 産官学コンソーシアムの事例
• 連携型コンソーシアム

ESD関連文書

• 第4回環境教育に関する国際会議（アーメダバード）
政府セッション要旨

• アーメダバード宣言(2007)
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※ この添付資料は、「持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン」を作成するに際し、収集し
た情報の中で特に有用と思われるものを抜粋して取りまとめたものです。
特に出所を明記していない資料については、地球環境戦略研究機関(IGES)及び環境省が作成したものです。
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出所： United Nation Population Division (2007) World Population Prospect

アジアの貧困
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出所：Asia Development Bank (NA) Key Indicators 2006

残存するアジア
の貧困層

アジアの各国では、環境問
題に直接関係がある貧困層
が多く人口の増加が貧困の
拡大に拍車をかけている。

アジアの経済社会動向（１）

主要国人口将来予測
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アジアの経済社会動向（２）

国内生産や経済成長率に
ついては、アジア、特に中国
とインドでその伸びが顕著と
なってきており、これらの国
のエネルギー消費量もいず
れ先進国のそれを超えるこ

とが予想されている。

出所： US Energy Information Administration (2007) International 
Energy Outlook 2007

出所： World Bank (2007) World Bank Data Base
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地球温暖化の予測

将来の気温上昇の予測将来の気温上昇の予測

IPCCでは、いくつかの気温上昇のシナリオを作成している。環境の保全と経済の発展が地球規
模で両立する社会のシナリオでは、1980年から1999年までに比べ、21世紀末（2090年から
2099年）の平均気温上昇は1.1～2.9℃と予測する一方、化石エネルギー源を重視する社会シナ
リオでは、平均気温の上昇を2.4～6.4℃と予測している。

出所：気候変動に関する政府間パネル (2007) 第4次評価報告書第1作業部会報告書

複数のモデルによる地球平均地上気温の上昇量

アジアにおける環境問題の現状と今後の予測（１）

• 2020年までに7,500万～2億5千万人に水ストレス

• いくつかの国で、降雨依存型農業からの収穫量が
2020年までに50%程度減少

• 21世紀末に海面上昇適応コストがGDPの5～10%に

アジア

• 2050年代までに10億人以上に水不足の悪影響

• 洪水と干魃に伴う下痢性疾患の増加
• 沿岸の海水温度の上昇によるコレラ菌の存在量/毒性の増加

• 21世紀半ばまでに、穀物生産量は、東・東南アジアで最大20%増加。
中央・南アジアで最大30%減少

オーストラリア・
ニュージーランド

• グレートバリアリーフやクイーンズランド湿潤
熱帯地帯を含む場所で2020年までに生物多
様性の著しい損失

ヨーロッパ

• 山岳地域で、氷河の後退、雪被
覆の減少、広範な生物種の喪失
（高排出シナリオで、ある地域で
は2080年までに最大60%喪失）

• 熱波と森林火災に起因する健康
リスクの増加

ラテンアメリカ

• 今世紀半ばまでにアマゾン東部地域の熱帯
雨林がサバンナに徐々に代替

• 多くの生物種の絶滅による生物多様性の重
大な損失のリスク

北アメリカ

• 西部山岳地帯で、水資源をめぐる競争が激化

• 現在熱波に見舞われている都市で、今世紀中
に熱波の数、強度、継続期間の増加による健
康への悪影響

極域

• 氷河・氷床の縮小、渡り鳥、哺乳動物及び高位捕食者など多くの生物に悪影響

• 北極では、海氷面積・凍土の減少、沿岸浸食の増加、凍土の季節的な融解深度の増加

アフリカ

小島嶼

• 海面上昇による浸水、高潮、浸食及びその他
沿岸災害の悪化による社会資本、住宅地、施
設への脅威

• 中高緯度の小島嶼で非在来種の侵入の増加

出所：気候変動に関する政府間パネル (2007) 第4次評価報告書第2作業部会政策決定者向要約

地球温暖化によって予測される世界の危機
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世界の廃棄物発生量は、2000年の約127億㌧から2050年に約270億㌧にまで増

加すると予測。

特に途上国では、経済成長に伴い、都市ごみの一人当たりの発生量が急増する見
込み。

出所：吉澤佐江子・田中勝・Ashok V. Shekdar (2006) 世界の廃棄物発生量の推定と将来予測に関する研究

世界の廃棄物発生量の将来予測

Solid Waste Generation in the World 2000-2050
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アジアにおける環境問題の現状と今後の予測（２）

中国をはじめとしたアジア地域における資源需要の増大を背景に、循環資源の国
際移動が増加。特に日本からの循環資源輸出量は、10年間で約9倍に増加。

中古製品と称して、バーゼル法の規制対象となる循環資源の偽装貿易が行われた
り、途上国において環境上不適切なリサイクルが行われたりしていると指摘されて
いる。

出所：中央環境審議会循環社会計画部会

日本からの循環資源の輸出量の推移
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100万㌧

有害廃棄物等の越境移動の推移

出所：Basel Convention
出所：Ministry of Natural Resources 
and Environment, Thailand

途上国におけるリサイクルの様子

循環資源・廃棄物の輸出入量の推移
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アジアにおける環境問題の現状と今後の予測（３）

第１の危機
人間活動による生態系の

劣化・破壊

第２の危機
里地里山における人間の

働きかけの後退

第３の危機
外来種等による生態系の

かく乱

出所： コンサベーションインターナショナル

生物多様性のホットスポット

特に東南アジア地域の生物
多様性の保全が緊急課題

生物多様性のホットスポットとは、多様な生物が生
息しているにもかかわらず、絶滅に瀕した種も多
い、いわば世界的な生物多様性重要地域をさす

地球温暖化の進行によっ
て生物多様性が劣化する。
今後、相乗的に地球生態
系の悪化が加速し、人類
の生存基盤に重大な影響
を与える可能性があると
指摘されている。

地球温暖化の進行によっ
て生物多様性が劣化する。
今後、相乗的に地球生態
系の悪化が加速し、人類
の生存基盤に重大な影響
を与える可能性があると
指摘されている。

日本列島は、元来豊かな生物多様性を有すること、
アジア太平洋地域等に生息する多くの渡り鳥の経路
上にあることなどから、日本の生態系の破壊・分断・
劣化が、世界の生物多様性にも影響を与える可能
性があると指摘されている。

生物多様性の３つの危機

年間0.5%以上の減少

年間0.5%以上の増加

年間0.5%以内の増減

インドネシア、カンボジア、ミャ
ンマー、北朝鮮、モンゴルなど

で森林減少が顕著

出所：Food and Agriculture Organization (2005) World Resources 2000-2001

世界の森林地帯純変動（2000～2005年）
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出所： Wood, S., K. Sebastian and S. Scherr (2000) Pilot Analysis of Global Ecosystems

砂漠化・土地劣化問題

アジア地域の中で、砂漠化・
土地の劣化が著しいのは、
牧畜・降雨依存型農業・灌漑
農業の盛んな半乾燥地帯で
あり、その中でもとりわけ途
上国で、砂漠化・土地劣化問
題の多くが発生している。

砂漠化・土地劣化問題と
は、植生に覆われた土地
が不毛地になっていく現

象を指す。今日問題となっ
ている砂漠化・土地劣化
問題の多くは、人類の活
動が原因となる人為的な
行為によって引き起こされ
たものである。砂漠化や
土地の劣化は、気候変化
の原因ともなる。土壌など
地表の構造が崩れるなど
の原因となることから、植
生の復活が困難になる。

アジアにおける環境問題の現状と今後の予測（４）

淡水資源の需要と供給のバランスの予測

淡水資源をめぐる４つの問題

• 安全な飲み水を得ることができない多数の人々
• 地下水の過剰な汲み上げによる農耕地の不毛化
• 水資源の過剰利用と汚染による生物多様性の低下
• 水資源の不足による地域紛争

アジア地域では、特に人口の増加が見込まれてい
る国々で、現在すでに顕在化している諸問題が拡
大していくことが予測される。また過剰な淡水資源
の摂取や地下水への依存が、他の環境問題に連
鎖的に拡大していくことが危惧される。

出所： UNEP (1999) Global environmental outlook 2000 (GEO)
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2050年の産業の姿

2050日本低炭素社会シナリオによる将来像

第一次産業
シェア低減・輸入依存率増加

第二次産業
高付加価値化進展・海外生産拠点

第三次産業
シェア増大・生産性向上

シナリオA：ドラえもん
一人あたりGDP成長率２％

「活発で回転の速い技術志向型社会」
経済発展・技術開発志向を重視

シナリオB：サツキとメイ
一人あたりGDP成長率１％

「ゆったりでややスローな自然志向型社会」
地域・自然志向を重視

第一次産業
シェア回復・農林水産業復権

第二次産業
地域ブランド・多品種少量生産

第三次産業
シェアやや増大・ボランディア普及

両シナリオの調和・混在

2050年現在

一人あたりGDP

どちらのシナリオとなっ
ても、 日本はCO２を

1990年比で７０％削減

するポテンシャルを有
する！

工業系
技術者
および
第三次
産業の
従事者

全産業の
従事者

特に活躍が
期待される

人材

『2050日本低炭素社会シナリオ』： 技

術イノベーションと住みやすい街づくり
等社会そのものを変革するようなイノ
ベーションを織り込み、2050年の望ま
しい将来を想定し、2050年段階にお

ける我が国の削減ポテンシャルを推
測した、国立環境研究所を中心とした
「脱温暖化2050プロジェクト」調査の

成果報告

2050年における産業構造
（『2050日本低炭素社会シナリオ』より）

シナリオA・B共通して、サービス業の進展、電気機械・輸送機械産業の増加、エネル
ギー多消費型産業の縮小が予測される。特にシナリオA（活発社会）では、商業等の

サービス業、電気機械・輸送機械等の製造業の伸びが顕著。

環境・持続可能な開発の将来ビジョン（１）

2050年をターゲットに
した環境・持続可能な
開発に係るビジョン例

■21世紀環境立国戦略
（美しい星50）

■2050日本低炭素社
会シナリオ

↓

《2050年における持
続可能な社会像》

2050年の目標：美しい星50 (Cool Earth 50)

出所：内閣総理大臣 (2007) 美しい星へのいざない

出所：2050日本低炭素社会プロジェクトチーム (2007) 2050日本低炭素社会シナリオ 出所：2050日本低炭素社会プロジェクトチーム (2007) 2050日本低炭素社会シナリオ
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概要：世界的なエネルギー需要が増大する中、持続可能なエネルギー需給構造に裏打ちされた社会を実現する
ための鍵となるエネルギー技術について、地球的規模で将来顕在化することが懸念される資源制約、環境制約
を乗り越えるために求められる技術の姿を、逆算（バックキャスト）することによって描き出したビジョン。

GDP 当たりのCO2 排出
原単位を、現状比で

２０５０年に１／３以下
２１００年に１／１０以下

にするというバックキャスト

日本およびアジア主要国における2020年の
環境ビジネスの拡大予測

環境省（2004年3月）

概要：、中国、インド
ネシア、インド、タイ、
ベトナムの各国にお
ける現状と将来の環
境ビジネスの潜在的
な市場規模（水、廃
棄物、新エネルギー、
大気、環境サービス、
クリーン開発メカニズ
ムの６分野）の推計
を試みたもの。

アジア主要国の環境ビジネスの
現状と将来

①アジア主要国の環境ビジネス
潜在市場規模の現状値は、約
210－250 億US$と推計。

②中国が全体の約半分を占め、
次いでインドが全体の1/4 を占め

る。
②2020 年には、全体で約1,340
－1640 億US$、中国が約2/3 を
占める。

日本における環境ビジネスの現状と将来

①日本では、環境ビジネスの市場規模が2000 年現在で
約30 兆円、2020 年には58 兆円に達するものと予測（平
成15 年環境省）されている。
②これに伴う雇用規模は、2020 年に約124 万人に達す

ると予測されている。
③日本では、環境に関連するビジネスが今後の経済を牽
引する成長産業と位置付けられ、発展が期待されている。

アジア主要国の環境ビジネスの現状と将来

出所： 環境省「アジア主要国の環境ビジネスの潜在市場
規模推計に関する調査」（平成１６年３月）

環境・持続可能な開発の将来ビジョン（２）

2030年の日本の産業・就業の姿
①製造業については、数多くのフロントランナーがイノベーションを主導する
中で、高い生産生の伸びを確保することで、アジア諸国に対する競争力が維
持され、製造業の生産は増加する。
②非製造業については、所得増加がサービス需要を伸ばすことから、製造
業を上回る率で増加する。
③製造業がより労働制約的になるため、非製造業の雇用に占める割合が増
大する。

「日本21世紀ビジョン」における2030年の日本
内閣府（2005年5月）

日本が2030年に目指すべき3つの将来像

世界に開かれた大学づくり（最重要項目10の中の第４番）

○ 21 世紀は、知識・情報が最も価値を持つ時代であり、知識・情報が集積し、創造

されるところに、人、モノ、カネも集まる。そうした中で、日本の大学を、日本のみなら
ず、アジア、世界の「知の拠点」としていくことは、日本がアジアと世界のゲートウェ
イとなることを目指す上で、極めて重要な課題である。

○ そのためには、各大学が、国際的に魅力のある質の高い教育・研究を生み出し

ていくことが重要であるが、その手段として、学生や教員等の国際交流の拡大や、
海外の大学との教育・研究両面での連携等を促進し、大学の国際化を進め、海外
の活力を日本の大学に取り込んでいくことが、多くの大学にとって有効である。大学
の国際化は、イノベーションの創出拠点としての大学を活性化し、日本全体のイノ
ベーション力を高めることにもなる。

○ こうした観点から、以下の取組みを進める。 なお、大学の国際化は、学生や教員

等の国際交流の拡大、キャンパスの多言語化・多国籍化、ダブル・ディグリー・プロ
グラム等の提供、国際共同研究の実施・参画、海外拠点の設立・運営、国際的な認
知・評価の向上などを含む多様な概念であり、全ての大学が一律に志向すべきもの
ではなく、各大学が、自らの特色を踏まえて、自主的に取り組むべきものである。

(１)大学の国際化の状況に関する調査の実施・公表
(２)大学の国際化に向けた競争的な資金配分の抜本的な拡充
(３)各大学及び第三者機関による大学の国際化の評価の充実

基本理念

１．『開放的で魅力ある日本を創る』
～訪れたい、学びたい、働きたい、住みたい国に～

２．『開かれたアジアを共に創る』
～経済を中核とした開放的な地域秩序の維持・進化～

３．『互いを尊重し、共に生きる』
～多様性を前提に相互理解・相互信頼の関係を構築～

「アジア・ゲートウェイ構想」 内閣府（2007年5月）

「超長期エネルギー技術ビジョン」
経済産業省（2005年）

出所：内閣府 (2006) 日本21世紀ビジョン 出所：経済産業省 (2005) 技術戦略マップ

出所：アジア・ゲートウェイ戦略会議 (2007)  アジア・ゲートウェイ戦略 出所：環境省 (2005) アジア主要国の環境ビジネスの潜在市場規模推計に関する調査
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「リコーグループ」による超長期環境ビジョン

これからの製品づくり・事業所の活動・
環境社会貢献の基盤となる考え方

2050年の時点で、地球上

のすべての人が限りある資
源を活用して豊かに暮らす
には、先進国は現在の１／
８、途上国は約２倍のエネ
ルギーで生活しなければな
らない。

これにしたがって、リコーで
は、「2050年に事業活動で
発生する環境負荷を2000
年の１／８にする」という長
期ビジョンを描いている。

このビジョンの達成を目指し
て、製品づくりや事業活動を
すすめていくとともに、人材
の育成やその他の活動が
進められていくことが予測さ
れる。

「持続可能な環境共生都市」
のビジョン

①気づいて、変わっていくまち
②自分の「体調管理」をきちんと
するまち
③コミュニティー全体で世界の課
題に取り組むまち
④自然とのつながりを大切にし、
緑や生き物でにぎわうまち
⑤世界へ、いい波紋を広げるま
ち
⑥他の地域に支えられていること
への、責任を果たすまち
⑦時代に応じて「自己進化」する
まち
⑧みんなが安心・安全に過ごせ
る快適なまち

「大丸有環境ビジョン」
2007年5月

大手町・丸の内・有楽町地区開発
計画協議会

「大手町・丸の内・有楽町地区開発計画協議会」によ
るビジョン

ビジョン達成のためのロード
マップ

①環境関連データのセンシング・
蓄積・活用
②大丸有地区を超えた貢献と情
報発信
③環境・エネルギーマネジメント
システムの構築
④環境負荷の低い新たな交通・
物流システムの構築
⑤水系の活用・水網都市の復権
⑥外部空間・公共空間の体系的
活用
⑦廃棄物の多段的活用
⑧脆弱性克服を通じた環境負荷
抑制
⑨新たな環境ビジネスの創出と
育成

環境ビジョンの骨子

「大丸有1000年の計」

として作成

2021 年のスウェーデン：持続可能な経済・社会像

①我々は、今よりも小さく、エネルギー効率の良い住宅に居住
している
②食料生産に用いられるエネルギーは１／３削減されている
③我々が消費する肉は、すでに開墾された土地で草を食んで
育った牛やひつじのものである
④我々の乗用車はエネルギー効率が高く、店や職場への移動
の多くは通信手段によって代替されている
⑤60 万ha の農地は、バイオエネルギー作物の栽培にあてら
れている
⑥窒素肥料を用いるなどして集約的に管理される森林もある
が、それよりも多くの森林が自然のまま残されている
⑦家庭用品と家電は、現在の４分の１のエネルギーと素材で
作られる

「2021 年のスウェーデン：持続可能な社会に向けて
（1999年）」

「Sweden in the Year 2021: Toward a sustainable 
society」

スウェーデンが持続可能な開発を
達成するための条件

①人々の健康と環境が被害やその他の問題から保護されて
いる
②貴重な自然や歴史的環境が保護されている
③生物多様性が維持されている
④土壌、水、その他の物理的環境が、生態学的、社会的、文
化的、経済的価値が損なわれないような方法で利用されてい
る
⑤循環プロセスを構築するため、再利用やリサイクルを含め、
エネルギーや原料の保全が促進されている

概要：次世代に主要
な環境問題を解決し
た社会を手渡す、と
いう最終目標を実現
するために、バック
キャスティング法によ
り策定したスウェー
デンの国家目標およ
び長期計画。

概要：2002年の持

続可能な開発につ
いてのヨハネスブ

ルグサミットに向け
て、ドイツ政府から
提出されたもの。目
標年度は一定では
ないが、2020年頃

までを想定して作
成されている文書。

ドイツ：持続可能な経済・社会像

①2020年までにエネルギーと資源の生産性を2倍にする
②2005年までに、ＣＯ２排出量を1990年比25％削減
③2000年から2010年の間に、再生可能エネルギーの割合を主
要なエネルギー消費の４．２％に、電力使用量の１２．５％にす
る
④2020年には、新しい土地利用を一日３０ｈａ以内にする
⑤種を保存する・生活環境を守る
⑥2006年に連邦予算を均衡させ、2007年からは国家予算の黒
字を返済に回す
⑦明るい投資環境をつくる
⑧2010年までに、政府と民間の研究開発費をＧＤＰ比約３％ま
で引き上げる
⑨大学入学適正や職業訓練を持たない２５歳の割合（現在10
～12％）を2010年までに約１／３削減し、2020年までには４％
にする。

教育の分野における戦
略としては、高等教育の
強化が中心となっている。
ドロップアウト率を低下さ
せるとともに、左図のよう
に、大学入学者の割合を、
2010年までに40％にす

るという目標も提示して
いる。

「ドイツの展望：持続可能な開発に向けた我々の戦略
（2002年）」

「Perspectives for Germany: Our Strategy for Sustainable 
Development」

環境・持続可能な開発の将来ビジョン（３）

出所：リコー (N/A) 超長期ビジョン 出所：大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 (2007)

出所：Olsson, M. and Sjöstedt, G. (2004) Systems Approaches and Their Application 出所：Government of Germany (2002) Perspective for Germany
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環境人材育成が果たす役割・貢献

大学の卒業生の多くは、企
業や行政を進路として選択
し、社会形成の担い手とし

て活動を開始

卒業後に社会人となり、社
会生活や企業活動の中で、
環境と経済の好循環を具
体化する事業・活動を展開

する人材の育成

経済効率性の高い環境技
術の開発、環境経営の展
開、環境政策の立案等を
押し進める人材の育成

環境保全・持続可能型
新技術・新製品の開発

新製品の開発・
新サービスの

提供

業務に環境配慮を導入
持続可能なサービスの提供

持続可能な社会
の形成に寄与

一般の学生（非環境専門家）

専門コース・大学院の学生（環境専門家）

持続可能な
アジアの実現

環境負荷の
低減、高い経

済性

青年よ、環境マインドを抱け！

経済社会の変革に向け、大学で
の「環境人材」の育成に着目

環境人材が果たす貢献のイメージ

環境人材が果たす役割のイメージ

研究所・研究所・工場工場 オフィスオフィス

研究者・研究者・

技術者技術者

企業内の企業内の

営業、企画営業、企画
担当者担当者

環境人材

環境人材

企業内の企業内の
環境部局の環境部局の
担当者担当者

地域地域

環境人材

地域づくりのコー地域づくりのコー
ディネーター・プロディネーター・プロ
デデューサーューサー

金融金融

投融資投融資投融資

アナリスト・ファアナリスト・ファ
ンドマネジャーンドマネジャー

環境人材

技術開発・設計・製
品開発・製造プロセ
ス開発 等

技術開発・設計・製技術開発・設計・製

品開発・製造プロセ品開発・製造プロセ
ス開発ス開発 等等

戦略立案、
研修 等

戦略立案、戦略立案、

研修研修 等等

新規事業企画・
実施 等

新規事業企画・新規事業企画・

実施実施 等等
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0 10 20 30

スポーツ

生活・文化

芸術・メディア

社会

人文

語学

理工学

法学

総合政策・経営・経済

国際

教育

医療・福祉

環境

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

環境系の専攻・学科環境系の専攻・学科環境系の専攻・学科

一般の大学
全756大学

（Ｈ19）

一般の大学一般の大学
全全756756大学大学

（Ｈ（Ｈ1919））

環境系大学院
139研究科

（Ｈ19）

環境系大学院環境系大学院
139139研究科研究科

（Ｈ（Ｈ1919））

環境系大学
195大学

（Ｈ19）

環境系大学環境系大学
195195大学大学

（Ｈ（Ｈ1919））

一般の大学院
全598研究科

（Ｈ19）

一般の大学院一般の大学院
全全598598研究科研究科

（Ｈ（Ｈ1919））

非環境系の専攻・学科非環境系の専攻・学科非環境系の専攻・学科

日本の高等教育機関日本の高等教育機関日本の高等教育機関

「環境」の語を含む学部・
学科・研究科・コースを持

つ大学・大学院

「環境」の語を含まない
すべての大学・大学院

大学における環境人材育成の現状（１）

入学定員
学科・課

程数
学部数大学数

２４,６５１２８６２２４１８０計

１７,０７９１６５１３０１１２私立

１,８４１３５１８１６公立

５,７３１８６７６５２国立

学部名または学科・課程名に「環境」の語を含む大学
（平成１９年度）

• 毎年平均５０学部
程度新設される。

• 環境系および経
営・経済・情報系
の学部の新設は
減少傾向。

• 増加傾向にあるの
は教育系と医療・
福祉系の学部の
新設。

新学部設置数

H10 52学部

H11 48学部

H12 78学部

H13 54学部

H14 52学部

H15 39学部

H16 43学部

H17 52学部

H18 38学部

H19 41学部

直近10年間における新学部の設置状況
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大学での「環境」に関する教育の取り組み

学部・学科レベル

全学での取組み
専門課程として環
境系学部・学科・
履修コースを設置

一般教養課程重視

日本では鳥
取環境大学
などに見られ
るモデル。全
学生を対象に、
全在学期間
を通じて環境
のプログラ
ム・体験機会
などを提供す
るアプローチ。

一般教養課
程を重視する
モデル。教養
課程・科目で
環境に関する
講義やカリ
キュラムを提
供するアプ
ローチ。基本
的に全学生を
対象としてい
る。

専門的な知
識・技能の習
得を目的とす
るモデル。学
部・学科・履
修コースを設
置し、環境教
育を実施する。
多くの環境系
の学部・学科
がこれに該当
する。

早稲田大学
人間環境科学科

鳥取環境大学

岩手大学

慶応大学
環境情報学部

愛媛大学

法政大学
人間環境学部

大学院レベル

環境系大学院
の設置

大学院に環境系
履修コースを設置

教養的「環境」学 実務系教育

環境専門家
を育成するア
プローチ。対
象は少数だ
が内容は分
化・高度化さ
れ、技術志向
が強くなる。
環境系大学
院の基本的
なモデル。

環境に関する
知識やスキ
ルなどを専門
的に扱う専攻
科の設置。人
文・社会科学
領域の大学
院では、履修
コースとして
設置する事例
がある。

非環境系専
攻で環境に
関するプログ
ラムを提供し、
専門の知識
に環境の知
識を付加して
いく試み。

東京大学

専門職
大学院

北海道大学

東京学芸大学

大阪大学

実務に特化
した知識（ビ
ジネス・経営
など）の習得
の中で環境
を取り上げ
るアプロー
チ。

専攻した主専
攻以外に、副
専攻として別
の学問領域
の履修を図る
アプローチ。
学際的で幅
のある理解や、
他の分野の
分析手法を
理解する目的
に基づく。

副専攻

立教大学岡山大学

名古屋大学

大学院レベル

環境系大学院
の設置

大学院に環境系
履修コースを設置

教養的「環境」学 実務系教育

環境専門家
を育成するア
プローチ。対
象は少数だ
が内容は分
化・高度化さ
れ、技術志向
が強くなる。
環境系大学
院の基本的
なモデル。

環境に関する
知識やスキ
ルなどを専門
的に扱う専攻
科の設置。人
文・社会科学
領域の大学
院では、履修
コースとして
設置する事例
がある。

非環境系専
攻で環境に
関するプログ
ラムを提供し、
専門の知識
に環境の知
識を付加して
いく試み。

東京大学

専門職
大学院

北海道大学

東京学芸大学

大阪大学

実務に特化
した知識（ビ
ジネス・経営
など）の習得
の中で環境
を取り上げ
るアプロー
チ。

専攻した主専
攻以外に、副
専攻として別
の学問領域
の履修を図る
アプローチ。
学際的で幅
のある理解や、
他の分野の
分析手法を
理解する目的
に基づく。

副専攻

立教大学岡山大学

名古屋大学

大学における環境人材育成の現状（２）

工学部

母体となった学部等

教育学部
（国立・旧師範系）

教養部

東北大学工学部建築・社会環境工学科
芝浦工業大学ｼｽﾃﾑ工学部環境ｼｽﾃﾑ学科

埼玉大学工学部環境共生学科
など

なし（新設）

神戸大学発達科学部人間環境学科
秋田大学教育文化学部人間環境課程

福井大学教育地域科学部地域環境コース
など

岡山大学環境理工学部
長崎大学環境科学部

徳島大学総合科学部自然システム学科
など

法政大学人間環境学部
慶応大学環境情報学部

東京電機大学情報環境学部
など

設置に至る経緯 設置された環境系学部・学科の例

環境研究に関する学部・学
科を設置し、工学系の教員

をそこへ配置。

教員養成の役割を転換し、
環境系の新設学部・学科を

設置し教員を配置。

教養部を解体して環境に関
する研究を行う学部・学科を

新設し教員を配置。

環境学を行う学部・学科を新
設。学際系の学部・学科が
設置されるケースが多い。

農学部

東京農工大学農学部環境資源学科
東京農業大学地球環境科学部

三重大学生物資源学部共生環境学科
など

環境研究に関する学部・学
科を設置し、農学系の教員

をそこに配置。

環境系学部・学科の成立の経緯
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東京大学
教養課程重視
●教養課程（入学次～２年生前半まで）の学生を
対象とした教養教育を重視。
大学院にSDコースを設置

●研究者や高度専門職業人の養成を目的に高
度な専門教育を行うシステムを導入・展開。
●特に新領域創成科学研究科に「サステイナビリ
ティ学教育プログラム」（修士課程）を設置。

鳥取環境大学
全学を挙げた環境学への取り組み
●学部をおかず、環境に関連した学科のみで大
学教育を構成している：「環境政策学科」、「環境
デザイン学科」、「情報システム学科」

全学で環境学にアプローチ

一般教養課程で「環境」を扱う

大学院に環境学のコースを設置

愛媛大学
文科省「現代ＧＰ」による環境教育の推進
●環境教育の理論や地域から地球規模の環境・
経済・社会問題を学ぶことのできる講義、フィール
ド調査など、指導者養成講座を実施し、修了生に
は環境教育指導者資格を認定。
●NPOとの連携、社会人聴講生の受け入れ、公

開講座の実施などを推進。

一般教養課程で「環境」を扱う

現代ＧＰの枠組み活用

岡山大学
ＵＮＩＴＷＮ／ユネスコチェアプログラム
●ESD推進と国際環境専門家の育成を目的とし

てたユネスコチェアの設置。
●国連が提唱する｢ESD｣に即し、英語による留

学生特別プログラムを実施。
ＥＳＤの地域拠点（ＲＣＥ）との連携
●岡山ＥＳＤ推進協議会の運営、ＥＳＤシンポジウ
ム・セミナーの開催、岡山大学でのＥＳＤ教育プロ
グラムの構築、大学院生による中学生への環境
学教育実習などを展開。
魅力ある大学院教育イニシアチブの推進
●海外研修などの機会を利用して国連機関など
で国際的に活躍することができる環境の専門家
の育成を目指している。

海外の枠組み（ユネスコ）の利用

ＲＣＥの枠組みに参加

文科省のプログラム活用

岩手大学
現代ＧＰによるＥＳＤ教育の推進
●国連が提唱する｢持続可能な開発のための教
育の１０年｣を教養教育に取り入れ、１～４年次ま
での講義や演習などで、サステイナビリティーに
ついての理解や体験ができるカリキュラムを開発。
●現代ＧＰの枠組みを活用し、教養教育の改革を
推進中。現代ＧＰの枠組み活用

一般教養課程で「持続可能性」を扱う

大学における環境人材育成：事例（１）
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名古屋大学
全学教育で「環境」を重視
●「地球科学入門」、「社会と環境」、「人間と環
境」、「環境問題への挑戦」など
大学院環境学研究科の設置
●地球環境学、都市環境学、社会環境学の３つ
の専攻からなる文理融合型
●「持続性学」、「安心・安全学」が両輪
「魅力ある大学院教育イニシアティブ」等の推進
● 「魅力ある大学院教育イニシアティブ」により、

バングラデシュ、ドイツなどにおける海外研修など
を通じて、専門性を備えた環境実務家を養成。
●さらに「環境政策立案者／環境起業家」を養成
するコースを開発中。
海外連携大学との協力による教育
●ＵＣバークレー、同済大などとの協力による教
育・研究の推進。連携校の大幅拡充を予定。
ＥＳＤ地域拠点（ＲＣＥ）との連携
●中部ＲＣＥ拠点との連携によるＥＳＤの推進
寄付講義の開設・活用
●「地球温暖化とヒートアイランド」、「ＥＳＤ」などを
テーマにした連続講座を寄附講座により開設
市民大学「なごや環境大学」との連携
●名古屋大学の教員・院生が「なごや環境大学」
の運営とともに、講師などとして協力・連携。

大学院環境学研究科の設置

全学教育で「環境」を重視

文科省プログラムの活用・推進

海外連携大学との協力による教育

ＥＳＤ地域拠点（ＲＣＥ）との連携

寄付講座の開設・活用

市民大学「なごや環境大学」との連携

北海道大学
環境系大学院での教育を重視
●環境科学院・地球環境科学研究院などで環境
学の教育・人材育成と研究に力を入れている。
●環境問題解決をめざした研究者や高度専門職
業人の育成を図っている。

大阪大学
非環境系の大学院に共通教育科目を導入
●学際融合的な教育研究を支援する組織として
「学際融合教育研究プラットフォーム」を設置。
●環境を冠していない大学院に対しても、サステ
イナビリティ･サイエンス研究機構が全学の大学
院の共通科目として「サステイナビリティ学先導２
科目」（大学院高度副プログラム）を提供している。
●大学院に副専攻を設置する予定。

実務型大学院（ビジネススクールなど）
●マーケティング・CSRなどといった、環境に関連
のある基礎科目や専門科目を設置して対応。
（慶応大学・名古屋商科大学など）

大学院に副専攻を設置（予定）

大学院の共通教育科目に「環境」を導入

環境系の大学院の設置

実務型教育で「環境」を扱う

大学における環境人材育成：事例（２）
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大学における環境人材育成の取組（１）

「持続可能なアジアに向けた大学における環境
人材育成」に関する国内大学アンケート

調査の結果
調査対象 国内大学730校
調査期間 2007年10月～12月
回収数 203校
回収率 28％

25%143567私立

203

28
32

返答数

28%730計

37%76公立

37%87国立

回答率発送数

25%143567私立

203

28
32

28%730計

37%76公立

37%87国立

※ 以降80ページまでの図表は、ＩＧＥＳによるアンケート調査の結果を用いて作成したものである。

0

20

40

60

％

取り組んでる 今後検討 検討なし 無回答

教養教育

専門教育

大学院

113 115

74

46

30 30 37

49
53

8
12

46

「環境人材」の育成を視点に含めた教育を取り組んでいるか

各教育課程での環境人材の取組み（１）

回
答
大
学
の
割
合

（以
降
同
様
の
意
と
す
る
）
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0 20 40 60 80 100

その他

寄附講座による環境特別講義

海外提携大学への留学支援

環境系資格取得のための講座

図書館・情報センター等の
情報集積充実

企業等へのインターンシップ派遣

環境に関する単発系の
セミナー・ワークショップ

環境系サークル活動の奨励

ディスカッション・ディベート等

環境ボランティアの奨励

グループワーク

実習・フィールドワーク等

講義・演習

％

教養教育

専門教育

大学院

106
9133

64
91

50
55

79
41

42
4616

42 63
42

37
34

12
29

44
29

25
41

21
17

16
11

14
26

6
9 11

14
4

8
6

1
12

各教育課程での環境人材の取組み（２）

どのような形で環境人材育成を進めているか・進めることを考えているか

教養教育（共通教育）の「環境」をテーマとした講義・演習を通じて
学生に身につけて欲しい能力

0 20 40 60 80
％

その他

企画力

指導力・率先力

柔軟性

計画力・立案力

参画力

積極性

コミュニケーション力

想像力

発信力

実行力・展開力

横断的把握力

状況把握力

情報収集・発展力

問題解決能力

基礎的知識・理解

高い関心・意欲

国・公・私立別集計

・高い関心・意欲や基礎的知識・理解の獲得が特に重視されている

全体集計

0 20 40 60 80 100
%

企画力

指導力・率先力

柔軟性

計画力・立案力

参画力

積極性

コミュニケーション力

想像力

発信力

実行力・展開力

横断的把握力

状況把握力

情報収集・発展力

問題解決能力

基礎的知識・理解

高い関心・意欲

国立

公立

私立
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教養教育（共通教育）で「環境」をテーマとした講義の教員について

全体集計

0 20 40 60 80 100

％

サテライトからの遠隔教育

行政から

NGO/NPO等から

企業からの非常勤講師

他大学からの非常勤講師

大学専従の教員

国立

公立

私立

国・公・私立別集計

・主として大学の専従と非常勤の教員によって教育が行われ
ているが、企業やNGO/NPO、行政などからも一部教員とし

て招かれている
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ら

の

非
常
勤
講
師

N
G
O
/
N
P
O
等

行
政

か
ら

サ
テ
ラ
イ
ト
か
ら

の

遠
隔
教
育

その他
5%

環境講義を担当で
きる教員がいない

21%

大学教育の主題に
環境がない

21%

大学教育趣旨に環
境が含まれてない

7%

カリキュラム上
環境テーマは困難

46%

0 2 4 6 8 10 12

％

環境についての講義をおく意義がない

大学教育趣旨に環境が含まれてない

その他

環境講義を担当できる教員がいない

大学教育の主題に環境がない

カリキュラム上環境テーマは困難

総合大学

単科大学

教養教育(共通教育)で「環境」をテーマとした講義等を設置してない理由

全体集計

総合・単科別集計
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専門教育での「環境人材」育成の取り組み状況

無回答
6%

取組を
検討しない

25%

取組を
検討したい

15%

取り組んでいる
54%

今後取組を検討し
たい
8%

無回答
6%

取り組んでいる
54%

今後取組を検討し
たい
15%

取組を
検討しない

25%

無回答
6%

取組を
検討しない

10%

取り組んでいる
76%

総合大学

単科大学

総合・単科別集計

・環境に関する学部を持っているため

・物事を考察し高い倫理観に基づいて行動できる姿勢と能力を持った人
材を育成するために専門の知識を修得することが必要なため

・多様な人材を求める経済社会に対応した教育が大切であるとの観点
から

・カリキュラムが非常にタイトで、これ以上科目を増やせない

・特定の専門職の養成を行っているため（医療・芸術など）

・対応できる常勤教員がおらず、新たに教員を確保するのが困難なため

取り組みを検討しない理由

取り組んでいる理由／今後取り組みたい理由

全体集計

専門教育課程での

「環境」を冠した学部・学科・コースの設置について

無回答
5%

設置
している

35%

設置
していない

60%

全体集計 総合・単科別集計

設置
していない

60%

設置
している

35%

無回答
5%

設置
していない

27%

設置
している

72%

無回答
1%

総合大学

単科大学
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専門教育課程において環境系の学部等を設置した背景

国・公・私立別集計

総合・単科別集計

0 20 40 60 ％

大学の特色を出すため環境を前面に

学科・学部の改組

従来から教育・研究をしてたから

「環境」が重要となってきたから

総合大学

単科大学

0 20 40 60 ％

大学の特色を出すため
環境を前面に

学科・学部の改組

従来から教育・研究をしてたから

「環境」が重要となってきたから

国立

公立

私立

0 20 40 60 80

学科・学部の改組

大学の特色を出すため環境を前面に

従来から教育・研究をしてたから

「環境」が重要となってきたから

%

全体集計

学生に専門教育を通じて身につけてほしい能力

国・公・私立別集計

・高い関心、基礎的知識・理解、問題解決能力が特に
重視されている

0 20 40 60 80 100

その他

想像力

企画力

参画力

発信力

指導力・率先力

柔軟性

積極性

横断的把握力

状況把握力

コミュニケーション力

計画力・立案力

実行力・展開力

情報収集・発展力

問題解決能力

基礎的知識・理解

高い関心・意欲

%

0 20 40 60 80 100
％

その他

想像力

参画力

企画力

発信力

指導力・率先力

柔軟性

積極性

横断的把握力

状況把握力

コミュニケーション力

計画力・立案力

実行力・展開力

情報収集・発展力

問題解決能力

基礎的知識・理解

高い関心・意欲

国立

公立

私立

全体集計
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大学院課程での「環境人材」育成の取り組み状況

・環境人材の育成を目標とした専攻・コースを設置しているため

・学部教育以上にすすんだ環境に関連する高度な専門教育を受けた人材
の育成が求められているため

・環境の専門家を輩出することが必要なため

・環境分野以外の高度研究者養成を目指しているため

・環境をメインとした研究科ではないため

・大学院の設置目的や主旨に環境人材の育成が含まれないため

取り組みを検討しない理由

取り組んでいる理由／今後取り組みを検討したい理由

総合・単科別集計
無回答

22%

取組を検討
しない
28%

今後取組を
検討したい

16%

取り組んで
いる
34%

全体集計

無回答
5%

無回答
34%

取組を検討
しない
31%

今後取組を
検討したい

15%

取り組んで
いる
20%

今後取組を
検討したい

15%

取組を検討
しない
16%

取り組んで
いる
64%

総合大学

単科大学

c

大学院課程において「環境」に関する専攻科の設置について

総合・単科別集計

・大学院になると、環境系の専攻科の設置は限られている

・総合大学での設置は多いが、単科大学では少なくなる

全体集計

設置している
12%

設置していない
52%

設置している
53%

無回答
36%

無回答
9%

設置していない
38%

総合大学

単科大学

している
28%

してない
51%

無回答
26%
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大学院課程における「環境人材」育成の具体的取り組み

・実習・フィールドワーク、グループワーク、ディスカッ
ションでの取り組みに重点がおかれるようになる

国・公・私立別集計

全体集計

0 20 40 60

寄附講座による環境特別講義

環境系資格取得のための講座

図書館・情報センター等の
情報集積充実

環境系サークル活動の奨励

海外提携大学への留学支援

環境ボランティアの奨励

企業等へのインターンシップ派遣

環境に関する単発系の
セミナー・ワークショップ

講義・演習

グループワーク

ディスカッション・ディベート等

実習・フィールドワーク等

％

0 20 40 60

％

寄附講座による環境特別講義

環境系資格取得のための講座

図書館・情報センター等の
情報集積充実

環境系サークル活動の奨励

海外提携大学への留学支援

環境ボランティアの奨励

企業等へのインターンシップ派遣

環境に関する単発系の
セミナー・ワークショップ

講義・演習

グループワーク

ディスカッション・ディベート等

実習・フィールドワーク等

国立

公立

私立

卒業生は環境に関する知見を活かした就職をしているか

総合・単科別集計

・「環境」についての知見を行かした就職の現状はあまり良くない

・当該情報を大学側が把握できていない可能性もある

無回答
9%

無回答
18% 就職できている

13%

就職
できていない

21%

どちらでもない
48%

就職
できていない

6%

どちらでもない
39%

就職できている
46%

総合大学

単科大学

全体集計

就職
できている

19%

就職
できてない

16%

どちらでも
ない
42%

無回答
23%
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大学での「環境人材」の育成に際して、

他企業や地域社会との連携・協力をしているか

していない
48%

今後
連携したい

18%
している

27%

無回答
7%

全体集計
総合・単科別集計

していない
50%

無回答
11%

無回答
8%

している
25%

今後連携したい
14%

していない
23%

今後連携したい
10%

している
59%

総合大学

単科大学

・「環境人材」育成の分野での大学と企業・地域社会との
連携・協力はあまり進んでいない

・今後の連携・協力への希望もあまり多くない

・総合大学での連携・協力は単科大のそれと比べて多い

どのような職種に環境知見を活かした就職をしているか
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%

全体集計

・特に公務員、建設、食品の分野が多い

国・公・私立別集計

0 20 40 60 80 100％

その他金融業

窯業
海運

その他輸送機器
ゴム

パルプ・紙
鉱業
造船
空運

鉄鋼業
ガス
陸運
繊維

倉庫・運輸関連
証券
石油
商社
保険
水産

不動産

電力
非鉄金属・金属製品

銀行
通信

精密機器
鉄道・バス

小売業
電気機器

機械
その他製造業

自動車・自動車部品
医薬品

化学工業
食品
建設

公務員

国立

公立

私立

80



１年次

２年次

３年次

４年次

くさび型（並行型）履修
教養教育（共通教育）のカリキュラム
の履修が専門科目の履修と並行し
て行われる。一年次から四年次まで

の学生が履修できる。

専
門
教
育

教
養
教
育
（共
通
教
育
）

大学設置基準の大
綱化により、一般教
育と専門教育の区
分、一般教育内の
科目区分（一般（人
文・社会・自然）、外
国語、保健体育）が

廃止された。

旧大学設置基準（1991年以前）

第18条「大学は、この章で定める基準

に従って授業科目を開設する」
第19条「大学で開設すべき授業科目
は、その内容により、一般教育科目、
外国語科目、保健体育科目、及び専
門科目に分ける」

新大学設置基準（1991年以降）

第19条「大学は、当該大学、学部及び
学科または課程等の教育上の目的を
達成するために必要な授業科目を開
設し、体系的に教育課程を編成するも
のとする」「教育課程の編成に当たっ
ては、大学は、学部等の専攻に係る
専門の学芸を教授するとともに、幅広
く深い教養及び総合的な判断力を培
い、豊かな人間性を慣用するように適
切に配慮されなければならない」

「一般教養」「一般教
育」という名称が姿
を消し、「共通教育」
「教養教育」という言
葉で置き換えられた。

現行の教養教育のモデル

区分の廃止によって、
一般教育課程ないし
教養部の改組・解体
が多くの大学で進行

した。

大綱化の影響大学設置基準の大綱化（1991年）

大学における環境人材育成の取組（２）

出所：文部科学省 (2007) 大学における教育内容の改革状況について
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大学における環境人材育成の取組（３）

法・経済・会計などの
専門的科目の設置

環境に関す
る極めて入
門的な科目

専門課程進
級を見通し

た科目

実験・測定
のスキルに
関する科目

①環境（富山大）
②環境科学（中央大）
③環境科学（宮城教育大）
④環境科学入門（金沢大）
⑤歴史環境論（日大）
⑥21世紀と人間の共存を問う（北大）
⑦環境問題概説（兵県大）

⑬環境工学（中央大）
⑭地球環境化学実験（横国大）
⑮環境生命科学実験（横国大）
⑯環境安全論（茨城大）

⑰地域環境保全学概論（日大）
⑱ｴﾈﾙｷﾞｰとｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ（岡山大）
⑲国際環境・衛生論（岡山大）

⑧環境法Ⅰ/環境公法（法政大）
⑨環境政策学（山梨大）
⑩環境行政概論（中央大）
⑪環境会計論Ⅰ（法政大）
⑫安全・環境と社会（横国大）

特に理科系において、求
められる実験や測定のス
キルを扱うとともに、専
門課程で必要となる知
識について、扱っている
科目群。一部は一年次
で履修できるが、二年次
以上での履修を求める
科目が多くなってくる。

一般教養型・入門的
な科目の設置

専門科目への導入的
な科目を意識

二年次以上での履修
が求められる

理科系特有のいわゆ
る実験系科目

内容が比較的高度で
専門教育的

入門の次の
段階の科目

一年次から履修できる
「環境」に関連した科目
群。扱うテーマは一般的
なもので幅広い。特に入
門科目で占められている。
一部オムニバス形式で
講義が行われる。

一年次から履修できる
科目もあるが、入門的な
科目に比べ、やや専門
に踏み込んだ内容を扱
う科目群。

文系・理系双方の視
点を持った講義が設

置される

一
般
教
養
の
特
徴
が
強
く
現
出

専
門
課
程
の
レ
ベ
ル
に
近
い

開講科目名 特徴（概要） 傾向

教養教育（共通教育）で行われている環境に関する科目の例

専門課程
への入門
的な科目

専門的な
科目

専門課程
への入門
的な科目

①経済政策論Ⅰ（立教大経済）
②環境科学入門（麻布大）
③政策科学入門（麻布大）
④環境政策概論（麻布大）

⑬環境工学総論（日大理工）
⑭環境・技術者倫理（日大理工）
⑮地球環境科学（日大理工）
⑯環境の計画と技術（日大理工）

⑰自然環境論（日大理工）
⑱地球環境科学（日大理工）
⑲環境工学Ⅰ （日大理工）
⑳海洋および環境計測（日大理工）

⑤環境会計論（立教大経済）
⑥環境政策論（立教大経済）
⑦市場経済のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と環境・貧困
問題（立教大経済）
⑧環境経済学（麻布大環境）
⑨環境統計学（麻布大環境）
⑩環境影響評価論（麻布大環境）
⑪環境管理論（麻布大環境）
⑫環境関連法Ⅰ （麻布大環境）

総論的な内容で、主
として１年次の学生
に対して履修を求め
ている。

専門科目ではあるが、
入門的な内容を扱っ

ている

専門科目ではあるが、
理科系に進学した学
生への入門的な内容

を扱っている

専門分野として環境
を扱う科目

専門的な
科目

総論的な内容で、主
として１年次の学生
に対して履修を求め
ている。

２年次以降で履修で
きるようになる科目
が多い。専門の初期
的なレベルから、高
度な段階の内容まで、
広くカバーしている。

環境会計・環境経済・
環境影響評価といっ
た専門分野の中で環

境を扱う科目

文
科
系
の
専
門
課
程

理
科
系
の
専
門
課
程

開講科目名 特徴（概要） 傾向

２年次以降で履修で
きる科目が多い。

専門課程で行われている「環境」に関する科目の例
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大学における環境人材育成の取組（４）

経済学部

基礎科目群
哲学(2)
論理学(2)
歴史学(2)
文学(2)
日本語表現(2)
法学(2)
社会学(2)
政治学(2)
地理学(2)
心理学(2)
文化人類学(2)
物理学(2)
生物学(2)
科学史(2)
メディア論(2)
映像文化論(2)
日本国憲法(2)
比較宗教文化論(2)
地球科学(2)
先端科学(2)
地域と文化A~D (2)
外国語科目群
保健体育科目群
専門教育科目郡

総合教育科目（42単位） 専門科目（選択）

理工学部

専門科目（選択）

都市環境管理論Ⅰ(2)
都市環境管理論Ⅱ(2)
都市環境論Ⅰ(2)
環境経済論Ⅱ(2)
地球環境論Ⅰ(2)
地球環境論Ⅱ(2)
地球環境論Ⅰ/
特論Ⅰ(2)

（自然科学系）
ISO理論・実務Ⅱ(2)
エネルギー資源論Ⅰ(2)
エネルギー資源論Ⅱ(2)
経済学科群(2)
産業経営学科群(2)
学部共通群(2)

総合教育科目（54単位）

国語国文学Ⅰ・Ⅱ(2)
歴史(2)
倫理学(2)
哲学(2)
国語表現法(2)
日本の文化(2)
歴史環境論(2)
異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論(2)
科学・技術と人間(2)
法学(2)
日本国憲法(2)
心理学(2)
社会学(2)
経済学(2)
知的所有権論(2)
産業・組織心理学(2)
経営学(2)
科学技術氏(2)
地球環境化学(2)
生態学(2)
情報科学(2)
地理学(2)
自然環境論(2)
生物学(2)
健康化学(2)
教養ゼミナール(2)
総合講座(2)
外国語科目群
保健体育科目群
基礎教育科目群

歴史環境論(2)
自然環境論(2)
地球環境化学(2)
環境循環工学(2)
環境工学基礎(2)
環境工学総論(2)
環境・技術者倫理(2)
環境科学(2)
環境化学(2)
海洋及び環境計測(2)
地球環境科学(2)
環境工学Ⅰ(2)
環境の計画と技術(2)

（ ）内は単位数
環境と関連する科目
その他の科目

90分授業を１時間と換
算
講義：15時間の授業で
１単位
演習：30時間の授業で
１単位
実習：45時間の授業で
１単位

教養課程では環境に関する
科目が少なく、専門課程で
環境に関連する専門科目を

履修できる。

↓

専門課程で環境を取り
入れている事例

総合教育科目（一般
教養課程）の中で、
環境を扱っている科
目の数は非常に限ら

れている

環境人材育成への寄附講座の活用
一般の総合大学（日本大学経済学部・理工学部）における

「環境」の履修の例

全学共通カリキュラ
ム929科目中、多数
の「環境」に関する科

目を提供している

歴史と現代(2)
茶・虎そして人(2)
多文化の世界(2)
現代社会と法(2)
企業と社会(2)
現代社会とﾂｰﾘｽﾞﾑ(2)
情報と倫理(2)
歴史学の批判性(2)
都市アメニティ論(2)
世界経済と日本(2)
個人と社会(2)
経営学の世界(2)
現代社会と環境(2)
平和と安全保障(2)
都市と政策(2)
都市と新しい
社会運動(2)

文学と人間(2)
文学と社会(2)
心の健康(2)
パーソナリティの心理(2)
対人関係の心理(2)
スポ－ツの科学(2)
自然環境と人間(2)
物質の科学(2)

行動の科学(2)
人類の進化(2)
地球の理解(2)
情報科学入門(2)
生物の多様性(2)
都市環境と人(2)
地球環境の未来(2)
都市と野鳥(2)
生命のしくみ(2)
自然保護最前線(2)
武蔵野の自然(2)
心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを
考える(2)

体験学習環境と人間(2)
身近な環境問題(2)
放送８０年(2)
企業の社会的責任と
リーダーシップ(2)
科学技術の発展(2)
教育環境を考える(2)

講義科目
環境政策論(2)
環境経済学１(2)
環境経済学２(2)  
都市政策論１(2)
都市政策論２(2)
開発経済学(2)
国際経済政策論（2）
環境会計論（2）
国際経営論（2）
中国経済政策論（2）
地方財政論（2）

すべて選択科目（環境関連のみ抽出）

全学共通カリキュラム（教養課程に相当） 経済学部専門科目

選択科目（環境関連のみ抽出）

教養課程で環境に関するさまざまな基
礎的科目を提供。また専門課程でも環
境に関連する専門科目を履修できる。

↓

教養課程と専門課程でバランス
よく環境を取り入れている事例

90分授業を１時間と換算
原則、15時間の授業で２単位
（ ）内は単位数

ゼミナール科目
市場経済のグローバル
化と環境・貧困問題（4）
都市環境と地域政策
（4）
近未来の都市と大学の
環境をデザインする（4）
アジアをめぐる諸問題に
関する研究（4）

一般の総合大学（立教大学経済学部）における 「環境」の履修の例
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大学における環境人材育成の取組（５）

大学における環境人材育成の全体像

教養教育での講義・演習

専門教育での講義・演習

寄附講座・セミナーの提供

現場実習・研修の提供

新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ研修

インターンシップへの参加

資格取得の推奨

ボランティア体験活動

単位認定プログラム

資格・免許制度

単位互換制度

インターンシップ制度

ボランティア体験制度

大学による認証・証明制度
（学位・サーティフィケート）

一定の能力や
経験を獲得した
ことが、経歴とし
て、企業や行政
が注目するとい

う風潮

単位認定外プログラム

主たる制度 側面的な制度 制度外

職能訓練プログラムの提供

正課外サークル活動 団体活動支援制度

大学および他団体による
資格認証・能力証明制度
（受講証明・資格・履歴）

大学で実施可能なプログラム

副専攻制度

ボランティア・サークル活動の
支援制度

（交流事業・補助事業等）

教養科目（40単位）

環境と倫理(2)
暮らしの中の法律(2)
経済学入門(2)
コンピュータ演習(1)
英語科目群（12）

歴史上の環境問題(2)
文章表現法(2)
心理学概論(2)
憲法(2)
経済政策(2)
人間関係論(2)
社会学概論(2)
社会思想史(2)
基礎数学(2)
基礎物理学(2)
基礎化学(2)
基礎生物学(2)
コンピュータ概論(2)
科学技術史(2)
自然災害科学(2)
保健体育系科目群
第二外国語科目群

必修科目（19単位）

選択科目（21単位）

専門科目（84単位）

必修科目（41単位）

環境科学入門(2)
政策科学入門(2)
人口・食料論(2)
環境政策概論(2)
民法Ⅰ(2)
環境経済学(2)
環境生態学(2)
産業環境論Ⅰ(2)
大気環境学(2)
環境統計学(2)
統計処理演習(1)
水環境学(2)
環境影響評価論(2)
環境管理論(2)
環境関連法Ⅰ(2)
地方自治論(2)
廃棄物処理・

ﾘｻｲｸﾙ論(2)
環境情報処理方法論(2)
土壌環境学(2)
環境科学演習(1)
環境政策演習(1)
環境政策特別講義(2)

選択科目（43単位）

環境経営学(2)
環境政治(2)
環境外交論(2)
環境文化論(2)
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論(2)
国際開発援助論(2)
国際環境論(2)
地球環境科学(2)
環境化学(2)
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ論(2)
自然保護概論(2)
環境植物学(2)
行政法Ⅰ(2)
行政法Ⅱ(2)
地球環境論(2)
民法Ⅱ(2)
市民環境活動論(2)
産業環境論Ⅱ(2)
環境教育論(2)
環境社会学(2)
環境微生物学(2)
生態毒性学(2)
環境関連法Ⅱ(2)
都市計画論(2)
環境景観論(2)

環境福祉論(2)
環境心理学(2)
社会調査法(2)
環境論理学(2)
生活環境学(2)
環境ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃｨⅠ(1)
環境ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨⅡ(1)
キャリア形成講座(2)
インターンシップ(2)
ビオトープ論(2)
卒業研究(4)
上級英語科目群

（ ）内は単位数
環境と関連する科目
その他の科目

教養科目には環境に関する
科目が少ないが、専門課程で、
必修・選択の両方で環境系の

科目が大幅に増える。

↓

環境系の学科で専門
課程に重点を置く事例

50分授業を１時間と換算
講義：15時間の授業で１単位
演習：30時間の授業で１単位
実習：45時間の授業で１単位

環境系の学部・学科（麻布大学環境学部環境政策学科）における
「環境」の履修の例
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教育学部の教員養成課程における環境関連分野の扱い

分野 科目

「環境教育」科目や環境関連科目を設置している大学は多いが、必修化している大学は少ない
「環境教育専攻／実践研究センター」を設けて環境教育に特化した教育・研究を推進する事例もある

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ②
教育学部における環境人材育成方針（実施日：2008年2月20日）参考資料」として㈱イースクエア作成

実践教育科目 教職論 教育課程と教育方法 教育社会学
教育の基礎と理念 生徒指導・進路指導 教育制度・経営論
発達と学習 教育相談 道徳・特別活動

総合的な学習 自然体験教育 環境教育

教科指導科目 小学校・中学校各教科教育法

教科内容研究科目 各教科内容研究： 理科、生活・技術・家庭科関連科目で環境の取り扱い
例： 消費者教育、食生活、自然科学基礎、住居と環境、子どもと環境等

各専攻専門科目

環境教育関連科目 環境教育概論 環境教育特論 環境教育演習
環境教育方法論 環境教育カリキュラム 持続可能な社会を創る環境教育
住居と環境 環境文化史・自然史教育 環境資源の保全と環境教育
生物多様性保全と環境教育 各種フィールド実践科目

学校教員養成課程

総合教育課程（教養系）

学部ごとの環境関連分野の扱い（１）

土木・建築学部の教育科目における環境関連分野の扱い

建築計画 建築計画（行動論/住居論/空間論） 建築設計計画理論
環境デザイン 都市計画特論

都市計画 景観設計（地域と景観のデザイン） 都市計画（都市の計画と設計）
交通計画 都市基盤施設 都市構造
都市防災計画 現代都市計画地域論 都市環境計画

環境工学 建築環境学 設備防災計画 空気調和衛生 防災工学
建築音響特論 設備・情報システム

建設構造 建築動力学 構造設計論 鉄骨構造 構造解析
基礎構造の設計 鉄筋コンクリート構造設計 応力計算
構造計画 建築静力学 基礎工学 耐震構造工学
RC造の設計 弾性論/地盤工学 構造システム工学 振動工学
鉄骨造の設計 地震学/風工学 構造解析工学

建設材料・施工 建築生産演習 建築生産管理 建築経済 建築生産
建築施工法 建築構造法 建築材料

水工・地盤 水理学・水文学 河海・河川工学 水資源工学 水質工学
海岸工学 土質力学 地質学 岩盤工学
環境地盤工学 防災学 環境保工学 自然・生態学

測量 測量学 リモートセンシング（GIS、GPS）

分野 科目

都市・建築計画では、水工・地盤系及び材料・施工系と関連して、循環型/環境調和型のデザインについて教育さ

れている
建設構造・環境工学では、自然資源（エネルギー含）活用型、省エネ型の構造についての教育が行われている

「環境人材育成ワークショップ②
工学部、農学部における環境人材育成方針（実施日：2008年2月18日）参考資料」として㈱イースクエア作成
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学部ごとの環境関連分野の扱い（２）
材料・資源工学部の教育科目における環境関連分野の扱い

分野 科目

材料・資源学部の特性上、基礎科目（数学/物理/化学）及びこれに関連する科目を除き、各科目で環境に関連

する内容が多く取り上げられている
工学分野での限定的な教育に留まらず、環境資源経済論など、外部（地球環境）との調和を視野に入れた教
育が行われている

資源循環・環境 資源地球科学 地球物質科学 無機分析科学 環境資源経済論
環境水質化学 大気環境工学 海洋科学 水環境工学
粉体制御工学 固液分離工学 資源分離工学 水環境生態工学
作業環境工学 廃棄物資源工学 廃棄物管理工学 応用物理化学

地殻情報･開発 地殻情報工学 環境地質学 物理探査工学 地殻開発工学
岩盤力学 数値岩盤工学 油層工学基礎 油層流体特性
応用数学 測量学

材料科学 工業数学 材料学 材料物理化学 電子・電磁気学
量子力学 材料力学 材料組織学 材料強度学
溶液・融体物理化学 伝熱・流体力学 環境材料プロセス接合工学
高分子・生体物質の物理化学 腐食・防食学 セラミックス材料学
構造材料学 表面・界面物理学 材料計測評価学

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ②
工学部、農学部における環境人材育成方針（実施日：2008年2月18日）参考資料」として㈱イースクエア作成

農学部の教育科目における環境関連分野の取り扱い

分野 科目

農学部の分野は自然生態と密接しているという特性上、多くの科目で環境に関連した教育がなされている
特に、環境経済学、森林・緑地計画学等、環境の視点にフォーカスして教育する科目が存在する

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ②
工学部、農学部における環境人材育成方針（実施日：2008年2月18日）参考資料」として㈱イースクエア作成

資源・生物 作物学 育種学 蔬菜花卉園芸学 果樹園芸学 栽培システ
植物生産管理学 植物遺伝学 植物生理学 栽培植物起原学 品質評価学
品質設計開発学 動物遺伝育種学 生殖生物学 動物栄養科学 生体機構学
畜産資源学 生物資源情報科学 海洋生物環境学 海洋生物増殖学
海洋分子微生物学 海洋環境微生物学 海洋生物生産利用学 海洋生物機能学
雑草学 熱帯農業生態学 土壌学 植物病理学 昆虫生態学
昆虫生理学 微生物環境制御学 生態情報開発学

農業経済 環境経済学 開発経済学 開発政策 食料経済学 比較経済学
農村社会学 農政学 農業経営学 地域計画学 農業史学
農業簿記学 農業評価学

森林・緑地 造林学 林政学 治山・砂防学 林業工学 森林計画学
森林経理学 森林計測学 造園学 緑地計画学 風景計画学
緑地植物学 植栽学 植物病理学 緑地生態学 緑地工学
緑地管理学 緑地情報学 肥料学 土壌学

生命・酪農 農業生物学 応用動物学 応用生態学 生物資源学 微生物学
畜産学 酪農学 細胞生化学 生体高分子化学 生物調節化学
化学生態学 植物栄養学 発酵生理制御 生体機能化学 構造生物学
エネルギー変換細胞学 分子細胞育種学 植物分子生物学

食品生物 栄養化学 生体情報応答学 生命有機化学 微生物生産学
食品分子機能学 食品生理機能学 生物機能変換学 食環境学
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学部ごとの環境関連分野の扱い（３）

法学部

【法律系】
憲法
刑法
民法
行政法
商法
民事訴訟法
刑事訴訟法
経済法
労働法
国際法
外国法
社会保障法
法哲学
法社会学

【政治系】
政治学基礎
政治思想
日本政治
国際政治
比較政治
外国政治
現代政治
政治思想史
行政学
政治過程
地域研究

研究会（ゼミ）

環境法

経済学部

【専門基礎】
経済原論
ミクロ経済学
マクロ経済学
計量経済
経済史

【選択科目】
農業経済
都市経済
開発経済
計量経済学
産業経済
国際経済

環境経済学

外国経済史
社会政策論
数理経済学
数理統計
財政

研究会（ゼミ）

【スキル】
微分積分
統計学
情報処理

経営／商学部

研究会（ゼミ）

【専門基礎】
経営学
基本簿記
商業学
産業経済論

【選択科目】
経営系
・企業倫理

会計系
商業系

環境経営、環境会計
環境マーケティング

国際経済
計量経済
金融・保健
労働・社会
産業史

【スキル】
微分積分
統計学
情報処理

① 基礎理論での取り扱い

② 応用科目での取り扱い

③ 環境科目の新設

④ 演習（ゼミ）

法・経済・経営系学部における環境関連分野の扱い

東京大学・慶應義塾大学・早稲田大学・京都大学のシラバスを参考に（株）イースクエア作成
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環境人材育成のためのさまざまな教育（１）

大学における講義・演習

●講義とは、大学などの高等教育機関で行われる教育の一形態。
●教師から学生に向けた一方的なものとなりがちな講義であるが、演習や実習などと相補的に組
み合わせ教育効果を高めるような配慮をすることが、カリキュラム構築の際に求められる。

講義・演習の類型

大教室での講義
受講定員が大人数で、大教室で行われる講義。極め
て一般的もしくは概要的な内容を取り上げる１・２年次

向けの講義などで主に行われている。

小人数での講義
受講定員を少人数にし、教員が学生ひとりひとりの理
解を確認しながら進められる講義。語学や特殊なテー
マを取り上げた特殊講義などで主に行われている。

学生の参加を求める演習・ゼミ
輪読や購読、現場実習などといった、参加型で学習が
進められる。演習で取り上げる内容が、各自の卒業論

文の作成に直結している場合も多い。

実験系の演習
理科系では実験に関する演習科目が必修科目として
用意されていて、グループ毎に各種の実験を行い、図

表化、考察、レポートの作成などが行われている。

身につけることができる力・スキル

大教室での講義の場合
当該学問分野についての入門的な知識
当該学問分野についての概論的な知識

特定の分野の全体像の理解

小人数での講義の場合
個別分野についての専門的な知識
特定の分野についての深い知識

一定程度の語学力（語学系の講義）

学生の参加を求める演習・ゼミの場合
要約力・論理的思考力・表現力
ディスカッションを遂行する能力

理解力・批判力・現場勘

実験系の演習の場合
実験に必要な機材・機器の操作スキル

作図・レポートの作成能力
実験の結果を考察し一般化する力

環境人材育成のための講義・演習の活用例

講義形式の問題点と改善のポイント

講義形式の多人数教育だけでは、与えられた
知識を単に吸収するという受講態度を定着さ
せることになる。そこで改善に向けては、少人
数講義を積極的に取り入れること、学生と教職
員の距離を近くするような制度（メンター制度な
ど）の設置、などにより、個々の学生による学

びが、主体的なものとなるような配慮をしていく
ことが必要。

講義と演習の併用

大学での教育は、講義・演習を中心に行われ
ており、環境人材育成を考慮する際も、講義・
演習を効果的に活用していくことが主要な取り
組みとなる。その際、大教室の講義で概論や
全体像を把握し、少人数講義で、個別の領域
や関心を深める、という配慮をカリキュラムで

取り上げることが必要となる。

講義・演習の活用の視点

★環境に関連した講義・演習科目情報の
整理と提供・・・「環境」や「持続可能な開
発」のコンセプトを取り入れた講義・演習の
開講状況をリスト化・体系化して学生に提
供することで、個々の学生が履修を決める
際に役立てることができる。

★参加型手法の重視・・・少人数講義や演
習などに参加型の手法を取り入れ、環境
をめぐるディベートを行ったり、発表と質疑
を組み入れることで、環境保全に必須のコ
ミュニケーション力を高める。

★スパイラル型カリキュラムの構築・・・概要
的な環境に関する知識・理解を把握する
段階から、個別の関心領域を深める、とい
う学びのステップアップをカリキュラムで提
供する。

環境人材育成への講義・演習の活用
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環境人材育成のためのさまざまな教育（２）

大学における現場実習・現場研修

●実際に現場で体験をしたり学習することで、実際の状況を理解し、経験的な知識を得る。一方的
に知識を伝達する講義を補完し、知識の全体像を体系的するような配慮の元で行われている。
●単位として認定されるものと、自発的・私的なプログラムとして提供されているものの両方がある。

現場実習・研修の具体例

大学が単位認定を行う、カリキュラムの
一環で実施される現場実習

例１：岐阜大学地域科学部「社会活動実習」
社会福祉施設、地元企業、地方自治体など地域を
支える事業体での体験・実習を通して、社会での地

域政策能力養成を主題とした教育。
例２： 駒沢大学「社会福祉援助技術現場実習」

１年間のクラスワークと４週間にわたる社会福祉施
設・機関への配属実習。実習先からの評価が単位
認定の判断材料としている。実習を終えた学生は、

社会福祉士の国家試験受験資格を得る。

大学が単位認定を行わない、自発的な
参加形態を持つ現場実習・研修

例１：宮城教育大学小金沢研究室「海外実習」
インド・モンゴルなどの開発の現場を訪問し、現地の
NGOと協力して技術移転のワークショップを開催し、

現場感覚を養うことを目的とした体験型の教育。
例２：立教大学社会学部現代文化学科阿部治ゼミ

キープ協会、ホールアース自然学校などでの参加型
による学び、水俣市で公害に関する聞き取り調査な
ど、現場での直接体験を重視したフィールドワークに

よる学習・調査をゼミとして実施。

身につけることができる力・スキル

現場実習・研修で得られる一般的な力・スキル
社会人として必要なマナー

他者と行動・作業する際の調和力
現場でのみ得ることができる知識・理解

途上国の開発現場での実習・研修の場合
開発に関するより深化した理解
技術移転に関する基礎的な技法

ワークショップ・開発調査等を遂行するスキル

国内のフィールド（福祉施設・学校等）での実習・
研修の場合

資格に直結した体験的な知識
現場での問題点・課題についてのセンス

具体的問題への対処スキル

国内のフィールド（環境系）での実習・研修の場合
環境（自然環境・都市環境・公害問題等）に関す

る体験的な知識・理解
フィールドで必要となる技術的なスキル

現場実習・研修の問題点と
改善のポイント

現場実習や研修に参加できるのは、制度上・
時間上、もしくは予算的に、一部の限られた学
生となる可能性が高い。すべての学生に同一
の国際的な体験やフィールドでの体験を積ま
せることが難しい以上、バラエティーに富んだ

さまざまな現場実習・研修の選択肢を提供する
ほか、現場実習・研修に参加して実際に経験・
体験したことを共有する機会（報告会・記録作

成）についても意識していくことが必要。

講義・演習の限界を補完する役割

講義や演習への参加のみではなかなか獲得
できない、現場での勘や体験的な知識などを、
現場実習や研修への参加を通じて獲得するこ

とが目指さされている。

現場実習・研修の活用の視点

★単位認定によるインセンティブの確保・・・
現場実習や研修への参加を、大学卒業に
必要な単位に認定する配慮。

★座学で得た知識の体験的な知識への昇
華・・・国内外のさまざまな現場で実際の状
況が観察することができ、または具体的な
取り組みを経験できるようなプログラムを
企画・提供。

★魅力的なプログラム（非単位認定）の提
供・・・参加することが楽しみとなりつつ、一
定の知識やスキルを獲得できるような配慮
をすることで、コストの負担感を少なくする。

環境人材育成への現場実習・研修の活用

環境人材育成に向けた現場実習・研修の活用例
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環境人材育成のためのさまざまな教育（３）

大学における寄附講座

●寄附講座とは、民間企業や行政など、大学・研究機関の外部から、教育・研究の振興のために
寄付された資金や人材を活用し、研究や教育を行うもの。
●大学は、寄附講座を産学連携の柱として積極的に導入・展開している。

企業から寄附を受け、大学が主体となって研
究を実施

例：名古屋大学エコトピア科学研究機構エネルギーシ
ステム（中部電力）寄附研究部門

中部電力の寄付により1996年4月に創設。 環境調和
型エネルギーシステムの技術課題に基づき、ハード
要素技術からシステム評価に至る広い視点から、将
来の最適なエネルギーシステムの構築を目指す。

大学が場を提供し、企業が主体となって実施
例：青山学院大学商船三井寄附講座

青山学院大学経済学部の「産業論」として開講。「海
運論と総合物流」をテーマとした１３回（ ２単位）の講
義。受講対象は経済学部３・４年次生。商船三井の社

員が非常勤講師となり、当該講義を担当する。

自治体と大学が協力して研究を実施
例：神戸大学医学系研究科へき地医療学講座

兵庫県からの寄附金によって平成18年1月に神戸大
学に開設。へき地医療に関する研究拠点を設置し、
現地のニーズに即したへき地医療に関する研究を行
うとともに、その研究成果の普及を行い、 へき地医療

の向上に寄与することを目的とする。

研究を目的とした寄附講座の場合

新たなシステムの構築を目指した研究遂行力
特定の分野の技術開発力

環境に調和したシステムを構想する力
実社会から求められるニーズに対応する判断力

教育を目的とした寄附講座の場合

最新の知見についての理解
現場での動きに対応した動向についての知識
環境や持続可能な開発への取り組みへの関心
比較的上位の経営者が持つ発想や理想につい

ての理解

寄附講座の具体例 身につけることができる力・スキル

環境人材育成への寄附講座の活用

研究型寄附講座
（理系分野に多い）

外部から寄附された資金を元に講座（研究グ
ループ）を組織し、研究を遂行するもの。営利

目的の研究ではなくとも、寄付者の意図を汲ん
だ研究や新技術の開発、例えば、医薬品メー
カーから寄附された資金を利用した難病の治
療法の研究、といったものとなる場合が多い。

教育型寄附講座
（文系分野に多い）

大学の授業の一環として実施される。大学の
外部で作成されたカリキュラムやテキストを大
学教育に持ち込み、また講師を大学に派遣す
るなどといった、ノウハウや人材面での寄附を

行うものが多い。

寄附講座の二つの類型

★現状についての関心の喚起と理解の深
化の場としての活用・・・現状や実情につい
ての情報提供が可能で、環境や持続可能
な開発への関心を喚起し理解を深化する
ことにつながる。

★教育型の寄附講座の拡充・・・文系の大
学（院）教育においては、教育型の寄附講
座の拡充が環境人材育成に効果的。一連
の講義を通じて実社会の知見をスムーズ
に学生に伝達可能。

★研究型寄附講座の充実・・・理系の大学
（院）教育においては、研究型寄附講座の
充実が効果的。社会のニーズと直結する
研究を進める中で、学生がスキル獲得や
経験を積み、環境系の技術者・開発者へと
成長することに貢献できる。

環境人材育成への寄附講座の活用
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環境人材育成のためのさまざまな教育（４）

大学におけるインターンシップ

●インターンシップ（就業体験制度）とは、学生が一定期間、企業や行政等の中で研修生として働
き、自分の将来に関連のある就業体験を行える制度。
●就職活動や職業選択でのミスマッチを防ぐ目的があり、大学によっては単位が認定される。

仕事体験型インターンシップ
電話の取次ぎやコピー取り、資料作成などの事務作
業、オフィスや店舗での仕事体験、あるいは工場見学
や実習などさまざまな形式がある。営業職などの場合

は、社員と一緒に取引先へ同行することもある。

仕事体験型インターンシップの場合
仕事の遂行の仕方についての基礎的な理解

基本的なビジネスマナー
職場体験に基づく就業についての知識

インターンシップの類型 身につけることができる力・スキル

プロジェクト体験型インターンシップ
課題が出され、課題解決策を考えて行く中で、仕事内
容を理解・疑似体験できるプログラム。新商品開発や
新規事業提案など、その企業のビジネスモデルに沿っ
たものが多い。レポート提出を求められることもある。

グループワーク型インターンシップ
課題を与えられ、グループで課題解決を研究するプロ
グラム。作成したレポートをもとに、各グループで発表
会を行って評価されることが多い。採用直結型のイン

ターンシップに多い。

企画研究型インターンシップ
与えられたテーマに対し、社員と共同で研究や企画を
するプログラム。参加者は、新鮮な発想や着想を出す
事が求められ、実際に実現することの難しさ・ビジネス

の難しさを学ぶ。

プロジェクト体験型インターンシップの場合
企画力・課題解決力・発想力
報告・プレゼンテーション能力

報告書・ビジネス文書の作成能力

グループワーク型インターンシップの場合
複数人で共同して作業にあたる協調力

ディスカッション能力
報告・プレゼンテーション能力

企画研究型インターンシップの場合
複数人で共同して作業にあたる協調力

発想力・企画力
分析力・判断力

インターンシップの問題点と
改善のポイント

インターン情報を発受信するプラットフォーム
が未成熟

参加者の意欲・態度にバラつきがある（特に必
修科目としてインターンが行われている場合）

マッチングの難しさ
インターン体験を開始する前に、あらかじめコ
ミュニケーションスキルを高めておくことが求め

られる場合がある
インターンシップの原則のさらなる普及

社会人となるための準備

実社会の動きがどうなっているのか、社会人と
してどのように振舞うべきなのか、について学
ぶのがインターンシップ。講義・演習や現場実
習で得た知識や経験を携えて、現実社会の

ケーススタディを行うものともいえる。

インターンシップの活用の視点

★企業や行政の中における環境担当部署
でのインターン経験・・・環境関連部署が必
要とするスキルや知識の獲得がスムーズ
に行えることから、直接的な環境人材の育
成となることが期待される。

★一般的な部署における環境改善をイン
ターンシップを通じて提案・・・受け入れ側と
参加者側双方にとって利益となるようなイ
ンターンシップの運用制度を確立する。

★事前・事後研修・・・インターンシップ派遣
前後に研修を配置し、社会人としての基礎
的なスキルの理解・実際のインターンシッ
プの経験から学ぶべきことを検討する。

環境人材育成へのインターンシップの活用

環境人材育成に向けたインターンシップの活用例

出所：文化放送
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主要国別調査（１）

米国調査の概要
１.大学の動向

• 大学は分権化・部門化されている。
• 従来の科目・カリキュラムを変更して

いく傾向が認められる。
• キャンパスのグリーン化（グリーン購入、

エコロジカルフットプリントや排出ガス
の削減等）に取り組む傾向が認めら
れる。

• いくつかの大学（ハーバード大学など）
では、環境に関する研究を行う教員
に対してインセンティブ（財政的支援）
を与えている。

２.カリキュラム開発

• カリキュラム開発が進んでいる学問分
野は、ビジネス、建築、工学である。

• さまざまな大学で、持続可能性を扱
う新しい学位とそのプログラムが設置
されている。

３.教授法

• learning by doing
• 学部生の研究への参画

• ジャーナルの記録

• クラスブログへの参加

• クラスシュミレーション（クラスの中で
議論された考えなどを実際の状況に
応用）

• 従来型の教授法ー知識伝達型の講
義、ケーススタディ、個別のプロジェク
トワーク

英国調査の概要

• カリキュラム開発が進んでいる学問分野は、建
築、設計、経済、法律、土木工学である。

• LSEの経済学部のように、中核的な学部の強
みを保持したい場合には、２つの学部間での共
同学位を設けていて、こういう取組みが現在の
傾向になっている。（例）：戦争研究と環境（キン
グスカレッジ）、数学と環境（オックスフォード）、ビ
ジネスと環境（オックスフォード）、環境にやさしい
化学（インペリアルカレッジ）

３. 教授法

• 滞在型のフィールドトリップ（国内の国立公園や
発展途上国など）

• ロールプレイング（複数のステークホルダー間の
交渉など）

• サマースクール
• Learning by doing
• 従来の教授法－知識伝達型の授業
• ケーススタディ
• 学位論文（個別プロジェクト）
• 少人数でのチュートリアル

１. 大学の動向

• 大学での意思決定は各大学に移譲されており、
新しい課程・科目の設置やその内容に関する決
定は学部ごとに行われる。

• ほとんどの大学が環境系コースを設置している。
• 持続可能な開発に関する科目や内容等の基礎

は、2005年4月にHEFCE（イギリス高等教育資
金配分協議会）より公表されている。

• 様々なフォーラムを通じて、大学、産業界、政府
機関、NGOの強力なパートナーシップが確立さ
れている。

２. カリキュラム開発

• 学部レベルもしくは教員レベルでそれぞれカリ
キュラム開発が行われている。

• 多くの教員たちが、各自の学問的自由を保持し
ている。

• 政府組織やNGO等が、カリキュラムの変更を促
進している（例：Higher Education Academy, 
Forum for the Future）。

• カリキュラムに短期プログラムを追加している大
学の事例が見られる：（例）オックスフォード大学
Saidビジネススクールの５日間の短期集中コー
ス
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主要国別調査（２）

タイ調査の概要
１.大学の動向

• タイの大学は、政府から資金を得ている
公立大学が１／３、学費収入が主の私立
大学が１／３ 、そしてビジネスに特化した
特別なプログラムからの収入や夜間大学
が１／３ という構成になっている。

• 持続可能な開発のための教育のコンセプ
トは、この数年間でタイの大学に導入され
ている。

• 近年急速に、環境や持続可能な開発を大
学教育のプログラムの数が増加している。
また多くの大学の教員がこのプログラムで
提供する科目の指導にあたっている。

• 特に職業訓練教育において、環境と持続
可能な開発についての学習を主流なもの
とすることが重要であると捉えられている。

• ただし、大学に入学してくる学生のニーズ
は、環境学や持続可能性学を学ぶことで
はなく、高い給与を得られる機会を得るこ
とである場合が多いことから、市場の需
要が大学教育の内容を左右することに
なってしまっている。

２.カリキュラム開発

• 環境や持続可能性についてのカリキュラ
ムが開発されている間に、教育手法や教
員と学生との交流が大幅に変化する。教
員の一部は、学生と交流する際に活発と
なっている。

• タイの大学では、環境や持続可能性につ
いての必修科目を教養教育に設置しよう
と試みている。

• ビジネスに関連したコースは、環境会計・
環境管理・企業の社会的責任などといっ
た科目を取り入れるべきとされている。

• タイの大学では、教員や大学の職員が、
たとえばアカデミックな研究、学生の教育、
企業やコミュニティとの協働作業など、そ
れぞれ役割分担をすることが可能である。

３.教授法

• 通常の講義
• 視察・実習・フィールドワーク
• 研究に基づく学習・ケーススタディ・自主

調査
• 参加型学習
• 社会貢献型学習

インド調査の概要
１.大学の動向

• 過去の環境政策の進展と並行して、長
年にわたって非常に多くの大学が学部
および大学院レベルで環境科学や持
続可能性を扱ってきている。

• 開発の専門家やエキスパートに環境や
持続可能性の視点を統合するように、
大学の教養教育段階で環境認識を高
めるような配慮をしている。

• 各専門に分かれての学習にも、環境や
持続可能性の問題を取り入れている。

• ＩＴの専門家や経営者育成のコースの
学生に提供される教育には、依然とし
て環境や持続可能性の視点が欠けて
いる。

• 大学・企業・自治体との連携はインド中
で積極的に行われている。

• 連携に際しては、個々人の連携でなく、
組織としての連携が模索されている。

２.カリキュラム開発

• 多くの大学で、環境や持続可能性に関
するプログラムが設置されている。

• 教養課程レベルの学生が習得しなけれ
ばならない基礎的な知識を明確化する
ことが必要である。

３.教授法

• 事例に基づく問題解決学習が特に効
果的であるとされている。

• 連携として、ＮＧＯの専門家などが直
接教育に携わる事例がある。
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中国調査の概要
１.大学の動向
• 環境学や持続可能性学を取り入れている

大学の数は増加傾向にある。
• 大学教育を通じて環境についての教育を

行うことは、中国政府・中国共産党の方
針と合致している。

• 理科系の修士課程に、環境科学や環境
エンジニアリングなどのコースを設置して
いる例が多く、また文科系では教員養成
系大学にコースをおかれる例が多く見られ
る。

• 国際機関やＮＧＯ・国際的な企業などと連
携して、環境に関するカリキュラム開発・実
践の事例がある。

• 大学と大学外部との連携は、教員養成系
大学で特に顕著（環境教育センターの設
置・運営に関して）

２.カリキュラム開発
• 大学院レベルでカリキュラム開発が進んで

いる学問分野は、技術系の部門である。
• さまざまな大学で、持続可能性を扱う新し

い学位とそのプログラムが設置されている。
• 卒業後の進路に即したカリキュラムを提供

するような配慮がなされている。

３.教授法
• 通常の講義
• 外部講師による講義
• 遠隔教育
• インターネットによるコミュニケーション
• ワークショップ・セミナーの開催
• 「Self-directed」指導法

• 現場実習・フィールドワーク
• 教育実習

主要国別調査（３）
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大学等でのESDに関する国際的動向（１）

ＥＳＤ行動計画や関連政策文書の特徴

教育と能力構築、政策関連性、現場における
実証プロジェクトを中心的な課題として、ＥＳＤ
の実施を進める。

ESD:CEE Approaches 
and Strategiesインド

国内の全ての教育機関に国家環境教育声明
を配布し、教員および地域リーダーが環境やそ
の中で生活することの重要性を伝達するアプ
ローチの紹介と拡大を図る。

Australian Government’s 
Strategy for the UN 
Decade of ESD (2006)

オーストラリア

大学における環境専攻のカリキュラムの中に持
続可能な開発の観点を導入することを急務の
課題としている。

National Action Plan for 
Environmental Education 
(1996-2010)

中国

学校における指導カリキュラムを持続可能性を
普及させる中心と捉え、環境教育を独立した
科目に設定。

National Strategy for 
Sustainable Development 
(2006-2010）

韓国

大学や大学院に対し、各分野の専門家を育て
る過程に、ＥＳＤに関連した教育を取り入れる
取組の促進。

わが国における「国連持続
可能な開発のための教育
の１０年」実施計画 (2006)

日本

国別の特徴計画・文書名国名

欧米・日本・アジアの大学に
おける環境人材の育成体制の実態

欧米の大学 日本の大学 アジアの大学

関連施策 有（スウェーデン等） 有（ＥＳＤ実施計画） 有（インド・中国等）

プログラム 多様化が確立 多様化が進行中 発展の途上

教育手法

多彩な教授法 伝統的な教授法 伝統的な教授法

現場実習の重視 現場実習を拡充中 現場実習を採用

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの確立 導入が進行中 極めて限定的

社会貢献学習・実践
型学習が主流

社会貢献学習・実践
型学習は限定的

社会貢献学習・実
践型学習を採用

組織設置

大学間連携

産学連携

外部評価

格付け

環境・持続可能セン
ターの役割重視

学部・研究科の内部
組織として存在

センターの設置は限
定的な段階

積極的に推進･参加 積極的に推進・参加 部分的に実施

積極的に推進 積極的に推進 限定的に実施

導入している 体系的なもの無し 特になし・懐疑的
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大学等でのESDに関する国際的動向（２）

教育手法 育成できる素養 欧米 アジア

伝統的な
講義・演習

ロールプレイ
プレゼンテーション

ディベート等

現場実習
現場研修

発信・コミュニ
ケーション能力

実践的知識

基礎的知識

各国で採用されている教育手法

● ●

● ●

●

欧米：実践的知識や発信・コミュニケーション能力の育成を重視
アジア：基礎的な知識の育成を重視

●

日本

●

●

●

大学教育でのインターンシップの実態
国 必修/選択・期間 外部からの支援

選択、１-６ヶ月
タイ なし なし

なし なし
なし なし
なし なし

オランダ 選択 国内外へ派遣

スウェーデン

有給インターン奨励 学部の提携企業に派遣

必修、１０週間

選択、夏の期間のみ

国内外の提携機関・企業
に派遣

オックスフォード大学 選択

ルンド大学 選択

各教員が努力して派遣先
を選定

大学のキャリアセンターと
提携する機関・企業に派遣

研究科の提携機関・企業
に派遣

公共機関、非営利団体へ
の派遣

日本

中国

イギリス

アメリカ
ハーバード大学

（ケネディスクール）
ライデン大学

必修、３-６ヶ月

マサチューセッツ工科大学
（サローンスクール）

ロンドン大学
（ロンドンカレッジ構築環境学部）

同済大学

華東師範大学
北京師範大学

カセサート大学

大学

京都大学

名古屋大学
（地球環境学舎）
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欧米の大学における取組事例（１）

王立工科大学（スウェーデン）におけるサステイナビ
リティー導入の事例

伝統的な大学（1827年設立）でも改革と多様化が求められ、2005年
にSchool of Energy and Environmental Technology(ＳＥＥ)を設置。

■プログラムへのサステイナビリティーの観点の導入

Department of Energy Technologyは伝統的・従来型の工学研究科であるが、コースとして
Sustainable Energy Engineering (SEE)を設置し、持続可能なエネルギー工学やエネルギー利
用に関する持続可能な技術を教育・指導できるよう工夫している。

■多様な教育プログラムを提供

ＳＥＥ（修士課程）では、Solar Energy、Sustainable Power Generation、Nuclear Power 
Technology、Sustainable Energy Utilization in the Built Environmentの分野を提供。

■大学間連携への参加

戦略的大学連携である「Erasmus Mundusイニシアチブ」に参加 し、他大学のプログラムを履修
できる機会を提供し、さらなる多様化を推進。

学生の学習ニーズへの対応／大学の競争力の向上

1

環境と持続可能性に分野の
教育・研究を一層推進するた
め、事業実施・調整・渉外の
役割を担う組織としてセン
ターを設置した。

包括的視点・専門性の構築、
企画・交渉能力の養成、即戦
力となる人材育成が強化さ
れた。

学内拠点の設置により、持続
可能性・環境教育/研究/人材

育成の推進効果があった。

研究・教育センターの設置

環境・持続可能性センター（2001年）
• チャルマー・ゴーテブルグ大学の共同運営

• 大学の環境プログラムを調整

• 専属の研究者・職員

• 実践的実証研究

• 企業との互恵的連携

• 独自の予算・資金捻出
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持続可能性の取り扱いに関する外部評価制度
■オランダ政府が活動を助成し、ＮＰＯであるＡＩＳ
ＨＥ（オランダ高等教育における持続可能な開発
のネットワーク）が大学の外部評価を実施

■大学プログラム・運営の中での持続可能性の
取り扱いを５つの段階別に評価

1. 活動主導型(Activity oriented)

2. 過程主導型(Process oriented)

3. 制度主導型(System oriented)

4. 循環型主導型(Chain oriented)

5. 社会主導型(Society oriented)

外部評価の存在が、欧州の大学が学内の体制整
備・プログラム改革、教職員の意識を改革するこ
とを促すことに繋がっている。

1

欧州の工科大学における持続可能な開発の取り扱い
についての評価（格付け）

各大学を、初期（Getting started)、進行中
(Making Progress)、目標達成(Reaching 
target)、啓蒙的(Inspiration)の4段階に分
類/格付けている

欧米の大学における取組事例（２）

出所：Alliance for Global Sustainability (2006) The Observatory EESD Report 2006 

出所：Roorda, N. (2004) AISHE Assessment & Policy Instrument for SD in HE
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【事例】修士プログラムにおける「持続可能な開発」の取り扱い
スウェーデンChalmers工科大学

1年次
【第1学期】

•Sustainable Development
•Science of Environmental Change

【第2学期】
•Technical Change and the Environment
(選択)

•Simulation of Complex systems
•Sustainable Energy future

【第3学期】
•Applied Industrial Ecology
•Environmental Policy instruments

【第4学期】
•Environmental Management
（選択）

•Environmentally adapted product 
development and manufacturing
•Life cycle assessment 

[導入・必修コース構成]
■ 環境倫理、環境正義、人間と自然の歴史
■ 人間と環境の相互作用システム
■ 持続可能なメタボリズム
■ 持続可能な土地利用
■ 食糧と農業
■ 森林と持続可能な開発
■ 持続可能性の視点からみたエネルギーシステム
■ 持続可能なマテリアルシステム
■ インダストリアルエコロジーの分析手法と方法
■ 地域の持続可能性：発展途上国の視点から
■ 持続可能な発展を促すエコラベルとその他の方法
■ 持続可能な発展と農業
■ 京都プロトコル
■ 持続可能な発展と技術変革
■ 地域の持続可能性：スウェーデンのアジェンダ21
■ リオ協定をめぐる国際合意

＋
グループプロジェクトワーク「SD in specific country」
（5人1グループ、多国籍）

『インダストリアル・エコロジー：持続可能な社会へ』 by Department of Physical Resource Theory

導入科目で、持続可能な開発を学ぶ上で重要な
「倫理」「システム思考」「幅広いテーマ」を学び、その後

の専門につながるよう構成されている

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成

欧米の大学における取組事例（３）

【事例】 「持続可能な開発」コースの必修化によるボトムアップ
スウェーデンChalmers工科大学

建
築
工
学

土
木
環
境
工
学

情
報
工
学

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境

物
理
工
学

化
学
生
命
工
学

技
術
経
営
戦
略
学

マ
テ
リ
ア
ル
工
学

海
洋
工
学

■ 2007/2008年度より、16学部全プログラムの学部生対象に「持続可能な開発」コースを必修化

■ 各プログラムの担当教師が他の教師、博士課程の学生と共同でコースを計画、実施

■ 全学部生を対象とすることで、ボトムアップを図る
■ 担当する教員もコース開発のために「持続可能な開発」について再認識する

ESD Chalmers
コーディネート

全プログラムの学部生
持続可能な開発コース

(5単位：5週間)
義務化

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成
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134

ヨーテボリ大学（スウェーデン）の履修案内
における持続可能性の扱いの明示

■履修案内での印による表記

青印：持続可能性問題を実質的に取り扱う
講座

黒印：持続可能性を部分的に取り扱う講座

印なし：持続可能性は取り扱わない講座

■環境・経済・社会をどの程度総合的に
扱っているかが判断基準

■講義の担当教授による自己評価によ
り印がつけられる

■他大学の取組みを応用し、定着化。
全国的な実施には至っていない。

学生の学習ニーズに応え、大学の競
争力を向上させるための工夫のひと
つといえる。

スウェーデン・ヨーテボリ大学履修案内

欧米の大学における取組事例（４）

【事例】 「持続可能な発展コース」
スウェーデン ヨーテボリ大学 教育学部（教員養成）

【特徴】
■ 「持続可能な発展」コースを学部を必修科目として設置し、幼稚園から高校の教師を目指す全

ての学生が履修
■ 授業内で持続可能な発展をテーマとした教材作成プロジェクトを行うなど教育方法論を盛り込

んだカリキュラムを構成

【テーマ】
■ 持続可能な発展と政治システム
■ 地球規模での食糧生産
■ ライフスタイルと環境
■ 持続可能な発展を伝える教育方法論
■ エコロジーと経済成長
■ 生物多様性（生態学）
■ 持続可能な発展と若者・子ども

ヨーテボリ大学の他学部から、持続可能な発展の研究者を講師として招いている
全ての学生（将来の教師）が持続可能な発展について理解し、教えられることを目指している

【プロジェクトワーク：教材開発】
学生がチームで子ども向けの教材を開発
■ 温暖化
■ 人口増加
■ 生活と水
■ 食料はどこから来るの
■ 交通・輸送
■ 電力
■ ごみの分別

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成
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1

政府系開発援助資金を利用した途上国の人材育成プログラムの実施

運用上の各種課題（査証等の受け入れの手続き）、多様なニーズへ
の対応、帰国後の就業状況の監視、自国民参加機会の提供、民間
資金導入の制約

例：｢持続可能性管理国際プログラム｣オランダ・ティルブルグ大学ビジネ
ススクール(TiasNimbas) ・グローバリゼーション/持続可能な開発セン
ター(Globus, the Centre for Globalisation and Sustainable 
Development)が関連団体と共催

産官学民の連携：欧米の事例

欧米の大学における取組事例（５）

【事例】 「アグロエコロジー専攻」
米国 ペンシルベニア州立大学 農学部 (College of Agriculture)

【特徴】

■ 食料生産、林学、土壌学、有害生物管理等の複合的知識を元に生態系を理解する

■ インターンシップ、実験、アグリビジネス等を通じて現場体験を重視している

【独自コース概要】
■ 植林生態学
■ 大気環境論
■ アグロエコロジー
■ 持続可能な農業科学と政策
■ 農業システムにおける栄養管理
■ 収穫管理
■ アグロエコロジーコロキウム
■ アグロエコロジーインターンシップ

（必修）

【他専攻、学部コース】
農学部、ビジネス、法学部、畜産学、
林学、コミュニケーション等のコースも
選択必修科目、選択科目として設置
されている＋

アグロエコロジーインターンシップは必修となっており、実務へとつながる仕組みができている
修了生の90%以上が農業関連産業で活躍している

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成
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欧米の大学における取組事例（６）

【事例】 ランドエコノミー学部（学士課程）
イギリス ケンブリッジ大学

基本ディシプリンは法学と経済学＋フォーカスは、土地と環境保全
3年間の学士プログラム

【1年目】4本のペーパー

■ 経済学
■ 公共法
■ ランドエコノミーの課題
■ 情報分析

【2年目】5本のペーパー

■ 応用経済学
■ 法学
■ 選択科目（3つ）
財政とビジネス、建築環境、
環境政策、都市・地域学、
法律と経済の関係性

【3年目】
■ 4つのペーパー
土地賃貸法、所有権法、
開発経済学、農業、
森林と地域開発、都市と経済計画、
不動産財政と投資の応用技術

■ 1万語論文（卒論）

【プログラム概要】

卒業生の就職率が高い：実践ベースの高い実務教育
⇒主な進学先：法律家、エコノミスト、行政官、国際機関、

会計・税理士、企業、その他

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成

【事例】 「国際フィールドスタディスクール」
オーストラリア、コスタリカ、タークス＆カイコス諸島、ケニア、メキシコ

【特徴】
■ 5カ国に異なるテーマのフィールド学習センターを設置し、国際的なフィールド学習を推進

■ 短期、サマーコースなど海外の学生も参加しやすいプログラムやコースを開講

【5つのセンターとテーマ】

■ 熱帯雨林（オーストラリア）
■ 持続可能な開発（コスタリカ）
■ 生物多様性マネジメント（ケニア）
■ 海岸の管理（メキシコ）
■ 海洋資源（タークス＆カイコス諸島）

【プログラム】
■ 約95日間のセメスタープログラム
■ 30日間のサマープログラム

（ボストン大学より単位認定）
■ 5年間のリサーチプログラム

■ 短期集中プログラムを通じて、学生はテーマ毎に自然や動物との身近な触れ合いから、
実践的で学際的な教育＆コミュニティーとのパートナーシップによる環境リサーチを学ぶ

■ 日本でも、武蔵工業大学の一研究室が毎年学生をオーストラリアセンターへ派遣している

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ（実施日：2008年2月）参考資料」として㈱イースクエア作成
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米国における環境インターンシップ（１）

在学中・卒業後の学生が、自分の専攻、関心、
キャリアに関連した就業経験を、指導を伴って
行う産学協同のトレーニングプログラム

□ 教育機関外における自分の関心に応じた体験学習
□ 実社会における自分の学問的・職業的関心に関連づけられたパートタイムジョブ
□ 教育機関から単位取得な環境での実社会における職業経験
□ 自分の興味・関心のある職業を体験を通して具体的に知る機会
□ 学習意欲の動機づけを促す機会
□ リーダーシップを直接とる場、実際の仕事を受け持たされ、責任をもつ経験
□ 理論を生きた生活状況の中で検証する機会を与え、

自分の足りないところ、満たすべきギャップ、獲得すべき技術
について明確にし、内発的動機づけを与える機会

インターンシップとは米国におけるインターンシップ

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料

1900

ベンチャー企業の増加
NPO団体の増加･多様性

1930 1960

1000

1990

100

200

産業化の波
専門技術と

訓練を求める声

学生が求人需要を上回る
(雇用吸収力の低下)

1968年高等教育法の改正

インターンシップに対する財政的支援(1968～)
多額の助成金を大学へ

高等教育報告書(1970)
「教育内容が実際の仕事と緊密な関係を持つべき」

導入大学数(全米)

シンシナティ大学(1906)導入
ノースイースタン大学(1909)導入

■ジェファーソン民主主義

高等教育の民衆化
高等教育を受ける権利：
特権階級から能力主義に基づく階層へ

■アメリカのプラグマティズム

■デューイの教育原理

シンシナティ大学 Cooperative Education
ハーマン・シュナイダー学長の理念
「理論と実践の反復が教育の質を高める」

1980年代後半
全米大学の90%が
カリキュラムとして導入

ベトナム戦争(1965-73)
学生運動(1960中後期)

米国におけるインターンシップの誕生と成長

スプートニック
ショック(1957)

レーガノミクス(軍拡-40代)

ECOMIC SPUTNIK (1984)
経済低迷(ブッシュ政権41代)

ベビーブーム

ベビーブーマー20代

1970年初頭～
インターンシップの本格的な普及
インターンシップの社会的認知

COOP.協会設立
(1963)

大学数の倍増(1960年代)

OPEC-Oil Shock (1973)

■大学と社会のギャップ
■求められる即戦力
■高等教育のコスト増大

第二次世界大戦
(1939-45)

1970 1980

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料
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米国におけるインターンシップによる学生の国内大移動
～地域特性が活かされた学生の新しい行動様式～

Washington D.C.California

NPO
ハイテク産業
ベンチャー企業

国連機関
連邦政府
連邦議会
政策提言型NPO

：地域の高等教育機関
：インターンシップによる学生の移動

夏期になるとサマーインターンシップに参加する学
生によって、ワシントンD.C.のインターンシップ人口
が通常の約3倍の15000人になる。

海外へ

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料

米国における環境インターンシップ（２）

■1970-80年代の経済低迷

■大学主導から大学・企業による
多様なプログラム(質的変化)
■多様な学部・学科での実践
(質的変化)
■インターンシップ/Coop.の増加
(量的成長)

(M.Sato 2000)

■大学主導による
理工学部学生を対象とした
プログラム

1960

■就業意識の変化・新しいタイプの職業からの要請
■高等教育大変革(1960s-80s)ユニバーサルアクセスに向けた改革
■連邦政府による財政支援と教育機会均等への努力(1960-70年代)
■高等教育の大衆化

1965 1975 1980
1970

■スプートニック
ショック(1957)以後
の研究活動重視
(科学・技術の発展)

米国におけるインターンシップの質的変化・量的成長
(1960年後半～1970前半)

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料
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米国で1970年代後半から増加する環境インターンシップ

カリフォルニア州サンフランシスコベイエリ
アにおける環境インターンシップの量的成
長は、1970年代の後半から伸びている。

佐藤真久(1997) 『日本の高等教育における
環境インターンシップ導入の提案』 筑波大学修士論文

※カリフォルニア州サンフランシスコベイ
エリアにおける環境関連団体を対象

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料
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Distribution of Environmental Intern Project Listings by Discipline and Application Area Groups. Compiled from 
1405 project listings provided by the Center for Environmental Inter Programs (CEIP), Boston, Massachusetts. 
1981

Rajagopal, R (1983) Environmental Internship; Where Are They and Who is Wanted, National Society for 
Internships and Experiential Education, PANEL Resource Paper No.11

Social Science 128 46 42 75 1 8 300
Biological Science 13 74 86 79 19 2 273
Business Admin. 103 25 38 9 18 4 197
Engineering 37 26 23 8 66 14 174
Law 134 22 4 1 3 3 167
Natural Resources 28 46 49 22 5 0 150
Physical Science 15 13 19 5 45 8 105
Architecture 30 32 1 6 6 1 76
Transportation 29 1 11 1 1 0 43
TOTAL 517 285 273 206 164 40 1405

TOTAL

Administration,
Planning & 
Regulation 

Resource
Management

Qualitative
Methods Education

Instrumentation
and 
Technology

Health
Affairs

米国での環境インターンシップの専門領域と業務内容の関係性

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料

米国における環境インターンシップ（３）

環境インターンシップを支える全米環境教育法

「中等教育終了段階の学生及び現職教員に連邦政府の行政官とともに仕事をす
る機械が提供されることは、専門的活動をサポートし高めるための確かな基礎に
なる」 Thomas J. Marcinkowski (1990)

■全米環境教育法(1990)第7条：
「環境教育インターンシップ及びフェローシップ」

(b)･･大学レベルの学生及び現職教員の環境教育に関わる連邦機関の専門職
員とともに研究する機会を提供し、この問題に関する理解と認識、更にはこうした
職業にふさわしい技能と能力を見につけさせることにある。

(d)･･インターン及びフェローは連邦政府諸機関で働くものとし、それには環境保
護庁、魚類野生生物局、海洋大気庁、環境の質委員会、連邦天然資源管理機関
、農務省、全米科学財団が含まれるが、それに限るものではない。

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料

Distribution of Environmental Intern Project Listings by Discipline and Application Area Groups. Compiled from 
1405 project listings provided by the Center for Environmental Internship Programs (CEIP), Boston, 
Massachusetts. 1981

Rajagopal, R (1983) Environmental Internship; Where Are They and Who is Wanted, National Society for 
Internships and Experiential Education, PANEL Resource Paper No.11

経済学／公共政策
建築学／保全
エンジニアリング／資源管理
化学／環境モニタリング
経済学／都市計画
建築学／都市計画
天然資源学／教育・・

生物学／教育
法律／管理・制御
生物学／資源管理
コミュニケーション／教育
天然資源／資源管理
生物学／資源調査
法律／土地利用

The following are some of the combinations 
that have been in significant Demand：

米国での環境インターンシップの専門領域と業務内容の関係性

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料

米国での環境インターンシップの橋渡し役コーディネート機関の役割

大学生

受入機関

■ECO
(The Environmental Career 
Organization)

■SCA
(Student Conservation Association)

■NAAEE
(North American Association for 
Environmental Education)

■ECC
(Environmental Career Center)

■NSIEE .etc
(The National Society for Internship and 
Experiential Education)

-プログラムの実施
-大学でセミナー開催
-事前トレーニング
-事後評価、等

-ニュースレターの発行
-モニタリング、等

出所：佐藤真久 (2007) 持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会 (第4回) 提出資料
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公害防止管理者
エネルギー管理士

特別管理産業廃棄物管理責任者
産業廃棄物処理施設技術管理者

浄化槽設備士
浄化槽管理士

浄化槽技術管理者
ISO14001審査員

ISO14000内部環境監査員
技術士補（環境部門）

技術士（環境部門）
中小企業診断士
環境カウンセラー

環境管理士
衛生管理者

衛生工学衛生管理者
環境計量士
臭気判定士

生物分類技能検定
土壌環境リスク管理者

土壌環境管理士
土壌環境保全士

林業技士
ビオトープ計画管理士２級
ビオトープ計画管理士１級

ビオトープ施工管理２級
ビオトープ施工管理士１級

造園施工管理技士2級
造園施工管理技士1級

樹木医
自然観察指導員

森林インストラクター
“ネイチャーゲーム指導員

CONEリーダー（自然体験活動ﾘｰﾀﾞｰ）
消費生活アドバイザー
家電製品エンジニア

家電製品アドバイザー

環
境
に
関
連
す
る
資
格

環境負荷、環境影響評価、法規制、環境マ
ニュアル

企業・行政の内部的環境
管理、監査

資格取得によって得られる知識・技術 想定される職種

数学、理科系科目、環境保全計画、環境測
定、自然環境

環境分野のコンサルティ
ング

環境問題一般、環境保全活動
市民環境保全活動への
助言、環境学習指導

生物一般、生物分類、標本作成初歩
野生生物調査、自然環
境調査

生態学、ビオトープ論、生態系保護論、環境
関連法、土地利用計画

地域計画、自然環境保
全

生態学、ビオトープ論、生態系保護論、環境
関連法、土地利用計画

土木・造園設計施工、自
然環境保全

土木工学、園芸学、林学、都市工学、交通
工学、建築学、施工管理法、法規

土木・造園設計施工、自
然環境保全

自然関連一般
ボランティア、自然観察
会の開催

森林、林業、野外活動
森林利用、林業知識の
普及、指導

＊赤字は大学生が在学中に取得することができる資格の主たるもの

環境人材としての資格・認定制度（１）

大学で、環境人材としての資格・認定で取得することが
できるものはさまざまある。理系文系問わず、取得を大
学が奨励している傾向がある資格・認定制度は、以下
のものが挙げられる。

環境プランナー
環境社会検定（エコ検定）

グリーンセイバー検定
技術士補（環境分野）
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環境人材としての資格・認定制度（２）

事例：環境プランナー

●経営と環境保護が両立できるよう、企業の活動に
アドバイスをする役割。（財）地球環境財団の認定・
登録資格。環境省が進めている「エコアクション21」
の審査人資格の１つ。
●環境プランナーの試験を受けるには、財団が認定
した研修機関での研修が必要で、所定の研修を修
了し、財団が実施する試験に合格すると環境プラン
ナーとして認定される。
●現在、「環境プランナー」「環境プランナーER」「環
境プランナーERO」の3ランクがあり、環境プラン
ナーの受験資格は、 高校卒業以上であること 、社
会人経験が2年以上あること、 研修機関で基礎コー
スを学び、修了試験に合格していること、となってい
る。

身につけることができる力・スキル

●環境問題を考えるための基礎知識や新しい視点
●環境へのグローバルな取組みについての最新動
向を知る意欲
●環境問題への対応を含めた経営の基本的な事柄
についての理解

環境プランナー資格取得のメリット
●企業の環境担当者などにとって必須となる総合的
な知識（例えば一般的な環境問題、企業と環境の問
題や対策、物質循環と環境配慮設計・ライフサイク
ルアセスメント/エネルギー使用と脱温暖化、EMS規
模と環境マネジメントリスク/環境会計の基礎知識と

報告書の見方など）を習得できる。
●企業が持続可能な社会の構築に貢献するための
具体的な手法と仕組みを理解する。
●企業の社会的責任への貢献を把握できる。
●環境問題への関心の程度が増加する。

想定される課題
●範囲が広いため、個人での主体的な勉強が必要。
特に環境会計の知識は講座だけでは充分でない。

●環境プラニングは、企業や対象事業によって多種
多様なため、座学で得た知識はあっても、実際にそ
れを単純に適応することは難しい。
●資格についての知名度がまだ充分でない。
●学生や今後環境関連で活躍したい人が環境プラ
ンナーを取得してもそれを活かせる機会（就職や転
職）が多くない。

出所：イー・アクセス株式会社

事例：環境社会検定（eco検定）

●環境に対する幅広い知識をもち、社会の中で率
先して環境問題に取り組む“人づくり”、そして環境
と経済を両立させた「持続可能な社会」を目指すた
めの検定試験。東京商工会議所主催。
●環境社会検定では級の設定はなく、公式テキス
ト（東京商工会議所編）の基礎知識とそれを理解し
た上での応用力を問う。出題範囲は公式テキストに
準じるが、最近の時事問題などについて環境白書
や循環型社会白書などからも出題予定。
●受験資格に制限はなく、誰でも受験可能。
●受験者データ
・2006年度第一回試験（10月15日）・・・受験者
13767名、合格者11025名、合格率80.1％
・2007年度第二回試験（7月15日）・・・受験者9817
名、合格者5059名、合格率51.5％
・受験者の内訳：大学・大学院15％、建設業8.6％、
製造業17％、情報通信・ソフトウェア5.5％、金融・
保険業5.5％、公務4％、その他

身につけることができる力・スキル

●環境一般に関する基本的事柄の理解
●環境に配慮した暮らしの実践や環境保全に対す
る取り組みへの参加意欲
●持続可能な社会のあり方を考える基礎力・創造力

環境社会検定取得のメリット
●企業：企業の社会的責任（ＣＳＲ）対応や今後の環
境ビジネスの展開に向けて、知識を活用できるよう
になる。取得する社員が増えることで、企業のイメー
ジアップにもつながる。ＩＳＯ取得後の継続学習の一
環として、社員の意識改革や自己啓発にも役立てら
れる。
●学生：環境保全に取り組んでいる企業・団体など
への就職活動や進学時のアピール材料になる。知
識の幅を広げ、国際的な視野でこれからの社会のあ
り方を考えられるようになる。
●一般市民：日常生活の中で、環境に配慮した生活
知識を身に付けることができる。また、環境への知識
をもとに、地球再生や地球振興のために活動する可
能性が広がる。

想定される課題
●2006年10月スタートの検定であるため、知名度が

まだ十分でない。
●出題内容が、基礎的・一般的な環境に関するもの
であるので、環境関連分野でのアピールとするのは
難しい。
●級の設定がないため、検定レベルがわかりにくい。

出所：東京商工会議所
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事例：グリーンセイバー検定制度

●植物や自然環境に関する幅広い知識を正しく身に
付け、生態系の保護・育成に貢献できる人を育てる
ことを目的とした試験制度。平成１０年創設。
●資格は、「ベイシック」「アドバンス」「マスター」の３
ランクから成り、「マスター」は、自然と市民のコー
ディネーターとして、より高度で深い知識、指導に必
要なコミュニケーションやプログラム企画・立案・実施
に関する知識を有していることが求められる。
●実施主体は「特定非営利活動法人 樹木・環境
ネットワーク協会」。
●毎年６月に「ベイシック」「アドバンス」の検定試験、
１２月に「マスター」の検定試験を実施。
●受験資格は、「ベイシック」制限なし、「アドバンス」
ベイシック合格者、ベイシックとの同時受験者、「マス
ター」アドバンス合格者
●「マスター」受験データ：
平成16年 申請者数：44人、認定者数19人

身につけることができる力・スキル

●植物・自然環境一般に関する基礎的理解、人と自
然の関わりについての理解（ベイシック）
●自然環境に関するより深い理解、人為的なものに
よる自然へのダメージを中心とした自然との関わり
についての理解（アドバンス）
●自然を守るための具体的な方法、人と自然の共
存に必要な事柄の理解（マスター）

グリーンセイバー検定取得のメリット

●「マスター」の認定を受ければ、市民に対して、自
然環境等についての指導ができる。指導内容の例：
里山や森林での自然観察、炭焼き・山菜取り・下草
狩りなどの自然体験、自然を学ぶ環境教育などの企
画・運営・協力など
●樹木・環境ネットワーク協会が主催する野外ス
クーリングなどを通して、植物や自然に関する知識
等を、実習を通じて体系的に学べる。
●環境系団体メンバー：資格を習得することで、自然
観察・自然体験等の事業への信頼性が高まる。
●学生：環境系団体などへの就職活動のアピール
材料になる。
●一般市民：自然環境に関する意識が高まる。

想定される課題

●受験料（ベイシック・アドバンス5000円、マスター
8000円）や受験対策セミナー（一般17000～25000
円、学生植15000～23000円）など、受験者の経済

的負担が大きい。
●出題内容の多くが、植物や自然環境に関するもの
であるので、企業人が受けるメリットが少ない。また、
一般企業へのアピールとはなりにくい。

出所：樹木・環境ネットワーク協会

環境人材としての資格・認定制度（３）

事例：技術士補（環境部門）

●文部科学省が認定する国家資格。日本では環境
専門家の最高資格である「技術士（環境部門）」に
繋がる歴史ある資格。「技術史補」は技術士となる
のに必要な技能を修得するため、技術士を補助す
ることになっている。技術士および技術士補は、技
術者倫理を十分に守って業務を行うよう法律によっ
て課されている。（社）日本技術士会で技術士倫理
要綱を制定。
●コンサルタント・エンジニアの発展を促進すること
を目的として創設。技術コンサルタントの技能を証
明するものとして高く評価される。
●資格試験は、基礎科目、適正科目、共通科目、
専門科目からなり、大学の理科系課程を卒業した
者は共通科目が免除される。
●受験資格に制限はなく、誰でも受験可能。
●現在、世界各国との連携が進み、グローバルな
資格のひとつになりつつあり注目される。

身につけることができる力・スキル

●自然環境や技術に関する知識、人に伝える能力。
●学び続ける姿勢。
●様々な活動のなかで、自然環境の保護、保全等を
提案、協議し、いかに自然と共生をはかっていくか等、
そのバランス感覚が重要不可欠になってくる。

技術士補取得のメリット

●技術士補：通常、技術士第二試験は、技術士とし
てふさわしい業務経歴7年以上必要だが、取得後、

技術士補として技術士のもとで実務経験を積むと、
業務経歴が4年以上に短縮が可能となる。

●日本技術士会に参加する資格が得られる。技術
士会のセミナー、部会、勉強会には様々な技術士、
技術士補が参加しており、年齢、地域、業種を越え
たコミュニケーションが可能となる。
●難関試験だが、信頼を得ることが出来、重要な仕
事を任され、仕事に対するやりがいも大きくなる。
●国や自治体の入札条件として、技術士や技術士
補が活かせる場面が多くなる。

想定される課題

●国家資格の中でも難関な資格であって、大学生レ
ベルであると取得にかける時間や費用のコストが増
大する。
●制度としての技術士に関する社会的な認識が依
然として低い状況である。
●独占業務がないため、資格取得によってもたらさ
れるメリットが多くない。

出所：日本技術士会
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海外における大学ネットワークの事例（１）

欧米の環境関連大学ネットワーク

Alliance for Global Sustainability (AGS)
•研究、将来の世界を担う若者の教育、ＡＧＳの成果の社会への展
開（アウトリーチ）を目標とした国際的で総合的な共同研究を実施
•参加大学：スイス連邦工科大学、東京大学、ＭＩＴ、チャルマーズ工
科大学

Disciplinary Associations Network for Sustainability (DANS)
•非公式の専門団体のネットワーク
•持続可能性に関するカリキュラムや教材の提供、分野横断的プロ
ジェクト、一般市民への持続可能性教育などを実施

Erasmus Mundus Master Programs
•先端的な高等教育の実施を支援する欧州委員会からの助成
を受けた大学間連携による修士プログラム
•主な環境系プログラム：
MESPOM-Master of Environmental Sciences, Policy and 
Management
EMMEP-Erasmus Mundus Minerals and Environmental 
Programme
AGRIS MUNDS-Sustainable Development in Agriculture 
Masters Courseなど

Engineering Education for Sustainable Development
Observatory (EESD-Observatory)
•高等教育機関の工学分野におけるESDの推進、ヨーロッパの
工学系大学のランク付け等を実施するパートナーシップ
•参加大学：Chalmers University of Technology, Technical 
University of Catalonia
Delft University of Technology

Consortium Linking Universities of Science and 
Technology for Education and Research (CLUSTER）
•工学・科学・建築分野において、ハイレベルな高等教育・先進
的な研究を目指すヨーロッパの１２の工科大学によるネットワー
ク

League of European Research Universities (LERU) 
•ハイレベルな研究と教育の実施・促進をめざすヨーロッパの20
の研究集約型の大学によるネットワーク

Higher Education Associations Sustainability Consortium 
（HEASC）
•持続可能性を推進することをめざす非公式な高等教育機関連携
コンソーシアム
•持続可能性プログラムの支援、共同プロジェクトや情報共有ミー
ティングなどを実施

Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education (AASHE)
•持続可能な社会の構築をめざすアメリカ・カナダの大学ネットワーク
•大学のガバナンスからカリキュラム・アウトリーチまで全ての分野に
おいて持続可能性を促進することを目的とする

Association of University Leaders for a Sustainable Future 
(ULSF)
•大学の全ての要素（教育、研究、アウトリーチ等）に持続可能性や
環境リテラシーが取り入れられることをめざし、そのための大学の能
力強化に取り組む

北米の大学ネットワークヨーロッパの大学ネットワーク

その他の大学ネットワーク

ＩＧＥＳ作成

【事例】 Baltic University Programme
バルト海沿岸地域の大学ネットワーク

バルト海沿岸地域14カ国
約200大学のネットワーク

事務局：スウェーデンウプサラ大学

学生ネットワーク

■ サマーキャンプ

■ 船の旅
■ 学生会議

Baltic University
教師コミュニティ

■指導マニュアル/事例の共有

■教師フォーラムの開設
■ 学校教師教育の場の提供

共有コースの開発
【学部】
■環境科学
■バルト海地域研究
■持続可能なバルト海地域
【修士】
■持続可能な水管理
■地域開発
■環境マネジメント

共同プロジェクト

■ 都市開発フォーラム
■ エコシステムと持続可能な農業

■変革のための教育
■持続可能な開発のための教育

■ 14カ国約200大学が参加して大学ネットワークを構築

■ バルト海地域の課題をテーマとした複数のコースを開発し、会員大学で共有化
■ 教師コミュニティでは、指導マニュアルや事例の共有化し、教師教育の場として活用
■ 地域の課題解決のために共同プロジェクトを実施

出所：㈱イースクエア作成
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戦略的大学連携：Erasmus Mundusの事例

■Erasumus Mundus Initiative

欧州の複数のトップクラスの大学・高等教育機関が実施する修士
課程以上のコースに対する、欧州委員会（ＥＵ）からの助成

■目的

先端的な高等教育の実施を支援すること

■人材育成の観点から見た特徴

①所属学生は３つ以上の大学で講座を受講することが義務づけ
られる

②ＥＵが参加大学に対して助成を実施

③ＥＵが参加学生に対して奨学金を提供

Erasmus Mundus Initiativeによる大学連携

MESPOM （環境科学・政策・管理修士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

• ４大学による共同のプログラム運営

• 大学付属研究機関の比較優位を結合

• 修士プログラムの質の向上を目指す

• 課題特化型・プログラムのブランド化

• 欧州委員会による戦略的助成政策

• 市場経済移行国や西アジアの非産油国など
の学生に対する奨学金支給

大学連携によって各大学の比較優位をリソースとして提供し合うことができ、その
結果、環境についてのプログラム運営を効果的なものとすることが可能となった。

海外における大学ネットワークの事例（２）
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•目的：同済大学（中国）が開始したIESDの活動を支援するために、The 
Asia-Pacific Regional University Consortium on Environment for 
Sustainable Development（RUC）を設置し、参加大学の教員が同済
大学で講義を持ち学生指導に協力すること。

•参加大学：グリフィス大学、ニューサウスウェルズ大学、ウオロンゴング
大学、 アジア工科大学、国連大学、イエール大学などがRUCに参加

•システム：学生はセメスタ1つをＲＵＣのメンバー大学で受講可能。修了
生には同済大学の「環境管理修士号」が授与

•必修コア科目：環境倫理、環境化学、環境社会学、環境経済・循環経
済、持続可能な開発のためのフレームとツール、環境管理・環境政策

•RUCの協力があることによって、高度な教育に基づく人材の育成が中
国の大学で実施・継続することが可能となった。

アジアの大学に対する大学連携による支援

海外における大学ネットワークの事例（３）
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COE事業推進担当者会議 東京大学大学院経済学研究科

拠点リーダー １名
事業推進担当者 ９名
顧問 ５名

東京大学２１世紀COEも

のづくり経営研究センター
センター長 １名
（拠点リーダーと兼務）
ディレクター １名
研究科教員
（１）COE特任教授 １名
（２）COE特任准教授 ２名
（３）COE特任助教 ６名

共同研究院
特任研究員
アシスタント
事務

特定テーマ研究（平成１８年度抜粋）
• ライセンシング・ビジネス
• 日本機械工業の戦後史研究
• アーキテクチャの測定と戦略
• 小売・サービス業の経営システムに関する研究
• ファームウエア研究
• 本田生産方式の研究
• トヨタ生産システムの源流に関する研究
• 機能性化学産業の競争優位に関する研究 など

ものづくり経営研究コンソーシアム
民間企業メンバー１７社とコンソーシアムを形成し、

幹事会、研究会を設置してセンターの運営を進めている

出所：東京大学ものづくり経営研究センター

産官学コンソーシアムの事例（１）

ものづくり経営研究コンソーシアム

２．企業の参加形態

■ものづくり経営研究コンソーシアム会員

• 「第一期生」として11社参加：トヨタ自動車、
三菱重工業、シャープ、オムロン、キャノン、
エプソン、日産自動車、本田技研工業、ソ
ニー、旭硝子、松下電器産業

• 現在は、上記11社を含む17社が参加

• 参加企業各社は、東大と個別に共同研究契
約を締結

• 会員費として43万円を支払う（東京大学の共
同研究規則）

• 各参加企業は、コーディネーター的役割を果
たす共同研究員を2名非常勤でMMRCに派
遣する。共同研究員は、東大の若手研究者
と連携して「ものづくりマネジメント教本」の作
成をバックアップする。

４．その他
• 企業へのコンソーシアム参加呼びかけは、21世紀

COEものづくり経営研究センター長藤本隆宏氏のつ
ながりやネットワークを利用して個別に打診

• COEを文部科学省から受け入れている期間は、独
立行政法人に係る規則により、会社等からの委託
契約ができない。2008年3月にCOEが終了するの
で、それ以降は現在の企業会員と年間数百万の契
約を開始したいと考えている。

出所：東京大学ものづくり経営研究センター

１．事務局
• 所在： 21世紀COEものづくり経営研究セン

ター内（東京都文京区本郷）

【概要】
• 21世紀COEものづくり経営研究センター（MMRC)の産学官連携活動の一環として、2004年4月に発足。

• 東京大学が主宰して会員企業間の共同研究を行うことで、ものづくり経営に関する共同研究及び情報の収
集、ものづくり経営の普及・展開、国内外の関連機関との連携を通じて、産業界の先端的経営資源を補完
しあいながら、大学としても、ものづくり経営の人材育成に寄与することを目的とする。

３．企業にとっての参加のメリット
企業からの情報を大学で整理し、まとめて、企業にフィー
ドバックするという取り組みを各参加企業ごとに実施して
いる。そして、その成果を各企業での社内教育に役立て
てもらう。
毎月一回定例会議を開催し、大学と各企業の結びつき
だけではなく、企業間のネットワーク強化、企業間の意見
交換の場を提供している
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東京大学AGS推進室

２．企業の参加形態

（１）東京大学ＡＧＳクラブ会員制度

• 「東京大学ＡＧＳクラブ」：２００７
年４月より毎月、サステイナビリ
ティに関するセミナーおよびレセ
プションを開催

• ＡＧＳクラブの会費は、１口当た
り月額５万円（年額６０万円）

• 会員は、ＡＧＳクラブが主催する
セミナー、レセプションに参加す
ることができる（企業・団体の場
合は１口当たり３名まで参加可
能）。

• 現在３４社がＡＧＳクラブ会員と
なっている。

４．その他

• 産学連携を具体化する際に、企業
にとってのメリットを明示するのは難
しく、企業が一方的に資金面での負
担をすることになりがちである

• 企業にとって寄付金の支出はハー
ドルが高いので、会員制度を設けて
企業が参加しやすい仕組みを設け
ている。

１．事務局
• 所在：東京大学本郷キャンパス

内
• 職員：東京大学職員１名、短期

雇用職員１名、非常勤職員１名
（主にファンドレイジング担当）

※その他、東京大学AGSコーディネー

ターとして教授５名が推進室の
運営に携わる

【概要】
• 地球環境の保全をしつつ持続的な発展を成し遂げるため、（１）研究、（２）将

来の世界を担う若者の教育、（３）ＡＧＳの成果の社会への展開（アウトリーチ）
を目標とした国際的で総合的な共同研究を実施。

• １９９４年より、スイス連邦工科大学、東京大学、ＭＩＴの３大学間で共同研究が
開始され、１９９６年１０月に三大学協力協定が締結されてＡＧＳがスタートした。
２００１年第二期ＡＧＳのスタートにあたって、スウェーデンのチャルマーズ工科
大学が加入。

（２）助成企業
• ＡＧＳの研究プロジェクト・活動に対

して寄付金という形で助成。
• クラブ会員特典の他、研究採択へ

の関与および研究発表への参加・
発言権をもつ。

• 寄付金は１００万円以上で上限はな
し

• 助成企業（2007年現在）：いであ㈱、㈱ＮＴＴドコモ、

㈱荏原製作所、（財）セコム科学技術振興財団、
㈱ゼンショー、東海旅客鉄道㈱、西日本旅客鉄道
㈱、㈱日建設計、（財）日産科学振興財団、ＮＴＴ
㈱、東日本旅客鉄道㈱

３．企業にとっての参加のメリット
ＡＧＳ主催の会合や催し物に社員が参
加できる
社会貢献の一環として参加

立教大学ＥＳＤ研究センター

２．企業の参加形態

（１）教育プログラムの共催・後援

• 今年度実施した「Eco 
OPERA!」（サンゴ礁を切り口

とした自然・地域環境保全プロ
ジェクト）への資金提供、シン
ポジウム会場提供、シンポジ
ウムパネリストとしての参加、
絵画コンクール作品展示協力

• 後援企業：沖縄タイムス社、サ
ンシャイン国際水族館、全日
空（一部共催）、日プラ株式会
社、株式会社日立プラントテク
ノロジー

３．企業にとっての参加のメリット
• 教育プログラムに参加することは、

企業にとってのＰＲとなる。
• これまで大学と連携する機会がな

かったので良いきっかけとなったと
いう企業があった。

• 全日空は、サンゴ礁の保全活動に
大々的に取り組んでいるので、今回
の教育プロジェクト参加が広報面で
役立ったようだ

１．事務局
• 所在：立教大学池袋キャンパス

内
• 職員：ポストドクトラル・フェロー

２名（常勤）、プログラム･コー
ディネーター２名（常勤）、リ
サーチアシスタント２名（博士課
程所属学生・アルバイト）、サ
ポートスタッフ１名（アルバイト）

【概要】
• ＥＳＤが多様な社会活動の中で実質的に機能することを目標として２００７年３

月に設立
• 『ＥＳＤにおける実践研究と教育企画の開発』として、平成１９年度の文部科学

省オープン・リサーチ・センター整備事業に選定
• 「環境教育」と「開発教育｣を切り口として、人文・社会科学の分野においてＥＳ

Ｄに関する統合した研究を行い、アジア･太平洋地域のＥＳＤ研究ネットワーク
の構築に向け、主動的役割を担うことを目指す

（２）研究活動への協力
• ＣＳＲチームが定期的に開催する研

究会に参加
し、企業側の意見提供

• 国内の機関・団体等におけるＣＳＲ
の活動実態や課題の調査研究へ
の協力

• 研究会は個人レベルの参加になっ
ており、毎回４名程度の参加である。
今後さらに参加者を増やす予定。
大学の教授と関わりのある企業が
参加している。

ＡＧＲＩ－ＣＯＣＯＯＮ（東京大学）
（産学官民連携型農学生命科学研究インキュ

ベータ機構）

２．企業の参加形態
（１）資金の支援
• アグリコクーンパートナーとして、ア

グリコクーンの活動に賛同した企業
から寄付金という形で資金提供

• アグリコクーンパートナー：アサヒ工
業㈱、㈱サトーグランド、（財）飯島
記念食品化学振興財団、㈱マルハ
ニチロホールディングス、㈱ぐるな
び

• 企業の寄付金の割合は非常に少な
い状況

（２）教育プログラムへの支援・協力
• 支援：演習やワークショップでの講

演、実習における研修プログラムの
提供、学生への個別相談、討論会
への助言等、可能な分野での協力

• 連携：企業からの講演依頼、研究
相談などについて、アグリコクーン
が研究科内研究室や教員と連絡

• 広報：サポーターとしてアグリコクー
ンなどのHPで広く公表

３．企業にとっての参加のメリット
• 研究ではなく教育に特化した機構

であるので、どうしても企業に還
元できるメリットが少ない。

• 企業にとってはメリットというより
も社会貢献的色合いが強い。

• 企業名が学生に周知され、企業
名や企業のリンクがＨＰに掲載さ
れることで企業の広報になる。

１．事務局
• 所在：東京大学産学官民連携室

【概要】
• 独創的な研究を自ら持続的に進めることのできる自立した研究者の養成を目

的として、東京大学大学院・農学生命科学研究科に開設。
• 農学生命科学研究科の研究資源を広く開放し、 産学官民連携による大学院

教育のさらなる発展と充実を図る。また、農学に共通する「農学の知」を構築し、
農学にかかわる専門領域の相互理解のための共通の知識と対話を進めるた
めのプラットフォームを制度化することを目指す。

４．その他
• 機構が開催するセミナーや講座

などを、企業の社員向け研修とリ
ンクさせることができる。これは企
業にとってのメリットとなるのでは。

• もともと東大とつながりのなかっ
た企業が、まずは教育面で機構
と連携し、東大への貢献事実を
持った上で、研究面での連携に
乗り出すという形で協力を開始す
る企業も存在する。

産官学コンソーシアムの事例（２）

出所：東京大学AGS推進室 出所：東京大学産学官民連携型農学生命科学研究インキュベータ機構

出所：立教大学ESD研究センター

113



２．企業の参加形態
（１）正会員

• 岡山経済同友会が正会員とし
て加入（岡山経済同友会は、
コンソーシアム設立準備段階
から熱心に協力・設立を推
進）

• 正会員は年会費８万円を支払
う

• 正会員は議決権を持っている
ので、大学コンソーシアム岡
山の会議等にも参加し、企業
側からの意見提供などをする

３．企業にとってのコンソーシアム参加の
メリット

• 岡山のまちづくりに貢献するため、
そして地域の活力・県民力の向上の
ために設置されたコンソーシアムで
あるので、企業は収益は求めず、社
会貢献の一環として参加している。

• 中国銀行は、講座開講実績をＣＳＲ
活動の成果の一つとして、ホーム
ページなどでアピールしている。

【概要】
２００６年４月より設置。法人格を持たない任意団体

１．事務局
大学コンソーシアム岡山会長校
に事務局を設置（会長校は持ち
まわり）。今年度の会長校は岡
山大学
所在：岡山大学学務部内
職員：岡山大学職員が事務局
職員として勤務（１名）
来年４月より岡山理科大学に事
務局移転（理科大学職員が中
心となって運営）

（２）その他
①山陽新聞社と共同でシティカレッジ「吉
備創生カレッジ」を実施
これまで、それぞれが独自に実施してき
た「シティカレッジ」と「山陽新聞カレッジ」
を統合（コンソーシアム独自ではＰＲや運
営体制が不十分で集客数が少なかった）
山陽新聞社がカレッジ運営・ＰＲを担当
大学コンソーシアム岡山が講師供給を担
当
参加者の受講料は折半で受け取る

②中国銀行による講座実施
銀行員が職務の一環として無償で講師
引き受け
講座開講場所として中国銀行駅前支店
会議室を提供

４．大学の参加形態
（１）正会員
• 会員資格：岡山県内の高等教

育機関
• 現在は１６大学が参加
• 年会費：正会員年会費８万円＋

学生数単位の会費
• 議決権を持つ

（２）特別会員
• 会員資格：岡山県内の高等教

育機関
• 現在は４短期大学が参加
• 年会費：特別会員年会費２万円

＋学生数単位の会費
• 議決権を持たない

※学生数単位の会費について･･･
各大学の学生数×単価の金額
を会費とする。今年度の単価は
１００円。

６．大学にとってのコンソーシア
ムサービス利用

• 単位互換制度
• 市民向け講座の講師派遣

（地元新聞紙に大学名・講師
名が掲載されるので、大学に
とってPRとなる）

５．大学にとってのコンソーシアム参加の
メリット

月一回の運営委員会等で情報交換がで
きる
大学間の連絡調整がとりやすい
個々の大学ではできないことが、連合で
可能になる

８．その他

コンソーシアム設立にあたっては、財
団法人大学コンソーシアム京都を視
察
山陽新聞社取締役、中国銀行頭取と
もに経済同友会会員
中国銀行は、もともと社会貢献活動に
熱心であり、中国銀行から大学コン
ソーシアム岡山に何かできないかとい
う働きかけがあり、講座開講が実現し
た

７．活動資金

正会員および特別会員の会費による
今年度末に、岡山県より補助金を受
け、事業費２分の１を助成。

産官学コンソーシアムの事例（３）

大学コンソーシアム岡山 組織図

<社会人教育事業部>
高等教育機関と地域
社会との交流・連携
に関する事業を行う
（シティ･カレッジ、コ
ミュニティ･カレッジ、
地域創生学教育な

ど）

＜事務局＞
各事業部との連携・
調整および大学コン
ソーシアム岡山の広
報に関する業務を

行う
（事務局：岡山大学学務部内）

＜大学教育事業部＞
高等教育機関相互の
教育・研究における連
携・協力事業を行う

(単位互換、国際交流、

ＦＤ、高大連携など）

＜産学官連携事業部＞
高等教育機関と産官と

の連携・推進に関する事
業を行う（新インターン

シップ、キャリア教育、高
大キャリア教育、高大連
携、産学官共同研究、企

業化育成、ＮＰＯリー
ダー育成など）

大学コンソーシアム岡山

出所：大学コンソーシアム岡山
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産官学コンソーシアムの事例（４）

財団法人大学コンソーシアム京都

３．企業にとってのコンソーシアム参加のメリット
（事務局が、企業にメリットとして伝えている点）

• 大学コンソーシアム京都ホームページに賛助会員として社名
および企業HPのリンク掲載

• 大学コンソーシアム京都のリーフレットに賛助会員として社名
掲載

• 大学コンソーシアム京都の会報の送付
• 大学コンソーシアム京都主催の講演会などへの優待
• 共同研究の委託・公募・受託
• 企業が講演会などを主催する際の協力

６．コンソーシアム運営資金
• 正会員・特別会員・賛助会員の会費

（維持会員である京都市から会費をもらっているが、補助金
等の助成は受けていない）

• 事業収入 毎年5000万円程度。

出所：大学コンソーシアム京都

【概要】 1993年3月設立 基本財産：1億円 主務官庁：文部科学省

１．事務局
所在：キャンパスプラザ京都1階（館内には、放送大学京都学習
センターや大学院共同サテライト、講義室、共同研究室などが
ある）
事務局長：西浦明（京都産業大学）
職員：財団雇用職員および文部科学省特色GP採択による採用
職員 計8名

２．企業の参加形態
■賛助会員
現在11社参加・会員は毎年度会費として10万円を支払う

【賛助会員一覧】
株式会社蒼穹社（あおぞら印刷） 大塚製薬株式会社
株式会社学生情報センター 関西ティー・エル・オー株式会社
京都中央信用金庫 株式会社SIGEL
株式会社ジェイ・エス・ビー レッジネット株式会社
株式会社フラットエージェンシー ワールドビジネスセンター株式会社
財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部

４．大学の参加形態
（１）維持会員
会員資格：京都地域内の大学
3国立大学、4公立大学・短期が医学、43私立大学・短期大学が参
加（2007年6月現在）
会費：学生数単位の会費

（２）特別会員
会員資格：京都地域内の大学
一部の国公立大学が参加
年会費：20万円もしくは40万円

※学生数単位の会費について･･･各大学の学生数×1000円を会
費とする。

５．大学にとってのコンソーシアムサービス利用
単位互換事業（特色GP採択事業）
生涯学習事業
インターンシップ事業（特色GP採択事業）
国際交流・留学生支援事業
共同研究事業 など

常任理事会
• 大学と地域社会及び産業界との
連携に関する調査研究事業担当
• 大学と地域社会及び産業界との
情報発信交流事業担当
• 大学におけるインターンシップに関
する推進事業担当
• 大学における社会人教育に関する
企画調整事業担当
• 単位互換等大学の教育交流に関
する企画調整事業担当
• 大学の教職員に対する研修交流
事業担当
• 「京都市大学のまち交流センター」
の運営事業担当

評議員会

監事

運
営
委
員
会

総
合
企
画
会
議

事

務

局

各
種
委
員
会

理事会
理事長

副理事長
常任理事

出所：大学コンソーシアム京都
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コンソーシアムの類型：特定大学での地域連携型（地域）

大学

地域の企業地域のNPO

【具体例】
•武蔵工業大学

【特徴】
•大学生や院生が地域をフィールドにし
た調査研究を行い、研究成果を地域
にフィードバックする。

事務局

コンソーシアムの類型：大学間の連携型（地域）

大学大学

大学

大学

大学

【具体例】
•山手線沿線私立大学図書館コンソー
シアム

•世田谷６大学コンソーシアム

【特徴】
•特定の目的に則って形成されている。
（図書館の相互利用、合同公開講座、
単位互換等）

事務局

事務局
（大学の場合もある）

企業

企業

企業

企業

大学

大学

大学

大学

【具体例】
•大学コンソーシアム京都
•大学コンソーシアム岡山

【特徴】
•事務局が中心（窓口）となり、大学・
企業双方に向けた事業を実施して
いる。

コンソーシアムの類型：特定地域での連携型（地域）

大学

企業 企業

企業

企業 企業

【具体例】
•ものづくり経営研究コンソーシアム

【特徴】
•参加企業は、全国的・国際的に事業を展開
している大手企業

•大学と各企業間の共同研究を重視
•会合等を通した参加企業同士の意見交換・
情報交換の場（関係構築の機会）が確保さ
れている

事務局

コンソーシアムの類型：企業との連携重視型Ⅰ（全国）

大学

企業

企業

企業企業企業

企業

寄付金提供参加 会費提供参加

【具体例】
•東京大学AGS推進室

【特徴】
• 企業に対して、助成（寄付金提供）とクラブ会員（会費制）という
２つの参加形態を設けている。

• 寄付金は大口であるのに対して、会員費は低額設定となってい
る。

• 寄付金提供企業は、クラブ会員が受ける特典（セミナー・懇親会
への参加、出版物の送付）の他、研究採択への関与および研究
発表への参加・発言権を持つ。

事務局

コンソーシアムの類型：企業との連携重視型Ⅱ（全国）

連携型コンソーシアム（１）

地域を中心・拠点とした連携型コンソーシアムのモデル

全国展開を意図した連携型コンソーシアムのモデル
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連携型コンソーシアム（２）

コンソーシアムの

主たる目的

コンソーシアムの

名称
事務局体制 大学からの資金

企業からの資金の

受け入れ

研究・開発の

推進

ものづくり経営研究
コンソーシアム（東
京大学）

所在：21世紀ＣＯＥものづくり経営研
究センター内

現時点では、２１世紀
COEプログラム（研究拠点
形成費等補助金）を運営
費に充当

研究費

東京大学ＡＧＳ
所在：東京大学本郷キャンパス内

職員：東京大学職員１名、短期雇用職
員１名、非常勤職員１名

東京大学からの資金援助

寄付金

会費

（ほとんどがこれらの資金
で賄われている）

立教大学ＥＳＤ研究
センター

所在：立教大学池袋キャンパス内

職員：常勤４名、アルバイト３名

運営費は、文部科学省
オープン･リサーチ･セン
ター整備事業補助金と大
学とで折半

無（ただし企業の職員を
研究員として派遣）

大学教育の

充実

ＡＧＲＩ－ＣＯＣＯＯ
Ｎ（東京大学）

所在：東京大学産学官民連携室
農学生命科学研究科か
らの予算措置

寄付金

大学コンソーシアム
岡山

大学コンソーシアム岡山の会長校持ち
回りで事務局を設置

所在：岡山大学学務部内（現在）

職員：岡山大学職員（１名）

会費

（ほとんどが大学からの会
費収入で賄われている）

会費

（財）大学コンソーシ
アム京都

所在：キャンパスプラザ京都内

職員：財団雇用職員および文部科学
省特色GP採択による採用職員（計８
名）

会費

（ほとんどが大学からの会
費収入で賄われている）

会費

コンソーシアムの

主たる目的

コンソーシアムの

名称
大学による活用方法 企業による活用方法 運営上の課題

研究・開発の

推進

ものづくり経営研究
コンソーシアム（東
京大学）

• 研究リソース提供先としての
企業の活用

• 企業との意見交換

• 企業との結びつき強化

• 大学の研究施設を利用可能
• 大学または企業間のネットワーク

強化、企業間の意見交換・情報
収集の場の確保

• ギブアンドテイクの関係が成り
立っている

• 企業からの共同研究費・寄付
金は小額にとどまっており、運
営にはそれ以外の外部資金等
も不可欠となる

東京大学ＡＧＳ

• 大学の国際化の促進

• 国際共同研究の推進

• 次世代リーダーの育成と教育

• アウトリーチとしての活用

• ＡＧＳ主催のセミナーや会合等を
通じて先端研究情報の把握

立教大学ＥＳＤ研究
センター

• ESDに関する日本国内や国
際的取組についての情報収
集および研究の実施

• 研究成果のアウトリーチ

• 参加する企業職員の研究能力の
向上

大学教育の

充実

• リソースを片務的に提供する関
係になりがち

• 社会貢献として参加する企業が
多い

• 地域的（局所的）な連携の形態
が多い

• セミナーや公開講座などが企業
の社員向け研修に役に立てれ
ば企業にとってのメリットとなる

ＡＧＲＩ－ＣＯＣＯＯ
Ｎ（東京大学）

• 企業が提供する研修プログラ
ムへの参加

• 学生のインターンシップや実
習の受け入れ先確保

• 企業名の学生への周知

• 企業名や企業のリンクがＨＰに掲
載され企業のＰＲになる

大学コンソーシアム
岡山

• 単位互換制度への参加

• 生涯学習事業への参画

• 大学間の情報交換の促進

• 社会貢献活動の成果としてＰＲで
きる

（財）大学コンソーシ
アム京都

• 単位互換事業への参加

• 生涯学習事業への参画

• インターンシップへの学生の
派遣

• 現場実習・体験学習の相互
提供

• 企業名や企業のリンクがＨＰや
リーフレットに掲載されることで企
業のＰＲになる

• 共同研究の委託先選定の際に
活用

企業 大学

企業 大学
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政策形成に必要な環境人材 企業経営に必要な環境人材
まとめ

環境政策 まちづくり 次世代1次産業 製造業 サービス・メディア 金融

コンソーシ
アムに求
められる
機能

・大学の講義を
無料で公開/共有

・企業間での現
場交換実習

・大学/研究者か
ら行政機関への
情報インプット経
路

・企業の事業現
場/ＮＧＯ・ＮＰＯ
が管理する農地、
里山などの現場
の活用

・職能化、プロ化
する資格/認証制
度

・PDCAで組織を
向上する第三者
評価機能

・留学生を招く国
際化、グローバ
ルな単位互換制
度

・経営トップへの
働きかける仕組
み

・マスコミへ働き
かける仕組み

・インターンシッ
プマッチング

・情報マッチング

・ 現場と大学を
つなげる機能（現
場体験支援）

・メディアへの教
育

・日本らいしい思
想や技術につい
ての情報発信

・眠っている日本
の知的資財を活
用する機会

・技術マッチング

・一般教養教育

・武者修行のプ
ログラム

・企業課題の解
決プロジェクト

・ソリューション
のツール（システ
ム）の構築

・内発的イノベー
ションの支援

・環境を学んだ
人達のﾈｯﾄﾜｰｸ

・政策提言

・環境評価（もの
さし）の開発

・体系的な環境
教材の制作と共
有

・シンクタンク機
能、ポータル機能

・教育機能（大学
での環境教育の
義務化/社会人
教育）

・ビジネスイン
キュベーション機
能

・組織と組織との
マッチング

・評価機能：大学、
企業の評価

・PR機能

・社会のものさし
（わかりやすい
データ）を増やす

・教員の能力開
発（プレゼンスキ
ル）

・能力の評価方
法の開発（能力
の見える化）

・講師の派遣

・企業と本業で
繋がる仕組み

・地域連携構造
のための機能

・金融が抱えて
いる課題を産官
学民が協働で解
決する仕組み

教育機能に加え、
大きく以下の３つの
機能が求められる。

■情報ＤＢ・発信機
能

■技術・人材マッチ
ング機能（ネット
ワーク機能）

■シンクタンク機能

その他 ・会員制（みんな
で仲良くやりま
しょうではダメ。
本気度が伝わる
もの）

・環境だけに限
定しない方がい
い

・既存のネット
ワークを活用した
コンソーシアム創
り

・Open OR Close

・事務局を
Sustainableにし
なければ意味が
ない

・地域密着型に
する必要がある

・それぞれの立
場・論理を超え
た交流、きっか
け、対話の場

・既存のプログラ
ムとのコラボ
レーション

・環境以外の「持
続可能性」の要
素を入れる

・お金以外のコ
ミットメントも重
要

連携型コンソーシアム（３）

「環境省主催：環境人材育成ワークショップ①－１政策形成に必要な環境人材とは（実施日：2008年2月6日）、①－２企業経営に必要な
環境人材とは（実施日：2008年2月12日）参考資料」として㈱イースクエア作成
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第 4 回 環境教育に関する国際会議 
アーメダバード、インド 

 
テーマ２８：政府セッション－経験の共有と連携の促進 

 
要約（IGES による仮訳） 

 
政府セッションでは、20 カ国を超える国々の参加者が、ESD への国家の取り組みに関する

プレゼンテーションを行った。 
 
それらのプレゼンテーションの中で繰り返し述べられたテーマは、以下の通りである。 
 

 現在までの ESD の進展にも関わらず、変化を成し遂げるために政府に用いられた施策

とは相容れない教育の優先事項に関する問題がいまだに存在している。ESD に関わる

政府関係者は、他の施策への教育の関連性を明示する必要がある。 
 持続可能な開発のための教育は、環境省や教育省の権限だけで実施されるものではな

い。もし、持続可能性に関する社会的、経済的、環境的な側面の全てが取り扱われる

ならば、全ての政府省庁が ESD に関わるべきであり、相補的な形で協力し合うべきで

ある。ESD の取り組みは、政府の各分野が対応して実施する必要がある。 
 若者や社会のあらゆる分野への教育は重要であり、これからも継続されなければなら

ない。しかし、その一方で、現在の政府・産業・市民社会の指導者や意思決定者たち

への教育が、変化のための優先事項として認識される必要がある。世代交代を待つほ

ど変化は遅くはない。ESD の取り組みには即時性が求められるのである。 
 “持続可能性”や“持続可能な開発”という用語は、その意味や相対的な重要性の観

点から、いまだに議論されている。“持続可能性”や“持続可能な開発”の重要性が認

知されている場合でも、これらを実際にどのように応用するべきか、という点では様々

な解釈がある。 
 ESD を効果的に進めるためには、ESD の概念が、ある特定の人々の共感を呼ぶような

形で伝えられなければならない。つまり我々は、自らを環境保護主義者と考えていな

い人々と効果的に関わっていく必要がある。 
 多くの国々は、変化をもたらすために必要な ESD 活動を行うにあたり、非常に限られ

た能力しか持っていない。だからこそ、効率的に利用できる資源を生かすことが重要

である。各国における ESD 実施の文化的感性を認めながら、ESD に関する既存の専

門知識や経験などの情報資源は、国際協力や個々のイニシアチブを通して今後さらに

活用されるべきであり、容易なアクセスがなされるべきである。 
 ESD 取り組みが可能な経済状況や ESD に関する既存の専門知識を兼ね備えた国々は、
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他国を有効に支援する方策を示していく必要がある。 
 我々は、自らの ESD 活動がどのような影響を持っているのかを、絶えず自問する必要

がある。我々が目指す未来に確実に近づけるよう、自らの取り組みをモニタリング・

評価しなければならない。このプロセスにおいては、適切な指標の開発が中核となる。 
 
本セッションに参加した政府の代表者は、これらの共通テーマに留意すること、そして自

国でさらに検討をすすめることに同意した。また、以下のようなフォローアップアクショ

ンが提案された。 
 
1. 全ての国々は、現在自国で実施されている ESD 行動を向上させる方策を示すべきであ

る。そして、世界が直面している持続可能性に関する課題とりわけ気候変動問題の即

時性を認識する必要がある。重点分野に含むべき事項として、社会すべての分野にお

ける現在の意思決定者、ESD に携わる“教育者を教育すること”、教育機関とりわけ学

校での持続可能性教育への統合的取り組みの促進、適切な指標の開発が挙げられる。 
2. 全ての国々は、人々のライフスタイルや組織の慣行における、持続可能性を支持する

恒久的な変化を成し遂げるための効果的な手段として教育を捉え、教育の優先度をさ

らに高めるべきである。 
3. 全ての国々は、持続可能性のための変化を最大限に引き出すため、政府で採用された

様々な施策と自国の教育活動を統合するよう努めるべきである。 
4. ESD を主導する立場にある国々は、効果的な ESD 政策やプログラムの実行が困難な

他国と協力できる方策を示すべきである。 
5. 国連「持続可能な開発のための教育の 10 年」憲章と一貫して、ユネスコは、これまで

各国・各地域で実施された取り組み－例えば、国連欧州経済委員会（UNECE）、アジ

ア太平洋地域や世界その他の地域の取り組み－へのさらなる配信とアクセスの拡大を

促進するべきである。 
6. ユネスコは、ESD 国家政策の枠組みの開発やパイロットプログラム、デモプロジェク

トなど、国や地域が共同で取り組むことができる実践的な方法をより詳細に示す必要

がある。そのために、様々な地域から ESD の関心を有する国々が共に取り組むプロセ

スを促すべきである。 
 
ピーター ウッズ（オーストラリア政府 環境・水資源省 情報主任） 
政府セッション議長 
 

120



アーメダバード宣言（2007, Ahmedabad）：行動への呼びかけ 
「暮らし」のための教育：教育を通した「暮らし」 

（2007 年 11 月 28 日採択） 
 
私たちは次のような世界をここに想い描きます。それは、私たちの労働と生活のあり方が

地球の生きとし生けるものすべてに至福（well-being）をもたらすような世界です。人間の

ライフスタイルが生態系の保全や経済的・社会的正義、持続可能な暮らしとありとあらゆ

る命に対する敬意に沿うようになるのは、教育を通してであると信じます。教育により私

たちは次のようなことを学びます。すなわち、コンフリクトを予防し、解決すること、文

化的な多様性を尊重するようになること、思いやりのある社会を創ること、そして平和裡

に暮らすことです。昔ながらのローカルで伝統的な生活様式から学ぶことにより、地球や

生命が維持されているシステムを慈しみ、敬意を表するようになりますし、こうした知恵

を急速に変容していく世界に適用することもできるのです。そして社会全体にとっての善

に配慮した上で、個人や共同体、国家、さらにはグローバルな次元において選択をできる

ようになるのです。すべての者が誇りをもつことができるような可能性のある未来は日常

の行動によって形づくられると、若者を含めた個人や市民社会、政府、ビジネス界、融資

のパートナー、その他の組織が認識するようになるのです。 
 
人間の生産と消費はこれまでにも増して止め処を知りません。そのために、地球上の生命

を維持しているシステムは急速にむしばまれ、生きとし生けるものの命が輝く可能性も消

失しています。ある人々にとっては許容範囲であると当然視されている生活の質も、他の

人々にとっては権利の剥奪に等しいことも珍しくありません。裕福なものと貧しいものと

の格差は開く一方です。気象上の異変、生物多様性の喪失、健康を脅かす危機の増大、そ

して貧困。これらが示唆するのは、持続不可能な開発モデルとライフスタイルです。持続

可能な未来に向けたオルタナティブなモデルとビジョンは確かに存在し、それらを現実の

ものとする迅速な行動が求められています。人権やジェンダーの公正、社会正義、健康的

な環境はグローバルなレベルで緊急に実現すべき責務として認められる必要があります。

「持続可能な開発のための教育」はこうした変容をもたらすために極めて重要です。 
 
マハトマ・ガンディーはこう語りました。「私の人生そのものを私のメッセ―ジとしよう。」

我々がここに掲げた例はいずれも重要です。持続可能な生活のあり方を探求するに際して

実質的な中身と活力をもたらすのは自分たちの行動を通してなのです。創造性と想像力を

もって、私たちは自らの生活の依拠する価値観、また選択と行動のもとである価値観を考

え直し、変えることが必要です。 
 
再考が求められるのは、自分たちの手段と方法とアプローチであり、政治と経済であり、
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関係性とパートナーシップであり、教育の真の基盤と目的であり、私たちの生活と教育が

どう関わっているのかということです。ものごとを選択する際に拠り所にし、鼓舞される

のは、これまで私たちが見てきた多くの成果、つまり「地球憲章」や「ミレニアム開発目

標」を含めた成果です。 
 
「環境教育」の歩みを経て、支持され、擁護されるようになったのは「持続可能な開発の

ための教育」です。このような教育のプロセスは現実に対して適切であり、呼応するもの

であり、責任をもてるものでなくてはなりません。これまでにも増して確実性と信頼を得

るために、研究は奨励されるべきであり、さらなる効果的な学習方法と知識の共有を明ら

かにしていく必要があります。 
 
私たちは誰もが学習者であり、また教師でもあります。「持続可能な開発のための教育」が

促すのは、私たちの教育に対する見方の変化です。つまり、機械的な伝達手段としての教

育から生涯にわたるホスリティックで包括的なプロセスとしての教育への変化です。パー

トナーシップを打ち立て、多様な経験と共有すべき知見を分かち合い、持続可能性のビジ

ョンをよりよいものにしていくことを、私たちは誓います。 
 
ネットワークの力が増大する今日の世界において、私たちは自らの責任に応じ、この会議

の勧告内容を推進していくことをここに誓います。求められるのは、国連機構や世界各国

の政府が「環境教育」を支持し、「持続可能な開発のための教育」に関する適切な政策の枠

組みを策定し、実行に移すことに全力を尽くすことです。 
 
謙虚さと包容力と誠実さと人間性に対する強い感性とをもって持続可能性の原理を追求し

ていく我々の行動に、すべての人々が参加することを切に求めます。希望の精神と熱意と

行動に向けた努力をもって私たちはアーメダバードから前進していきます。 
 
（訳：永田 佳之） 
『持続可能な教育と文化』日本ホリスティック教育協会 永田佳之・吉田敦彦編 
せせらぎ出版 2008 年 
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